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は じ め に 
 

新規学校卒業者等の採用は、求人者にとって極めて重要な

ことであると同時に、初めて職業人になる生徒・学生本人や

家族にとって最も重要なことがらです。 

求人事業主の皆様におかれましては、就職される生徒・学

生が希望をもって良き職業人として社会へ出られるよう、格

別のご配慮をお願いします。 

特に、新規学校卒業者の募集につきましては、求人取消し、

内定取消し等の事態が生じないよう、確実な採用計画を立て

ていただくとともに、選考開始時期の遵守や、就職差別のな

い公正な採用選考が行われるようお願いいたします。 

本冊子は、求人申込み手続きや正しい求人活動のルールに

ついて取りまとめておりますので、新規学校卒業者の採用の

際にご活用いただければ幸いです。 
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Ⅰ 学卒求人活動のルール



１１ 令令和和６６年年度度 新新規規学学校校卒卒業業者者のの採採用用選選考考開開始始期期日日等等

（注１）大学・短大・高専については、内閣府、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省を構成員と

する就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議（以下「連絡会議」という。）で取りま

とめた「 （令和６）年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」に明

示されています。（ ～ ページ参照）

（注２）中学校については、文書募集は行わないこととします。

（注３）専修学校、能力開発校については、ハローワークを利用する場合は、大学・短大・高専の取

扱いに準じます。

 
２２ 求求人人申申込込みみををさされれるるににああたたっってて

新規学校卒業者の就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機となるもので

す。それが適切に行われるかどうかによって、その将来を左右することにもなります。

しかし、新規学校卒業者は、仕事に関する知識・経験に乏しく、適切な職業選択と円滑な就職の

ためには、関係者の助言、援助を必要とします。

また、学生・生徒に大きな打撃と不安を与える採用内定取消し及び入職時期繰り下げといった

重大な事態は、新規学校卒業者の就職に大きな影響を与えます。

このような状況を踏まえ、新規学校卒業者の採用に関する秩序を確立し、その円滑な就職を促

進するために、適正な募集・採用を行っていただくようお願いいたします。

※ 厚厚生生年年金金及及びび労労働働保保険険へへのの加加入入ににつついいてて、、求求人人票票にに適適正正にに明明示示さされれたた求求人人以以外外はは、、受受理理ででききまませせ

んん。。適適正正なな募募集集ををおお願願いいいいたたししまますす。。

（（１１））適適正正なな募募集集・・採採用用計計画画のの立立案案

学生・生徒にとって就職は、職業生活の第一歩を踏み出すことになる重要なものであり、就職

先の決定にあたっては、慎重な検討と多くの関係者の援助が必要とされています。

一方、企業にとっても、新規学校卒業者は、長期的に企業活動を支えることを期待される人材

であり、その採用は重要な意義を持ちます。事業主は、募集・採用計画の立案に当たり、次の事

項について特段のご配慮をお願いします。

中
学
校

６６月月１１日日以以降降 ハハロローーワワーーククににおおけけるる求求人人受受理理

７月１日以降 事業主への求人票返戻

１月１日以降 推薦・選考開始、採用内定開始（指定積雪地は 月１日以降）

高
等
学
校

６６月月１１日日以以降降 ハハロローーワワーーククににおおけけるる求求人人受受理理

７月１日以降 事業主への求人票返戻

７月１日以降 学校における求人受理（上記確認後）

７月１日以降 文書募集開始

９月５日以降 推薦開始（沖縄県は８月 日以降）

９月 日以降 選考開始、採用内定開始（１人１社まで）

月１日以降 １人原則２社まで複数応募を認める

大
学
・
短
大
・
高
専

学校における求人受理・公示、企業研究会・説明会開始日は各学校で自主的に決定

２月１日以降 ハローワークにおける求人受理

３月１日以降 広報活動開始

４月１日以降 ハローワークにおける求人票等の展示・公開

６月１日以降 ハローワークにおける就職面接会開始

６月１日以降 学校推薦開始

６月 日以降 採用選考活動開始

月 日以降 採用内定開始
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① 事業主は、募集・採用計画の立案に当たっては、毎年の募集・採用数の大幅な変動ができる

だけ生じないよう、入職後の人材育成等雇用管理面にも配慮しつつ、中長期的な人事計画等に

基づいて、必要な人材を真に必要なだけ採用する方針を確立するよう努めてください。

② 事業主は、当該年度の具体的な募集・採用計画の立案に当たり、中長期的な人事計画等の

下、企業の人員構成、職場における要員の過不足の状態等を十分に見極めた上で、募集・採用

計画数を決定するよう努めてください。

③ 事業主は、募集・採用計画数の決定に当たり、「若干名」、「〇〇人以内」等不明確な表現、

実際の採用計画数を超えた人数における募集等は避け、中卒・高卒・大卒等ごとに、採用人数

を明確にするよう努めてください。

（（２２））募募集集・・採採用用活活動動

新規学校卒業者の募集・採用活動が無秩序に行われた場合、学生・生徒の学業に支障が生じる

ほか、特定の学校等に求人が集中し、就職の機会が制限される可能性があること及び学生・生徒

の就職活動が無秩序化し、重複内定を誘発しやすい環境をつくり出すといった問題が発生する

ことが懸念されます。

また、企業の募集・採用計画の内容及び募集・採用予定人員は、学生・生徒が就職先を決定す

るにあたって、重要な判断材料となるものであり、安易な募集の中止又は募集人員の削減は、円

滑な就職の妨げとなるものです。このため、事業主は、募集・採用活動の実施にあたり、次の事

項について配慮願います。

① 事業主は、募集・採用活動を実施するに当たり、多くの学生・生徒の募集・採用の周知を図

り、広く応募の機会を確保するとともに、職務内容、労働条件等求人内容の情報を正確に学

生・生徒に提供するよう努めてください。

全全国国のの高高等等学学校校のの学学校校名名、、所所在在地地等等のの情情報報はは「「全全国国高高等等学学校校便便覧覧」」ででごご覧覧いいたただだけけまますす。。

【【「「全全国国高高等等学学校校便便覧覧」」掲掲載載ササイイトト】】

厚生労働省高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス

（ ）

② 新規中学・高校卒業者の募集・採用活動を行う事業主は、学生・生徒の就職活動の無秩序化

による重複内定が誘発されないためにも、定められた採用選考開始の期日を遵守する等、秩序

を保つように努めてください。また、新規大学等卒業者の募集活動を実施する事業主について

も、「 （令和６）年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」（ ～ ペ

ージ参照）に基づいた採用活動・就職の取扱いを行うよう努めてください。

③ 事業主は、採用選考を行うに当たっては、学生・生徒の適性、能力に基づき公正に実施する

よう努めてください。

④ 中学生・高校生は書類選考のみではなく、面接試験等を実施してください。

⑤ 事事業業主主はは、、募募集集のの中中止止又又はは募募集集人人員員のの削削減減をを行行おおううととすするる場場合合ににはは、、ハハロローーワワーーククへへ必必ずず

事事前前にに連連絡絡ししててくくだだささいい。。所定の様式により、公共職業安定所長へ通知する必要があります。

ただし、大学、短大、高等専門学校、専修学校、公共職業能力開発施設及び職業能力開発大

学校を新たに卒業しようとする者に対する募集人員の削減に係る通知は、これらの募集人員

の合計を当初の募集人員の合計より 人人以以上上かかつつ３３割割以以上上減減じじよよううととすするる場場合合にに連連絡絡ししてて

くくだだささいい。。

（（３３））採採用用内内定定

① 中学校・高等学校の場合、事業主は、採否の結果を学生・学校あて通知書を各 部作成し、

両方の通知とも学校へ送付してください。

大学・短大等学生へは本人のみ通知してください。なお通知は、選考後なるべく早くお願い
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します。（可能な限り１週間以内）

② 事業主は、採用内定を行う場合には、確実な採用の見通しに基づいて行うものとし、採用内

定者に対しては、文書により、採用の時期、採用条件及び採用内定取消事由などを明示してく

ださい。また、学校などの卒業が採用条件となる場合は、内定時に明示してください。

③ 採用内定は、法的にも当該企業の例年の入職時期を就労の始期とする労働契約が成立した

とみられる場合が多いことについて、事業主は十分に留意してください。

（（４４））採採用用内内定定取取消消しし等等のの防防止止（（ ペペーージジ参参照照））

① 新規学校卒業者に対する採用内定取消しは、学生・生徒とそのご家族に大きな失望を与える

ものであり、できる限り防止することが必要です。

② 採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等、あらゆる手段を講じてくだ

さい。

なお、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な

理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることにつ

いて、十分に留意してください。

③ やむを得ない事情により、採用内定取消しまたは入職時期繰り下げを検討しなければなら

ない場合には、あらかじめハローワークに通知するとともに、ハローワークの指導を尊重して

ください。この場合、解雇予告について定めた労働基準法第 条及び休業手当について定め

た同法第 条関係法令に抵触することがないよう十分に留意してください。

なお、採用内定取消しの対象となった学生・生徒の就職先確保について最大限の努力を行

うとともに、採用内定取消し又は入職時期繰り下げを受けた学生・生徒からの補償等の要求に

は誠意を持って対応してください。

（（５５））身身元元保保証証書書等等ににつついいてて

身元保証書は、従来から取っているなどの安易な理由で提出させるのではなく、その必要性

や内容について、十分に検討いただき、提出させる場合であっても、労働者の人権を十分に尊重

し、必要以上にプレッシャーを与えることのないようにしてください。

（（６６））採採用用選選考考時時のの健健康康診診断断ににつついいてて

健康診断の必要性を慎重に検討せず、採用選考時に健康診断を実施することは、応募者の適性

と能力を判断する上で必要のない事項を把握する可能性があり、結果として、就職差別につなが

るおそれがあります。（ ページ参照）

（（７７））求求人人不不受受理理のの取取扱扱いいににつついいてて

ハローワークは、原則として、全ての求人の申込みを受理しなければならないとされています

が、令和２年３月 日から、改正職業安定法の一部や関連する政令・省令・指針が施行され、

一定の労働関係法令違反のある求人者からの求人の申込みなどを受理しないことが可能となり

ました。（ ～ ページ参照）

 

３３ 中中学学・・高高等等学学校校卒卒業業者者のの取取扱扱いい

（（１１））求求人人申申込込みみ

中卒用求人票及び求人申込書（高卒）により、事業所の所在地を管轄するハローワークへ申込

みを行うほか、高卒求人については、ハローワークインターネットサービスからも求人申込みが

可能です。詳しくは、「厚生労働省高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス」をご確認ください。

中中学学校校及及びび高高等等学学校校卒卒業業予予定定者者をを対対象象ととししたた求求人人申申込込みみはは、、６６月月１１日日以以降降かからら受受付付をを開開始始しし

まますすがが、、事事業業主主控控ええのの返返戻戻はは７７月月１１日日以以降降ととななりりまますす。。
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（（２２））青青少少年年雇雇用用情情報報のの作作成成とと提提出出

「青少年の雇用の促進等に関する法律」（若者雇用促進法）により、事業主は応募者に対して、

平均勤続年数や研修の有無・内容といった就労実態等の職場情報を提供することが義務付けら

れました。

中中学学校校卒卒業業者者のの求求人人申申込込みみをを行行うう場場合合はは、、「「青青少少年年雇雇用用情情報報シシーートト」」（（ ペペーージジ））へへ、、高高等等学学

校校・・大大学学等等のの求求人人申申込込みみをを行行うう場場合合はは、、求求人人申申込込書書４４枚枚目目［［青青少少年年雇雇用用情情報報欄欄］］（（ ・・ ペペーージジ））

へへ青青少少年年雇雇用用情情報報をを記記入入のの上上、、ごご提提出出くくだだささいい。。

（（３３））中中卒卒用用求求人人票票のの作作成成とと提提出出

職種別・就業場所別に「中卒用求人票」（ ページ）及び「青少年雇用情報シート」（ ペー

ジ）を作成し、事業所名及び代表者名（または人事権者名）を記入し、事業所を管轄するハロー

ワークへ提出し、受理・確認印を受けてください。

（（４４））求求人人申申込込書書（（高高卒卒））のの作作成成とと提提出出

① ６月１日以降、職種別・就業場所別に、求人申込書（高卒）を記入して事業所を管轄するハ

ローワークへ提出する方法、もしくはハローワークインターネットサービス上で求人者マイ

ページを開設し、マイページの求人仮登録機能を利用する方法のいずれかにより行ってくだ

さい。

なお、初めて求人を提出なさる場合にはあらかじめ事業所登録が必要です。

※※求求人人者者ママイイペペーージジととはは、、パパソソココンンややススママーートトフフォォンンかからら求求人人申申込込みみ等等のの求求人人者者ササーービビススがが

受受けけらられれるるオオンンラライインンササーービビススでですす。。積積極極的的ななごご利利用用ををおお願願いいいいたたししまますす。。

② ７月１日以降、提出された求人申込書、仮登録の内容で求人票を発行し、求人票に確認印を

押印した上で、返戻します。

なお、ハハロローーワワーーククイインンタターーネネッットトササーービビススのの求求人人者者ママイイペペーージジをを利利用用ししたた場場合合ににもも、、確確

認認印印をを押押印印ししたた求求人人票票のの交交付付をを必必ずず受受けけててくくだだささいい。。

③ 応募前の職場見学を実施する場合は、学校・生徒への周知のため、「補足事項」へ記載して

ください。記載欄が足りない場合は「応募前職場見学実施予定表」（ ページ参照）を求人申

込みの際に提出してください。

【【応応募募前前職職場場見見学学のの実実施施ににつついいててののおお願願いい】】

１ 応募前職場見学については、生徒が応募先企業を自ら選定・確認する機会となり、

事前に職業や職場への理解を深め、適切な職業選択や事前の理解不足による就職後の

早期離職の防止に資すると考えられます。

２ 上記についてご理解の上、ハローワークへ求人の申込みを行う際に、応募前の職場

見学等の有無をお申し出いただきますようご協力をお願いいたします。

３ 応募前職場見学は、学校への求人の申込みを行った後に実施することとし、９月

日より前に職場見学を実施する場合には、早期選考につながることがないように、応応

募募書書類類ややそそれれにに類類すするる書書類類のの提提出出はは求求めめなないいようお願いいたします。

４ 学校より、「職場見学のお願い」により職場見学の依頼があった場合には、職場見

学終了後、「職場見学確認書」（ ページ参照）にご記入の上、学校へご報告ください。

① 求人受理（６月１日以降）

③求人票（写し）（７月１日以降）に

より、学校への求人申込み
②確認印を押印した求人票の返戻（７月１日以降）

学学校校求求人人者者① ③管管轄轄ハハロローーワワーークク

②
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（（５５））求求人人要要項項のの作作成成とと配配布布

① 求人要項は、求人票の記載内容を補足説明し、事業内容等について理解を深めるためのも

のです。いたずらに誇大な表現をしたり、求人票に記入した条件等に矛盾した内容とならない

よう留意いただき、作成にあたっては管轄のハローワークへご相談ください。

② 学校への配布は、７月１日以降、確認印の押印のある求人票の写しとともに求人者から直接

行ってください。

【【求求人人票票ののイインンタターーネネッットトにによよるる公公開開ににつついいてて】】

高卒求人については、高等学校の進路指導部に対して、インターネット（厚生労働

省高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス）により求人一覧表及び求人票を提供しています。

そのため、会社が推薦依頼をしていない高等学校から応募が出る場合もあります。

応募の際は、事前に高等学校から応募の可否について問合せが会社にありますので、

依頼校ではないからという理由で拒否せず、同様に選考対象としていただくようお願

いいたします。

応募を指定の学校に限る等、インターネット非公開を希望する場合は、求人申込時

にお申し出いただくようお願いいたします。（求人申込書１枚目［求人区分欄］の公

開希望にて「４ 求人情報を公開しない」を選択してください。）

（（６６））労労働働条条件件のの変変更更等等のの明明示示

新規学校卒業者については、特に配慮が必要なため、一度ハローワークへ申し込んだ求人の労

働条件はできるだけ変更しないようお願いします。

なお、ややむむをを得得なないい事事情情にによよりり、、労労働働条条件件をを変変更更すするる必必要要がが生生じじたた場場合合ににはは、、手手続続ききがが必必要要

ととななりりまますすののでで、、求求人人申申込込みみををししたた事事業業所所をを管管轄轄すするるハハロローーワワーーククままでで必必ずずごご連連絡絡くくだだささいい。。

※※労労働働条条件件のの変変更更ににつついいてて、、求求人人者者ママイイペペーージジでではは手手続続ききをを行行ええまませせんんののででごご注注意意くくだだささいい。。

（（７７））統統一一応応募募書書類類のの使使用用

採用選考にあたっては学校から提出される「全国統一応募書類」のみを使用することとし、そ

れ以外の書類を学校や応募者に要求しないよう厳に注意してください。

選考時に事業所独自の応募書類（社用紙）を使用したり、あるいは統一応募書類に記載されて

いる事項以外のことを聴取したりすることのないように厳に注意してください。

統一応募用紙の内容は次のとおりです。

学校 内容 頁

中学校 応募書類（㊥職業相談票〔乙〕）

高等学校

全国高等学校統一用紙

履歴書（応募書類その１）

調査書（応募書類その２）

～

（（８８））推推薦薦・・選選考考開開始始のの時時期期

学校 推薦開始 選考開始・内定開始

高等学校 ９月５日 ９月 日以降

中学校 １月１日 １月 １日以降

※沖縄県の高等学校は、８月 日以降推薦開始。

※次の積雪地域の中学校は、推薦・選考ともに 月１日以降開始。

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野（飯山職安

管内）、島根（松江職安隠岐の島出張所管内）
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（（９９））選選考考のの内内容容・・方方法法等等

選考は、応募者の適性、能力に基づいた基準により公正に行ってください。詳しくは、Ⅲ 関

係法令、制度及び公正採用「２ 採用選考等に関する留意点」（ ～ ページ）を参照ください。

（（ ））採採用用内内定定後後のの取取扱扱いい

① 採用選考実施後遅遅くくとともも７７日日以以内内に採否を決定し、結果を応募者及び学校長あてに通知し

てください。ままたた、、不不採採用用者者のの応応募募書書類類はは速速ややかかにに学学校校長長ああてて返返送送ししててくくだだささいい。。

② 採用通知には必ず「入社年月日」を明示してください。期日が確定できない場合であっても、

例えば「３月下旬」「４月上旬」というように示してください。

③ 採用内定の取消しや、入職時期の延期、求人数の変更、求人取消しなど行わないよう十分に

配慮してください。なお、やむを得ず、このような措置を取らざるを得ない事態になった場合

は、必ず事前にハローワーク及び学校に通知してください。

④ 高等学校卒業予定者の使用開始（実習、研修等を含む）時期は、卒業後としてください。

また、中学校卒業予定者については、労働基準法第 条の規定により満 歳に達した以

後の４月１日以降としてください。使使用用開開始始以以前前ににややむむをを得得ずず生生徒徒をを招招集集すするる場場合合もも、、授授業業

やや学学校校行行事事にに支支障障ののなないいよようう十十分分にに配配慮慮ししててくくだだささいい。。生生徒徒・・家家族族ににととっってて内内定定先先事事業業所所かか

ららのの研研修修参参加加要要請請等等はは心心理理的的にに断断りりににくくいいももののでですすののでで、、ごご配配慮慮ををおお願願いいししまますす。。

⑤ 採用内定後であっても、本人との連絡は学校を通してください。

⑥ 採用内定後あるいは入社時などに、戸籍謄本（抄本）等、就職差別につながる恐れがある書

類は一切提出を求めないようにしてください。

⑦ 採用内定後に家庭状況等の確認を必要とする場合（扶養手当の支給等）は、「住民票記載事

項証明書」により必要事項を確認していただき、一般的には学校長が証明した応募書類で処理

してください。

⑧ 求人者は、就職者の赴任受入れについては、就職者を安全かつ迅速に赴任させるため万全の

受入れ計画を策定してください。

（（ ））求求人人活活動動ののルルーールル

① 家庭訪問の禁止

求人者又はその委託を受けた者が、直接家庭訪問し、直接生徒・保護者に働きかけることは、

禁止されています。

② 学校訪問について

求人者又はその委託を受けた者が行う求人活動としての学校訪問は、ハローワークにおい

て求人内容の確認・受付後、求人票を持参の上、学校の了解を得て行うこととし、訪問時間・

回数などに配慮してください。

③ 新聞広告等による文書募集

新規中学校卒業者を対象とした新聞・出版物等による募集については、生徒が、職業などに

ついての知識・経験が十分でないため、職業選択に当たって学校及びハローワークが十分な職

業指導を行う必要があることから禁止されています。

新規高等学校卒業者については、卒業年度の６月末まで募集は禁止です。７月以降に文書募

集を行う場合は、次の点に留意してください。

□ ハローワークにおいて確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記載内容と異なるも

のでないこと。

□ 広告等掲載に当たっては、事業所を管轄するハローワーク名及び求人番号を掲載すること。

□ 応募の受付はハローワーク又は学校を通じて行うこと。

※ 採用予定人員、採用予定者に係る初任給その他労働条件、選考期日、選考場所、選考

方法、応募書類等の募集・採用に係る事項を内容とする企業案内書（就職ガイドブック）

等を発行し、配布することは、文書募集となりますので、注意してください。
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４４ 大大学学・・短短大大・・高高専専・・専専修修学学校校等等卒卒業業者者、、訓訓練練校校修修了了者者のの取取扱扱いい

（（１１））令令和和６６年年度度のの採採用用・・就就職職活活動動にに係係るる取取扱扱いいににつついいてて

① 令和６年度においては、学生が学修時間を確保しながら安心して就職活動に取り組むこと

ができるよう「 （令和６）年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」

（ ～ ページ参照）を政府主導で取りまとめ、経済団体、業界団体に対して就職・採用活

動に関する要請を行っております。この要請について、ご理解、ご協力を賜りますようお願い

いたします。

② ハローワークにおける求人票は、 月１日以降に受付、 月１日以降に学生に対しこれらを

開示するものとします。

学校 学校推薦開始 選考開始・内定開始

大学等 ６月１日
選考開始期日は６月１日以降

採用内定時期は 月１日以降

（（２２））大大学学等等のの卒卒業業者者のの採採用用選選考考ににつついいてて

大学等の卒業者の採用選考についても、中学校・高等学校と同様の考え方で就職差別を行わな

いよう留意してください。

（（３３））採採用用内内定定のの取取消消しし等等ににつついいてて

採用内定の取消しや、入職時期の延期、求人数の変更、求人取消しなどを行わないよう十分に

配慮してください。やむを得ずこのような措置を行う場合は、事前に通知することになっていま

す。詳しくは最寄りのハローワークにお尋ねください。（ ページ参照）
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Ⅱ 求人申込書について



求職者に対して、従事すべき業務内容、賃金、労働時間、その他
の労働条件を明示することが、職業安定法第 条の３により義務
付けられています。労働条件などの明示は、労働者が職場に適応
してその能力を有効に発揮するためにも、就職後のトラブルを避
ける上からも重要です。

労働条件は、そのまま採用後の労働条件になることが期待されて
います。求職者から誤解を生じにくいかたちで、正確かつわかり
やすく記載してください。
ハローワークの窓口では、わかりやすい記載方法のアドバイスを
行っています。お気軽にご相談ください。

また、労働条件を正確に伝えることに加えて、平均勤続年数や研
修の有無および内容といった職場情報を新卒者等に提供すること
が、「若者雇用促進法」によって求められています。

求人事業主の皆さまへ

（事業主の方へ）

求人申込書（高卒）の
書き方のポイント

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

求人の募集中止及び募集人員の削減をする場合は、ハローワークに連絡する必

要があります。
労働条件及び求人申込書に記載した内容は変更しないでください。
やむを得ず変更する場合は速やかにハローワークにご連絡ください。
応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力のみを基準とした、公正な採用選考
を行ってください。

首
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あらかじめ事業所の住所を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。
（１／４）

求人区分

【就業形態】【雇用形態】
・該当する数字に○を記入してください。
・雇用形態の「２．正社員以外」を選んだ場合は、「正社員以外の名称」に準社員、期間社員などの具体的な名称を記入してください。
・無期派遣労働者については誤解を招かないよう「１ 正社員」ではなく、「４ 無期雇用派遣労働者」としてください。

【雇用期間】
定めありの場合は期間を明示してください。

【契約更新の可能性】
・「雇用期間」欄で「あり」と回答した場合に記入してください。
・契約更新の可能性「あり」の場合には、「原則更新」か「条件付きで更新あり」のいずれかを選択し、更新の際の具体的な更新条件、通算契約期間または更新
回数の上限（設けている場合）などについて「補足事項」欄（３頁）に詳しく記入してください。

【試用期間】
試用期間がある場合はその期間を「補足事項」欄（３頁）に記入するとともに、労働条件が異なる場合はその内容も「補足事項」欄（３頁）に記入してください。

【就業場所】
本社で採用事務を一括処理する等により、求人申込み時にその就業場所が特定できない場合は、就業可能性のある工場・支店等を記入し、「補足事項」欄（３

頁）に就業場所決定の方法・時期等を記入してください。

【受動喫煙対策】
・受動喫煙対策の有無を選択してください。
なお、「その他」を選択した場合は、「受動喫煙対策に関する特記事項」欄に記入してください。

・「受動喫煙対策」で「喫煙室設置」を選択した場合は、「喫煙のみを行う室がある」、「喫煙できる室（飲食サービス提供あり）がある」、「加熱式たばこの
みの喫煙ができる室がある」等を「受動喫煙対策に関する特記事項」欄に記入してください。

【マイカー通勤】
・「可」の場合は駐車場の有無や有料か無料等の情報を「求人条件にかかる特記事項」欄（３頁）に記入してください。
・【通学】が「可」で配慮（時間配慮、賃金補助等）がある場合は、青少年雇用情報の「２（２）自己啓発支援の有無及びその内容」欄（４頁）に詳しい情報を
記入してください。
【転勤の可能性】
転勤の可能性がある場合は、「あり」を選択するとともに、「補足事項」欄（３頁）に転勤範囲を明示してください。

【必要な知識・技能等】
・高校生の採用は未経験者の採用が基本です。できる限り応募の機会を広げていただくようお願いします。例えば、普通自動車運転免許が必要な場合でも、誕生
日などの事情により入社までに取得ができない求職者もいるため、入社後の取得を認める等柔軟な対応をお願いします。

【公開希望】
各高等学校の進路指導教諭に対して、高卒就職情報 提供サービスで求人情報を公開することを希望する場合には「１事業所名等を含む求人情報を公開する」
を選択し、希望しない場合には「４求人情報を公開しない」を選択してください。

仕事内容

【基本給】
・「基本給」欄には、初任給の額を記入してください（固定残業代や各種手当は含めないでください）。

また、記入した賃金に応じて、「現行」か「確定」のいずれかを選択してください。
※「現行」：申込み時点で賃金額の確定が困難な場合、当該年の新規高等学校卒業者採用者の現行の賃金額とする。

・基本給は、月給制の場合にはその額を、月給制以外の場合には１日の所定労働時間、月平均労働日数等から算出した月額を記入してください。

【固定残業代】
固定残業代がある場合は「あり」を選択し、額を記入します。その上で、「固定残業代に関する特記事項」欄に「時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、
固定残業代として支給し、●時間を超える時間外労働は追加で支給」と記入してください。

賃金・手当

【賃金形態等】
該当する数字に○を記入してください。
（・月給･･･月額を決めて支給、日給･･･日額を決めて、勤務日数に応じて支給、時給･･･時間額を決めて勤務時間数に応じて支給、年俸制･･･年額を決めて、各月
に配分して支給、その他･･･具体的に明示してください。）
※月給制において欠勤した場合に賃金控除がある場合は、「補足事項」欄（３頁）に具体的に記入してください。

【仕事の内容】
・学生が最も重要視する項目の一つです。詳しく説明することで、求職者の方の疑問やとまどいを解消し、応募者が増えることにつながります。
応募者の目線に立って詳細かつ分かりやすい内容で記入して下さい。

・将来の配置転換など今後の見込みも含めた、従事すべき業務の変更範囲を明示してください。

年 月 日

1 3

2 4

30,000 円 手当 円

手当

必要な知識・技能等
（履修科目）

詳細：(全角210文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な知識・技能等の詳細：

普通自動車免許（AT限定可）　（入社後の取得可）

賃金・
手当

賃金形態

等

　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他
毎月の賃金 １．現行　　２．確定

基本給（a)

円 手当 円

固定

残業代（ｃ）
(全角120文

字以内)

１．あり 　　　　　　　　　　　　16,000　円

２．なし
固定残業代に関する特記事項：　時間外手当は、時間外労働時間の有無にかかわらず、固定残業代とし

て支給し、10時間を超える時間外労働は追加で支給。

165,000　円
月平均

労働日数 　19.8日

定額的に

支払われる

手当(b)
（手当名は

全角6文字

以内）

営業 手当

最寄り駅（　　　　○○線△△　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（        10　　分）

従業員数：就業場所（　　　105   　人）  うち女性（　　　42　　　人）  うちパート（　　　　6　　　人）

既卒者・中退者の
応募可否

既卒応募： １．可　　２．不可 中退者応募： １．可　　２．不可

卒業後概ね（　３　）年以内

受動喫煙対策

１．あり（ 受動喫煙対策の内容：　屋内禁煙　・　喫煙室設置 ）　２．なし（喫煙可）　３．その他

受動喫煙対策に関する特記事項：
　喫煙できる部屋がある

マイカー通勤 １．可　　２．不可 転勤の可能性 １．あり　２．なし 通学 １．可　　２．不可

雇用期間

１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

仕事
内容

職種：(全角40文字以内）

　　　　　　営業（自動車用の電子部品）

仕事の内容：(全角300文字以内）

自社で製造している電子部品（主に自動車用部品）の法人向け営業

・受注計画に基づき新製品開発に合わせた製品の提案・見積り　・受注から納品までのフォロー・代金回収等

※顧客は主に国内の自動車メーカー（関東・東海地域）です。　※既存顧客へのルート営業が中心です。

※目標はありますが、ノルマはありません。　※入社後は、集合研修・現場OJTにより必要な知識・スキルが学べます。　※変更範囲：なし

就

業

形

態

１．派遣・請負ではない

２．派遣

３．紹介予定派遣

４．請負

雇

用

形

態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

試用期間
１．あり　　２．なし

試用期間中の労働条件： 同条件　　　　　・　　　　　異なる

　
     　　就業場所
     (所在地・名称等)
　

所在地(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

受動喫煙対策に関する

特記事項（全角60文字以内）

　☑ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

〒

求求人人申申込込書書（（高高卒卒）） 受付年月日 《令和》

求人
区分

事業所名：

霞ヶ関電子工業　株式会社

事業所番号：

１３０７－９４０６２１－１

求人の対象年度 　（　　　　　　　）年 ３月卒業の求人

公開希望 １．事業所名等を含む求人情報を公開する　　　　　　　４．求人情報を公開しない

－ 9－



あらかじめ事業所の住所を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。
（１／４）

求人区分

【就業形態】【雇用形態】
・該当する数字に○を記入してください。
・雇用形態の「２．正社員以外」を選んだ場合は、「正社員以外の名称」に準社員、期間社員などの具体的な名称を記入してください。
・無期派遣労働者については誤解を招かないよう「１ 正社員」ではなく、「４ 無期雇用派遣労働者」としてください。

【雇用期間】
定めありの場合は期間を明示してください。

【契約更新の可能性】
・「雇用期間」欄で「あり」と回答した場合に記入してください。
・契約更新の可能性「あり」の場合には、「原則更新」か「条件付きで更新あり」のいずれかを選択し、更新の際の具体的な更新条件、通算契約期間または更新
回数の上限（設けている場合）などについて「補足事項」欄（３頁）に詳しく記入してください。

【試用期間】
試用期間がある場合はその期間を「補足事項」欄（３頁）に記入するとともに、労働条件が異なる場合はその内容も「補足事項」欄（３頁）に記入してください。

【就業場所】
本社で採用事務を一括処理する等により、求人申込み時にその就業場所が特定できない場合は、就業可能性のある工場・支店等を記入し、「補足事項」欄（３

頁）に就業場所決定の方法・時期等を記入してください。

【受動喫煙対策】
・受動喫煙対策の有無を選択してください。
なお、「その他」を選択した場合は、「受動喫煙対策に関する特記事項」欄に記入してください。

・「受動喫煙対策」で「喫煙室設置」を選択した場合は、「喫煙のみを行う室がある」、「喫煙できる室（飲食サービス提供あり）がある」、「加熱式たばこの
みの喫煙ができる室がある」等を「受動喫煙対策に関する特記事項」欄に記入してください。

【マイカー通勤】
・「可」の場合は駐車場の有無や有料か無料等の情報を「求人条件にかかる特記事項」欄（３頁）に記入してください。
・【通学】が「可」で配慮（時間配慮、賃金補助等）がある場合は、青少年雇用情報の「２（２）自己啓発支援の有無及びその内容」欄（４頁）に詳しい情報を
記入してください。
【転勤の可能性】
転勤の可能性がある場合は、「あり」を選択するとともに、「補足事項」欄（３頁）に転勤範囲を明示してください。

【必要な知識・技能等】
・高校生の採用は未経験者の採用が基本です。できる限り応募の機会を広げていただくようお願いします。例えば、普通自動車運転免許が必要な場合でも、誕生
日などの事情により入社までに取得ができない求職者もいるため、入社後の取得を認める等柔軟な対応をお願いします。

【公開希望】
各高等学校の進路指導教諭に対して、高卒就職情報 提供サービスで求人情報を公開することを希望する場合には「１事業所名等を含む求人情報を公開する」
を選択し、希望しない場合には「４求人情報を公開しない」を選択してください。

仕事内容

【基本給】
・「基本給」欄には、初任給の額を記入してください（固定残業代や各種手当は含めないでください）。

また、記入した賃金に応じて、「現行」か「確定」のいずれかを選択してください。
※「現行」：申込み時点で賃金額の確定が困難な場合、当該年の新規高等学校卒業者採用者の現行の賃金額とする。

・基本給は、月給制の場合にはその額を、月給制以外の場合には１日の所定労働時間、月平均労働日数等から算出した月額を記入してください。

【固定残業代】
固定残業代がある場合は「あり」を選択し、額を記入します。その上で、「固定残業代に関する特記事項」欄に「時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、
固定残業代として支給し、●時間を超える時間外労働は追加で支給」と記入してください。

賃金・手当

【賃金形態等】
該当する数字に○を記入してください。
（・月給･･･月額を決めて支給、日給･･･日額を決めて、勤務日数に応じて支給、時給･･･時間額を決めて勤務時間数に応じて支給、年俸制･･･年額を決めて、各月
に配分して支給、その他･･･具体的に明示してください。）
※月給制において欠勤した場合に賃金控除がある場合は、「補足事項」欄（３頁）に具体的に記入してください。

【仕事の内容】
・学生が最も重要視する項目の一つです。詳しく説明することで、求職者の方の疑問やとまどいを解消し、応募者が増えることにつながります。
応募者の目線に立って詳細かつ分かりやすい内容で記入して下さい。

・将来の配置転換など今後の見込みも含めた、従事すべき業務の変更範囲を明示してください。

年 月 日

1 3

2 4

30,000 円 手当 円

手当

必要な知識・技能等
（履修科目）

詳細：(全角210文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な知識・技能等の詳細：

普通自動車免許（AT限定可）　（入社後の取得可）

賃金・
手当

賃金形態

等

　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他
毎月の賃金 １．現行　　２．確定

基本給（a)

円 手当 円

固定

残業代（ｃ）
(全角120文

字以内)

１．あり 　　　　　　　　　　　　16,000　円

２．なし
固定残業代に関する特記事項：　時間外手当は、時間外労働時間の有無にかかわらず、固定残業代とし

て支給し、10時間を超える時間外労働は追加で支給。

165,000　円
月平均

労働日数 　19.8日

定額的に

支払われる

手当(b)
（手当名は

全角6文字

以内）

営業 手当

最寄り駅（　　　　○○線△△　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（        10　　分）

従業員数：就業場所（　　　105   　人）  うち女性（　　　42　　　人）  うちパート（　　　　6　　　人）

既卒者・中退者の
応募可否

既卒応募： １．可　　２．不可 中退者応募： １．可　　２．不可

卒業後概ね（　３　）年以内

受動喫煙対策

１．あり（ 受動喫煙対策の内容：　屋内禁煙　・　喫煙室設置 ）　２．なし（喫煙可）　３．その他

受動喫煙対策に関する特記事項：
　喫煙できる部屋がある

マイカー通勤 １．可　　２．不可 転勤の可能性 １．あり　２．なし 通学 １．可　　２．不可

雇用期間

１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

仕事
内容

職種：(全角40文字以内）

　　　　　　営業（自動車用の電子部品）

仕事の内容：(全角300文字以内）

自社で製造している電子部品（主に自動車用部品）の法人向け営業

・受注計画に基づき新製品開発に合わせた製品の提案・見積り　・受注から納品までのフォロー・代金回収等

※顧客は主に国内の自動車メーカー（関東・東海地域）です。　※既存顧客へのルート営業が中心です。

※目標はありますが、ノルマはありません。　※入社後は、集合研修・現場OJTにより必要な知識・スキルが学べます。　※変更範囲：なし

就

業

形

態

１．派遣・請負ではない

２．派遣

３．紹介予定派遣

４．請負

雇

用

形

態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

試用期間
１．あり　　２．なし

試用期間中の労働条件： 同条件　　　　　・　　　　　異なる

　
     　　就業場所
     (所在地・名称等)
　

所在地(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

受動喫煙対策に関する

特記事項（全角60文字以内）

　☑ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

〒

求求人人申申込込書書（（高高卒卒）） 受付年月日 《令和》

求人
区分

事業所名：

霞ヶ関電子工業　株式会社

事業所番号：

１３０７－９４０６２１－１

求人の対象年度 　（　　　　　　　）年 ３月卒業の求人

公開希望 １．事業所名等を含む求人情報を公開する　　　　　　　４．求人情報を公開しない

－ 10 －



あらかじめ事業所の住所を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。
（２／４）

【手当】
「定額的に支払われる手当」とは、毎賃金支払時に全員に決まって支給される賃金をいいます。
定額的に支払われる手当の他、家族手当、皆勤手当等、個人の状態・実績に応じて支払われる手当等がある場合は、「求人条件にかかる特記
事項」欄（次頁）にその内容を記入してください。

【就業時間】
※法定労働時間にご注意ください。必要に応じて就業規則や各種届出の内容を確認させていただく場合があります。

・１ 交替制（シフト制）について
交代制により就業時間が異なる場合に選択し、「就業時間１」～「就業時間３」にそれぞれの就業時間帯を入力してください。
一定期間（ 週間や ヶ月など）ごとに作成される勤務割りなどにおいて労働時間が確定されるような場合は、「補足事項」欄（次頁）

にシフト作成・変更の手続き・ルール、労働日、労働時間などの設定に関する基本的な考え方を具体的に入力してください。

・２ フレックスタイム制について
「就業時間１」に標準となる一日の就業時間を記入し、
「補足事項」欄（次頁）にフレキシブルタイム・コアタイムの就業時間帯を記入してください。

・３ 裁量労働制について
特に指定がなければ「就業時間１」に記入する必要はありませんが、「補足事項」欄（次頁）に詳細を記入してください。

例：「裁量労働制（○○業務型）により、出退社の時刻は自由であり、○時間勤務したものとみなす」

※「就業時間１」に記入する場合は、実態・目安であることを「補足事項」欄（次頁）に明示してください。

・４ 変形労働時間制について
特に指定がなければ「就業時間１」に記入する必要はありませんが、「補足事項」欄（次頁）に具体的に記入してください。

例：「変形労働制により始業は●時～●時、終業は●時～●時とし、シフト制で決定する」（一ヶ月単位の場合）

仕事内容

労働時間

【時間外労働の有無】
・時間外労働の有無を選択してください。
・時間外労働を行わせる場合には、過半数労働組合等との労働基準法第 条に基づく時間外及び休日労働に関する労使協定（３６協定）の締
結、労働基準監督署への届出が必要です。

・時間外労働【あり】の場合は、月平均残業時間数を記入して下さい。
・事業場外労働のみなし労働時間制の場合であって、所定労働時間を超えるみなし時間を設定している場合、その時間数を記入して下さい。

【３６協定における特別条項あり】
特別条項付きの３６協定を締結している場合は「あり」を選択し、「特別な事情・期間等」欄に特別な事情や延長時間などについて具体的

に記入してください。
例：「○○のとき（特別な事情）は、 日○時間まで、○回を限度として１ヶ月○時間まで、年に○時間できる」

【休日等】
「週休二日制」欄には、下記の該当する数字に○を記入してください。

１．毎週 完全週休二日制を実施している場合
２．その他 それ以外の形態で週休二日制を実施している場合
３．なし 週休二日制を実施していない場合

年末年始休暇や夏季休暇など特別休暇がある場合は、「その他」欄に記入してください。

保険・年金・定年等

【企業年金】
事業所登録の内容と異なる場合は、下記のいずれかを記入してください。
１．厚生年金基金
２．確定拠出年金
３．確定給付年金

【入居可能住宅】
入居可能な住宅がある場合に該当する項目「単身用あり」「世帯用あり」、入居可能な住宅がない場合は「なし」を選択してください。なお、
利用条件や宿舎費用などの詳細、空きが出れば利用可能な住宅がある場合等は「求人条件にかかる特記事項」欄（次頁）に記入してください。

円

円

1 円 3

2 円 4

日 日

円 ％

1 回 賞与月数： ヶ月分 賞与額： 円 ～ 円

2 回 賞与額： 円 ～ 円

1 9 時 0 分 ～ 時 0 分

2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

0 日

10 日

　　

２．労災保険 ３．公務災害補償 ４．健康保険 ５．厚生年金 ６．財形
　　　　）

企業年金 □ 厚生年金基金　□ 確定拠出年金　□ 確定給付年金

退職金共済 １．加入　　　　２．未加入

入居可能住宅 １．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし

保険・
年金・
定年
等

事業所登
録情報と
条件が異
なる場合
のみ記入

加入保険等

１．雇用保険
７．その他（

２．なし

勤務延長
１．あり

上限年齢
１．あり

上限年齢：

歳
２．なし ２．なし

再雇用制度
１．あり

上限年齢
１．あり

上限年齢： 70   歳まで
２．なし

歳まで　
２．なし ２．なし

１．あり
勤続年数 １．不問　　２．必要（　　　　　３　　　）年以上

２．なし

定年制
１．あり

一律定年制
１．あり

定年年齢： 65

退職金制度

週休二日制 １．毎週　　２．なし　　３．その他　　

その他：

　年末年始（12/29～1/3）、夏期休暇(7～9月に3日間)、誕生日休暇（年１回）、その他特別休暇あり（慶弔・結
婚・育児参加など）

休憩
時間

60 分
年間

休日数
127 日

時間外
労働

(全角60文

字以内）

１．あり 月平均時間外労働時間： 10 時間 　□ ３６協定における特別条項あり

２．なし 　特別な事情・期間等：労働
時間

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：
１．交替制（シフト制）　２．フレックスタイム制　３．裁量労働制
４．変形労働時間制（1ヶ月単位・1年単位・1週間単位非定型的）

就業
時間

18

年次有給
休暇

入社時の年次有給休暇日数

6ヶ月経過後の年次有給休暇日数

休日等
(全角100文

字以内）

休日 □ 月　　□ 火　　□ 水　　□ 木　　□ 金　　☑ 土　　☑ 日　　☑ 祝　　☑ その他

賞与

新規学卒者の賞与制度の有無

１．制度あり ※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 回数

２．制度なし 回数 賞与月数：　　 4.5ヶ月分 又は

2.0 又は

一般労働者の賞与制度の有無

１．制度あり ※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

昇給
１．制度あり 　※新規学卒者の前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 金額： 2,500 又は 昇給率：

手当 円

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月 25

２．固定（月末） ２．固定（月末）      当月・翌月

３．その他 ３．その他
賃金・
手当

a＋b

（固定残業代がある場合はa＋b＋c）

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

211,000

２．実費支給（上限なし）

３．一定額 50,000
４．なし

特別に支

払われる

手当

（手当名は

全角6文字

以内）

資格 手当 10,000 手当 円

皆勤 手当 5,000

－ 11 －



あらかじめ事業所の住所を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。
（２／４）

【手当】
「定額的に支払われる手当」とは、毎賃金支払時に全員に決まって支給される賃金をいいます。
定額的に支払われる手当の他、家族手当、皆勤手当等、個人の状態・実績に応じて支払われる手当等がある場合は、「求人条件にかかる特記
事項」欄（次頁）にその内容を記入してください。

【就業時間】
※法定労働時間にご注意ください。必要に応じて就業規則や各種届出の内容を確認させていただく場合があります。

・１ 交替制（シフト制）について
交代制により就業時間が異なる場合に選択し、「就業時間１」～「就業時間３」にそれぞれの就業時間帯を入力してください。
一定期間（ 週間や ヶ月など）ごとに作成される勤務割りなどにおいて労働時間が確定されるような場合は、「補足事項」欄（次頁）

にシフト作成・変更の手続き・ルール、労働日、労働時間などの設定に関する基本的な考え方を具体的に入力してください。

・２ フレックスタイム制について
「就業時間１」に標準となる一日の就業時間を記入し、
「補足事項」欄（次頁）にフレキシブルタイム・コアタイムの就業時間帯を記入してください。

・３ 裁量労働制について
特に指定がなければ「就業時間１」に記入する必要はありませんが、「補足事項」欄（次頁）に詳細を記入してください。

例：「裁量労働制（○○業務型）により、出退社の時刻は自由であり、○時間勤務したものとみなす」

※「就業時間１」に記入する場合は、実態・目安であることを「補足事項」欄（次頁）に明示してください。

・４ 変形労働時間制について
特に指定がなければ「就業時間１」に記入する必要はありませんが、「補足事項」欄（次頁）に具体的に記入してください。

例：「変形労働制により始業は●時～●時、終業は●時～●時とし、シフト制で決定する」（一ヶ月単位の場合）

仕事内容

労働時間

【時間外労働の有無】
・時間外労働の有無を選択してください。
・時間外労働を行わせる場合には、過半数労働組合等との労働基準法第 条に基づく時間外及び休日労働に関する労使協定（３６協定）の締
結、労働基準監督署への届出が必要です。

・時間外労働【あり】の場合は、月平均残業時間数を記入して下さい。
・事業場外労働のみなし労働時間制の場合であって、所定労働時間を超えるみなし時間を設定している場合、その時間数を記入して下さい。

【３６協定における特別条項あり】
特別条項付きの３６協定を締結している場合は「あり」を選択し、「特別な事情・期間等」欄に特別な事情や延長時間などについて具体的

に記入してください。
例：「○○のとき（特別な事情）は、 日○時間まで、○回を限度として１ヶ月○時間まで、年に○時間できる」

【休日等】
「週休二日制」欄には、下記の該当する数字に○を記入してください。

１．毎週 完全週休二日制を実施している場合
２．その他 それ以外の形態で週休二日制を実施している場合
３．なし 週休二日制を実施していない場合

年末年始休暇や夏季休暇など特別休暇がある場合は、「その他」欄に記入してください。

保険・年金・定年等

【企業年金】
事業所登録の内容と異なる場合は、下記のいずれかを記入してください。
１．厚生年金基金
２．確定拠出年金
３．確定給付年金

【入居可能住宅】
入居可能な住宅がある場合に該当する項目「単身用あり」「世帯用あり」、入居可能な住宅がない場合は「なし」を選択してください。なお、
利用条件や宿舎費用などの詳細、空きが出れば利用可能な住宅がある場合等は「求人条件にかかる特記事項」欄（次頁）に記入してください。

円

円

1 円 3

2 円 4

日 日

円 ％

1 回 賞与月数： ヶ月分 賞与額： 円 ～ 円

2 回 賞与額： 円 ～ 円

1 9 時 0 分 ～ 時 0 分

2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

0 日

10 日

　　

２．労災保険 ３．公務災害補償 ４．健康保険 ５．厚生年金 ６．財形
　　　　）

企業年金 □ 厚生年金基金　□ 確定拠出年金　□ 確定給付年金

退職金共済 １．加入　　　　２．未加入

入居可能住宅 １．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし

保険・
年金・
定年
等

事業所登
録情報と
条件が異
なる場合
のみ記入

加入保険等

１．雇用保険
７．その他（

２．なし

勤務延長
１．あり

上限年齢
１．あり

上限年齢：

歳
２．なし ２．なし

再雇用制度
１．あり

上限年齢
１．あり

上限年齢： 70   歳まで
２．なし

歳まで　
２．なし ２．なし

１．あり
勤続年数 １．不問　　２．必要（　　　　　３　　　）年以上

２．なし

定年制
１．あり

一律定年制
１．あり

定年年齢： 65

退職金制度

週休二日制 １．毎週　　２．なし　　３．その他　　

その他：

　年末年始（12/29～1/3）、夏期休暇(7～9月に3日間)、誕生日休暇（年１回）、その他特別休暇あり（慶弔・結
婚・育児参加など）

休憩
時間

60 分
年間

休日数
127 日

時間外
労働

(全角60文

字以内）

１．あり 月平均時間外労働時間： 10 時間 　□ ３６協定における特別条項あり

２．なし 　特別な事情・期間等：労働
時間

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：
１．交替制（シフト制）　２．フレックスタイム制　３．裁量労働制
４．変形労働時間制（1ヶ月単位・1年単位・1週間単位非定型的）

就業
時間

18

年次有給
休暇

入社時の年次有給休暇日数

6ヶ月経過後の年次有給休暇日数

休日等
(全角100文

字以内）

休日 □ 月　　□ 火　　□ 水　　□ 木　　□ 金　　☑ 土　　☑ 日　　☑ 祝　　☑ その他

賞与

新規学卒者の賞与制度の有無

１．制度あり ※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 回数

２．制度なし 回数 賞与月数：　　 4.5ヶ月分 又は

2.0 又は

一般労働者の賞与制度の有無

１．制度あり ※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

昇給
１．制度あり 　※新規学卒者の前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 金額： 2,500 又は 昇給率：

手当 円

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月 25

２．固定（月末） ２．固定（月末）      当月・翌月

３．その他 ３．その他
賃金・
手当

a＋b

（固定残業代がある場合はa＋b＋c）

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

211,000

２．実費支給（上限なし）

３．一定額 50,000
４．なし

特別に支

払われる

手当

（手当名は

全角6文字

以内）

資格 手当 10,000 手当 円

皆勤 手当 5,000

－ 12 －



（３／４）

【求人数】
求人者が入居可能住宅を用意しない場合には「通勤」、用意した住宅に入居することを条件とするときは「住込」、雇い入れる労働者の希望
があれば用意するときは「不問」に記入してください。

選考方法

【既卒者等の応募可否・入社日】
高校既卒者の応募の可否を選択してください。
応募可の場合、「既卒者等の入社日」欄に入社日の詳細を記入してください。

【応募前職場見学】
・生徒に応募先選定・確認の機会をできる限り与えるため、積極的な受入れをお願いいたします。
「応募前職場見学」の可否について、「可」を選択した場合には、「随時」又は「補足事項欄参照」を選択し、「補足事項欄参照」を選択し
た場合には「補足事項」欄に詳細を記入してください。

なお、応募前職場見学は、生徒が事前に職業や職場への理解を深め、適切な職業選択や、事前の理解不足に
よる就職後の早期離職の防止を目的として行っていただくものです。このことをご理解いただき、応募前職
場見学が求人者の採用選考の場とならないよう十分にご注意ください。

【選考方法】
選考方法において、その他に選択した場合は、詳細を「その他の選考方法」欄に記入してください。
また、適性検査の具体的な検査名も、「その他の選考方法」欄に記入してください。
※面接や選考試験を複数回実施する場合は、選考の流れを「補足事項」欄に記入してください。

【受付期間】【選考日】
高校生の推薦開始期日は、推薦文書の到達が９月５日（沖縄県については８月 日）以降となっています。
また、選考開始期日は９月 日以降となっています。ご注意ください。

【補足事項】【求人条件にかかる特記事項】
各欄に書ききれなかった内容や応募上の注意事項などを記入してください。
また、新規学卒者の入社日について、４月 日が一般的ですが、異なる場合は、「補足事項」欄に記入してください。
なお、ハローワークが情報を追加する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お申し込みいただいた求人について、
法令に違反する内容が含まれているもの、必要な労働条件が明示さ
れていないものは、ハローワークで受理することができません！

ごご注注意意下下ささいい！！

★★求求人人票票にに記記さされれたた労労働働条条件件はは、、そそののまままま採採用用後後のの労労働働条条件件ととななるるここととがが期期
待待さされれてていいまますす。。求求人人票票にに記記載載ししたた条条件件をを遵遵守守ししててくくだだささいい。。

★★ややむむをを得得ずず、、条条件件をを変変更更ししななけけれればばななららなないい場場合合はは、、求求職職者者がが労労働働契契約約をを
締締結結すするるかかどどううかか考考ええるる時時間間がが確確保保さされれるるよようう、、求求職職者者にに対対しし、、可可能能なな限限りり速速
ややかかにに変変更更内内容容をを明明示示ししななけけれればばななりりまませせんん。。
ままたた、、ハハロローーワワーーククににももごご連連絡絡くくだだささいい。。

★★求求職職者者かからら変変更更すするる理理由由ななどどににつついいてて質質問問さされれたた場場合合ににはは、、適適切切にに説説明明しし
ててくくだだささいい。。

人 人 0 人

9 月 5 日 ～ 9 月 11 日

１．可　　２．不可 １．可　　２．否

6 年 10 月 1 日 以降

10 日以内）

月 日 9 月 16 日 以降随時

- -

- -

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）

指定校推薦

※学校名及び推薦人員数を記入

1

都道府県：

都道府県：

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

・特別に支払われる手当について
　資格手当：当社の定める資格を保有している場合
　皆勤手当：欠勤がなかった場合
・選考旅費は上限50,000まで

紹介希望安定所

都道府県： ○○ △△ 1

都道府県： ○○ △△

都道府県：

・試用期間3ヶ月

補足事項
(全角300文字以内）

・試用期間3ヶ月
・転勤の範囲：○○支社、△△支社
・応募前職場見学については、7月20日以降実施予定です。
・応募前職場見学への参加の有無によって採否を決定するものではありません。

担当者

課係名、役職名 人事総務課　リーダー

担当者 厚労　安子

担当者（カタカナ） コウロウ　ヤスコ

電話番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

応募前職場見学 複数応募
□随時 又は☑補足事項欄参照

選考方法

☑ 面接　☑ 適性検査　□ その他　 選考旅費

0 不問：

受付期間 １．期間　　２．開始日のみ指定

既卒者等の入社日
１．日にちを指定　　２．随時　　３．応募者の相談に応じる 　４．応募　不可

　年　　　　　　　月　　　　　　日

１．あり　２．なし

その他の選考方法（　○○テスト、△△△試験　　　　　　　　　　　　　　                                                        　）

学科試験 ☑ 一般常識 □ 国語 □ 数学 □ 英語 □ 社会 □ 理科 □ 作文☑ その他

選考
方法

求人数 通勤： 1 住込：

選考日

選考場所
(全角90文字以内）

☑ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

赴任旅費の有無 １．あり　２．なし

選考結果通知 (面接選考結果通知：　面接後：

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

－ 13 －



（３／４）

【求人数】
求人者が入居可能住宅を用意しない場合には「通勤」、用意した住宅に入居することを条件とするときは「住込」、雇い入れる労働者の希望
があれば用意するときは「不問」に記入してください。

選考方法

【既卒者等の応募可否・入社日】
高校既卒者の応募の可否を選択してください。
応募可の場合、「既卒者等の入社日」欄に入社日の詳細を記入してください。

【応募前職場見学】
・生徒に応募先選定・確認の機会をできる限り与えるため、積極的な受入れをお願いいたします。
「応募前職場見学」の可否について、「可」を選択した場合には、「随時」又は「補足事項欄参照」を選択し、「補足事項欄参照」を選択し
た場合には「補足事項」欄に詳細を記入してください。

なお、応募前職場見学は、生徒が事前に職業や職場への理解を深め、適切な職業選択や、事前の理解不足に
よる就職後の早期離職の防止を目的として行っていただくものです。このことをご理解いただき、応募前職
場見学が求人者の採用選考の場とならないよう十分にご注意ください。

【選考方法】
選考方法において、その他に選択した場合は、詳細を「その他の選考方法」欄に記入してください。
また、適性検査の具体的な検査名も、「その他の選考方法」欄に記入してください。
※面接や選考試験を複数回実施する場合は、選考の流れを「補足事項」欄に記入してください。

【受付期間】【選考日】
高校生の推薦開始期日は、推薦文書の到達が９月５日（沖縄県については８月 日）以降となっています。
また、選考開始期日は９月 日以降となっています。ご注意ください。

【補足事項】【求人条件にかかる特記事項】
各欄に書ききれなかった内容や応募上の注意事項などを記入してください。
また、新規学卒者の入社日について、４月 日が一般的ですが、異なる場合は、「補足事項」欄に記入してください。
なお、ハローワークが情報を追加する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お申し込みいただいた求人について、
法令に違反する内容が含まれているもの、必要な労働条件が明示さ
れていないものは、ハローワークで受理することができません！

ごご注注意意下下ささいい！！

★★求求人人票票にに記記さされれたた労労働働条条件件はは、、そそののまままま採採用用後後のの労労働働条条件件ととななるるここととがが期期
待待さされれてていいまますす。。求求人人票票にに記記載載ししたた条条件件をを遵遵守守ししててくくだだささいい。。

★★ややむむをを得得ずず、、条条件件をを変変更更ししななけけれればばななららなないい場場合合はは、、求求職職者者がが労労働働契契約約をを
締締結結すするるかかどどううかか考考ええるる時時間間がが確確保保さされれるるよようう、、求求職職者者にに対対しし、、可可能能なな限限りり速速
ややかかにに変変更更内内容容をを明明示示ししななけけれればばななりりまませせんん。。
ままたた、、ハハロローーワワーーククににももごご連連絡絡くくだだささいい。。

★★求求職職者者かからら変変更更すするる理理由由ななどどににつついいてて質質問問さされれたた場場合合ににはは、、適適切切にに説説明明しし
ててくくだだささいい。。

人 人 0 人

9 月 5 日 ～ 9 月 11 日

１．可　　２．不可 １．可　　２．否

6 年 10 月 1 日 以降

10 日以内）

月 日 9 月 16 日 以降随時

- -

- -

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）

指定校推薦

※学校名及び推薦人員数を記入

1

都道府県：

都道府県：

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

・特別に支払われる手当について
　資格手当：当社の定める資格を保有している場合
　皆勤手当：欠勤がなかった場合
・選考旅費は上限50,000まで

紹介希望安定所

都道府県： ○○ △△ 1

都道府県： ○○ △△

都道府県：

・試用期間3ヶ月

補足事項
(全角300文字以内）

・試用期間3ヶ月
・転勤の範囲：○○支社、△△支社
・応募前職場見学については、7月20日以降実施予定です。
・応募前職場見学への参加の有無によって採否を決定するものではありません。

担当者

課係名、役職名 人事総務課　リーダー

担当者 厚労　安子

担当者（カタカナ） コウロウ　ヤスコ

電話番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

応募前職場見学 複数応募
□随時 又は☑補足事項欄参照

選考方法

☑ 面接　☑ 適性検査　□ その他　 選考旅費

0 不問：

受付期間 １．期間　　２．開始日のみ指定

既卒者等の入社日
１．日にちを指定　　２．随時　　３．応募者の相談に応じる 　４．応募　不可

　年　　　　　　　月　　　　　　日

１．あり　２．なし

その他の選考方法（　○○テスト、△△△試験　　　　　　　　　　　　　　                                                        　）

学科試験 ☑ 一般常識 □ 国語 □ 数学 □ 英語 □ 社会 □ 理科 □ 作文☑ その他

選考
方法

求人数 通勤： 1 住込：

選考日

選考場所
(全角90文字以内）

☑ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

赴任旅費の有無 １．あり　２．なし

選考結果通知 (面接選考結果通知：　面接後：

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

－ 14 －



人 男性 人

　　　前事業年度の出産者数： 女性 人 男性の配偶者 人

人 男性 人

　　　前事業年度の出産者数： 女性 人 男性の配偶者 人

※　グループ会社等別法人の情報は含めません。

日

（３）前事業年度の育児休業取得者数：

（４）キャリアコンサルティング制度の有無 (全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（５）社内検定等の制度の有無(全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

区分毎の職場へ
の定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数： 日

（３）前事業年度の育児休業取得者数： 女性

％

区分毎の情報 区分の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※求人を行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学歴別

（大卒／高卒）、事業所別、職種別など。企業の任意の区分で

可。

区分毎の募集
・採用に関する

情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年

企業全体※の職場

への
定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数：

青少
年雇
用情
報

企業全体※の募

集・
採用に関する

情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

女性

（４）女性の役員割合： ％ 女性の管理職割合：

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年 従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

企業全体※の職業

能力
の開発及び

向上に関する
取組の実施状況

（１）研修の有無 (全角63文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（２）自己啓発支援の有無 (全角60文字以内）

       １．あり
　　　２．なし

（３）メンター制度の有無 １．あり　２．なし

青少年雇用情報欄
※青少年雇用情報は、可能な限り全ての項目を記入していただくようお願いいたします※
・全ての項目を記入することが難しい場合でも、情報提供の義務にとどまらない積極的な情報提供をお願いします。
（情報提供の義務：「企業全体の募集・採用に関する情報」、「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況」、
「企業全体の職場への定着の促進に関する取組の実施状況」の欄において、それぞれで１項目以上）
・数値を算出して記入する項目については、小数点第２位を切り捨て、小数点第１位まで記入してください。
・「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況」については、制度として就業規則や労働協約に規定されていなくても、継続
的に実施しており、かつそのことが従業員に周知されていれば「あり」と記入してください。

【新卒者等の採用者数 離職者数】
・新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠で採用した既卒者など、新卒者と同等の処遇を行うものを含みます。直近で終了している事業年度を含む
３年度間についての状況を記入してください。
・離職者数は、各年度の採用者数のうち、３年度間における離職者数を記入してください。

【平均継続勤務年数】
労働者ごとの雇い入れられてから記入日の時点までに勤続した年数を合計した値を、労働者数で割って算出します。

【従業員の平均年数】（参考値）
若者雇用促進法に基づく青少年雇用情報の項目ではありませんが、参考値として、記入日時点での平均年齢も可能な限り記入してください。
平均勤続勤務年数及び平均年齢は、事業年度末時点、事業年度当初等、求人申込書記入日直近の数値としても構いません。

【研修の有無及びその内容】
具体的な対象者、内容を示してください。全ての研修の内容を書き切れない場合は、主な研修の内容のみ記入してください。

【自己啓発支援の有無及びその内容】
・教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度がある場合は、その情報を含めて記入してください。

他には、配置等についての配慮、始終業時刻の変更、資格取得の費用補助等もこの欄に記入してください。

【メンター制度の有無】
メンター制度とは、新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言

その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度のことです。

【キャリアコンサルティング（※１）制度の有無及びその内容】
セルフ・キャリアドック（※2）を実施している場合は、その情報を含めて記入してください。

キャリアコンサルティングを実施する者が企業に雇用されているかどうか、また資格の有無は問いませんが、企業内の仕組みとしてキャリア
コンサルティングが実施されていることが必要です。
※１ キャリアコンサルティング

労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発や向上に関する相談に応じ、助言や指導を行う。
※２ セルフ・キャリアドック

労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知識・能力等を確認することを通じて主体的なキャリア形成を行うことを支援するため、年齢、
就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み。

【前事業年度の月平均所定外労働時間・有給休暇の平均取得日数】
算出方法は左記をご覧ください。

【役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合】
求人区分に関わらず、企業全体に雇用される全ての労働者に関する情報としてください。

※「管理的地位にある者」とは、原則としていわゆる課長級以上が該当します。

【前事業年度の育児休業取得者数／出産者数】
・育児休業取得者数及び出産者数について、いずれも記載してください。
・男性については、配偶者の出産者数を記載してください。

【区分毎の情報】 （本求人に対する追加の情報提供）
・企業全体の情報のほか、求人申込みを行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学歴別（大卒／高卒）や事業所別、職種別などの情報に
ついても、追加情報として極力記入してください。
※追加の情報については、 貴社の任意の区分の情報で構いません。

【記載する情報についての留意事項】
・「企業（⇔区分毎）」の情報については、求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
・グループ会社等別法人の情報は含めません。
・海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。
・原則として、求人申込書の記入日時点の最新の状況について記載してください。

（４／４）

前事業年度の月平均所定外労働時間の算出方法
前事業年度の労働者毎の一月あたりの所定外労働時間の平均値を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある
者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の月平均所定外労働時間＝

労働者ごとの一月あたりの
所定外労働時間の平均値の合計

前事業年度の労働者数
※月平均所定外労働時間は以下の計算方法で算出しても差し支えありません。

前事業年度の月平均所定外労働時間＝
前事業年度の所定外労働時間の合計

各月１日に在籍している労働者の延べ人数

前事業年度の有給休暇の平均取得日数の算出方法
労働者ごとの年次有給休暇の取得日数を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある者、有給休暇が付与され
ていない者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の有給休暇の平均取得日数＝

前事業年度の労働者ごとの
年次有給休暇の取得日数の合計

前事業年度の労働者数

情報の範囲
求人区分に応じて、企業全体の正社員又は正社員以外※の情報を提供してください。
※ 正社員以外の情報は、 期間雇用者やパート、短時間労働者等、いわゆる正社員以外の直接雇用の労働者全てに関する情報としてく

ださい。

【社内検定等の制度の有無及びその内容】
労働者に対し、企業が実施する職業に必要な知識・技能に関する検定制度の有無、内容を記入してください。自ら実施する社内検定のほか、

業界団体が実施する検定を活用する場合も含みます。
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人 男性 人

　　　前事業年度の出産者数： 女性 人 男性の配偶者 人

人 男性 人

　　　前事業年度の出産者数： 女性 人 男性の配偶者 人

※　グループ会社等別法人の情報は含めません。

日

（３）前事業年度の育児休業取得者数：

（４）キャリアコンサルティング制度の有無 (全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（５）社内検定等の制度の有無(全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

区分毎の職場へ
の定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数： 日

（３）前事業年度の育児休業取得者数： 女性

％

区分毎の情報 区分の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※求人を行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学歴別

（大卒／高卒）、事業所別、職種別など。企業の任意の区分で

可。

区分毎の募集
・採用に関する

情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年

企業全体※の職場

への
定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数：

青少
年雇
用情
報

企業全体※の募

集・
採用に関する

情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

女性

（４）女性の役員割合： ％ 女性の管理職割合：

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年 従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

企業全体※の職業

能力
の開発及び

向上に関する
取組の実施状況

（１）研修の有無 (全角63文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（２）自己啓発支援の有無 (全角60文字以内）

       １．あり
　　　２．なし

（３）メンター制度の有無 １．あり　２．なし

青少年雇用情報欄
※青少年雇用情報は、可能な限り全ての項目を記入していただくようお願いいたします※
・全ての項目を記入することが難しい場合でも、情報提供の義務にとどまらない積極的な情報提供をお願いします。
（情報提供の義務：「企業全体の募集・採用に関する情報」、「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況」、
「企業全体の職場への定着の促進に関する取組の実施状況」の欄において、それぞれで１項目以上）
・数値を算出して記入する項目については、小数点第２位を切り捨て、小数点第１位まで記入してください。
・「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況」については、制度として就業規則や労働協約に規定されていなくても、継続
的に実施しており、かつそのことが従業員に周知されていれば「あり」と記入してください。

【新卒者等の採用者数 離職者数】
・新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠で採用した既卒者など、新卒者と同等の処遇を行うものを含みます。直近で終了している事業年度を含む
３年度間についての状況を記入してください。
・離職者数は、各年度の採用者数のうち、３年度間における離職者数を記入してください。

【平均継続勤務年数】
労働者ごとの雇い入れられてから記入日の時点までに勤続した年数を合計した値を、労働者数で割って算出します。

【従業員の平均年数】（参考値）
若者雇用促進法に基づく青少年雇用情報の項目ではありませんが、参考値として、記入日時点での平均年齢も可能な限り記入してください。
平均勤続勤務年数及び平均年齢は、事業年度末時点、事業年度当初等、求人申込書記入日直近の数値としても構いません。

【研修の有無及びその内容】
具体的な対象者、内容を示してください。全ての研修の内容を書き切れない場合は、主な研修の内容のみ記入してください。

【自己啓発支援の有無及びその内容】
・教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度がある場合は、その情報を含めて記入してください。

他には、配置等についての配慮、始終業時刻の変更、資格取得の費用補助等もこの欄に記入してください。

【メンター制度の有無】
メンター制度とは、新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言

その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度のことです。

【キャリアコンサルティング（※１）制度の有無及びその内容】
セルフ・キャリアドック（※2）を実施している場合は、その情報を含めて記入してください。

キャリアコンサルティングを実施する者が企業に雇用されているかどうか、また資格の有無は問いませんが、企業内の仕組みとしてキャリア
コンサルティングが実施されていることが必要です。
※１ キャリアコンサルティング

労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発や向上に関する相談に応じ、助言や指導を行う。
※２ セルフ・キャリアドック

労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知識・能力等を確認することを通じて主体的なキャリア形成を行うことを支援するため、年齢、
就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み。

【前事業年度の月平均所定外労働時間・有給休暇の平均取得日数】
算出方法は左記をご覧ください。

【役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合】
求人区分に関わらず、企業全体に雇用される全ての労働者に関する情報としてください。

※「管理的地位にある者」とは、原則としていわゆる課長級以上が該当します。

【前事業年度の育児休業取得者数／出産者数】
・育児休業取得者数及び出産者数について、いずれも記載してください。
・男性については、配偶者の出産者数を記載してください。

【区分毎の情報】 （本求人に対する追加の情報提供）
・企業全体の情報のほか、求人申込みを行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学歴別（大卒／高卒）や事業所別、職種別などの情報に
ついても、追加情報として極力記入してください。
※追加の情報については、 貴社の任意の区分の情報で構いません。

【記載する情報についての留意事項】
・「企業（⇔区分毎）」の情報については、求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
・グループ会社等別法人の情報は含めません。
・海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。
・原則として、求人申込書の記入日時点の最新の状況について記載してください。

（４／４）

前事業年度の月平均所定外労働時間の算出方法
前事業年度の労働者毎の一月あたりの所定外労働時間の平均値を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある
者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の月平均所定外労働時間＝

労働者ごとの一月あたりの
所定外労働時間の平均値の合計

前事業年度の労働者数
※月平均所定外労働時間は以下の計算方法で算出しても差し支えありません。

前事業年度の月平均所定外労働時間＝
前事業年度の所定外労働時間の合計

各月１日に在籍している労働者の延べ人数

前事業年度の有給休暇の平均取得日数の算出方法
労働者ごとの年次有給休暇の取得日数を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある者、有給休暇が付与され
ていない者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の有給休暇の平均取得日数＝

前事業年度の労働者ごとの
年次有給休暇の取得日数の合計

前事業年度の労働者数

情報の範囲
求人区分に応じて、企業全体の正社員又は正社員以外※の情報を提供してください。
※ 正社員以外の情報は、 期間雇用者やパート、短時間労働者等、いわゆる正社員以外の直接雇用の労働者全てに関する情報としてく

ださい。

【社内検定等の制度の有無及びその内容】
労働者に対し、企業が実施する職業に必要な知識・技能に関する検定制度の有無、内容を記入してください。自ら実施する社内検定のほか、

業界団体が実施する検定を活用する場合も含みます。
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受付年月日 令和 ○年 ○月 ○日
受付安定所 ○○公共職業安定所

令令和和5年年度度 令令和和4年年度度 令令和和3年年度度令令和和5年年度度令令和和4年年度度 令令和和3年年度度

162,000 208,000

令令和和 ６６ 年年 ７７ 月月 １１ 日日

0000-000000-00000-000000-0

可可
（（令令和和6年年10月月1日日以以降降））

令令和和 ６６ 年年 ７７ 月月 １１ 日日
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受付年月日 令和 ○年 ○月 ○日
受付安定所 ○○公共職業安定所

令令和和5年年度度 令令和和4年年度度 令令和和3年年度度令令和和5年年度度令令和和4年年度度 令令和和3年年度度

162,000 208,000

令令和和 ６６ 年年 ７７ 月月 １１ 日日

0000-000000-00000-000000-0

可可
（（令令和和6年年10月月1日日以以降降））

令令和和 ６６ 年年 ７７ 月月 １１ 日日
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・求職者に対して、従事すべき業務内容、賃金、労働時間、
その他の労働条件を明示することが、職業安定法第 条の３
により義務付けられています。労働条件などの明示は、労働
者が職場に適応してその能力を有効に発揮するためにも、就
職後のトラブルを避ける上からも重要です。

・労働条件は、そのまま採用後の労働条件になることが期待
されています。求職者から誤解を生じにくいかたちで、正確
かつわかりやすく記載してください。やむを得ず求人内容を
変更する場合は、ハローワークへの申出や求人者マイページ
から速やかに修正し、常に最新の内容にしてください。

・ハローワークの窓口では、わかりやすい記載方法のアドバ
イスを行っています。お気軽にご相談ください。

・また、労働条件を正確に伝えることに加えて、平均勤続年
数や研修の有無および内容といった職場情報を新卒者等に提
供することが「若者雇用促進法」によって求められています。

・応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力に基づいた基準
により、公正な採用選考を行ってください。

求人事業主の皆さまへ

（事業主の方へ）

求人申込書（大卒等）の
書き方のポイント

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
首
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あらかじめ事業所の住所を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。（１／６）

【区分】
応募可能な学校種別に○をしてください。

【オンライン提供を不可とする機関】
ハローワークにお申し込みいただいた求人は、原則として、職業紹介事業を行う地方自治体・地方版ハローワークや民

間人材ビジネスにオンラインで提供されます（公開範囲にかかわらず事業所名等を含めた求人情報を提供）。オンライン
提供を希望しない場合は、不可とする機関を選択してください。

【オンライン自主応募受付の可否】
求職者がマイページを通じて行う直接応募（オンライン自主応募）の受付可否を選択してください。（詳細は６頁参照）
また、「補足事項」欄（４頁）に応募書類の受付方法を必ず記載してください。

【公開希望】
ハローワークインターネットサービスでの求人情報や事業所名の公開について、該当するものに○を記入してください。
なお、ハローワークインターネットサービスは、民間の人材ビジネス企業のサイトなどに求人情報の転載を認めている

ため、公開すると事業所に対して各種の問い合わせがくる場合があります。あらかじめご了承ください。

求人区分

【仕事の内容】
・学生が最も重要視する項目の一つです。詳しく説明することで、求職者の方の疑問やとまどいを解消し、応募者が増える
ことにつながります。応募者の目線に立って詳細かつ分かりやすい内容で記入して下さい。
・将来の配置転換など今後の見込みも含めた、従事すべき業務の変更範囲を明示してください。

【就業形態・雇用形態】
・該当する数字に○を記入してください。
・雇用形態の「２．正社員以外」を選んだ場合は、「正社員以外の名称」に準社員、期間社員などの具体的な名称を記入
してください。

【雇用期間】
定めありの場合は期間を明示してください。

仕事内容

【契約更新の可能性の有無】
・「雇用期間」欄で「あり」と回答した場合に記入してください。
・契約更新の可能性「あり」の場合には、「原則更新」か「条件付きで更新あり」のいずれかを選択し、更新の際の具体
的な更新条件、通算契約期間または更新回数の上限（設けている場合）などについて「補足事項」欄（４頁）に詳しく記
入してください。

【試用期間】
試用期間がある場合はその期間を「補足事項」欄（４頁）に記入するとともに、期間中の条件について、変更がある場

合はその内容も記載してください。

【就業場所】
本社で採用事務を一括処理する等により、求人申込み時にその就業場所が特定できない場合は、就業可能性のある工

場・支店等を記入し、 「補足事項」欄（４頁）に就業場所決定の方法・時期等を記入してください。

【受動喫煙対策】
・受動喫煙対策の有無を選択してください。
なお、「その他」を選択した場合は、「受動喫煙対策に関する特記事項」欄に記入してください。

・「受動喫煙対策」で「喫煙室設置」を選択した場合は、「喫煙のみを行う室がある」、「喫煙できる室（飲食サービス
提供あり）がある」、「加熱式たばこのみの喫煙ができる室がある」等を「受動喫煙対策に関する特記事項」欄に記入し
てください。

「マイカー通勤」
「可」の場合は駐車場の有無や有料か無料等の情報を「求人条件にかかる特記事項」欄（４頁）に記入してください。

【転勤の可能性】
転勤の可能性がある場合は、「あり」を選択するとともに、 「補足事項」欄（４頁）に転勤範囲を明示してください。

年 月 日

 1．オンライン自主応募を受け付ける

 ２．オンライン自主応募を受け付けない

　　 　

☑

普通自動車免許（AT限定可）

１．可　　２．不可

卒業後概ね（　　３  　）年以内

必要な免許・資格
詳細：(全角90文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な免許・資格の詳細：

既卒者・中退者の
応募可否

既卒応募： １．可　　２．不可 中退者応募：

転勤の可能性 １．あり　２．なし

履修科目
詳細：(全角90文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

履修科目の詳細：

理工学部（電子関係）

従業員数：就業場所（　　　　　105 　人）  うち女性（　　   42　人）  うちパート（　　　 　 6 　人）

受動喫煙対策

１．あり（　受動喫煙対策の内容：　屋内禁煙　・　喫煙室設置　）　２．なし（喫煙可）　３．その他

受動喫煙対策に関する特記事項：

　　　　　　　　　　喫煙できる部屋がある

マイカー通勤
（全角18文字以内）

　１．可
　２．不可

特記事項 駐車場あり（有料）月額3千円

試用期間
１．あり　　２．なし

試用期間中の労働条件： 同条件　　　　　・　　　　　異なる

　

　   　 　就業場所
     (所在地・名称等)

所在地(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

受動喫煙対策に関する

特記事項（全角60文字以内）

　☑ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

〒　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　○○線△△        　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　 10　分）

雇用期間

１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

オンライン自主応募に関する注意文（別紙）を確認し、
内容に同意します。 ４．求人情報を公開しない

仕事
内容

職種：(全角40文字以内）

　　　　　　営業（自動車用の電子部品）
仕事の内容：(全角300文字以内）
自社で製造している電子部品（主に自動車用部品）の法人向け営業

・受注計画に基づき新製品開発に合わせた製品の提案・見積り　・受注から納品までのフォロー・代金回収等

※顧客は主に国内の自動車メーカー（関東・東海地域）です。　※既存顧客へのルート営業が中心です。

※目標はありますが、ノルマはありません。　※入社後は、集合研修・現場OJTにより必要な知識・スキルが学べます。　※変更範囲：なし

就業

形態

１．派遣・請負ではない　　２．派遣

３．紹介予定派遣　　４．請負

雇用

形態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．専修学校　　６．能開校　　　　　　※１つ以上選択 □ 地方自治体（地方版ハローワーク）

求人の対象年度 　（　　　　　　　）年３月卒業の求人

オンライン
自主応募
の受付

公
開
希
望

 １．事業所名等を含む求人情報を公開

 ２．ハローワークの求職者に限定し、事業所名等を含む求人情報を公開 （ハローワーク紹介に限る）

 ３．事業所名等を含まない求人情報を公開

求求人人申申込込書書（（大大卒卒等等）） 受付年月日 《令和》

求人
区分

事業所名：

霞ヶ関電子工業　株式会社
事業所番号：
１３０７－９４０６２１－１

区
分

１．大学院　　２．大学　　３．短大　　４．高専 オンライン提供を
不可とする機関

□ 民間人材ビジネス
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あらかじめ事業所の住所を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。（１／６）

【区分】
応募可能な学校種別に○をしてください。

【オンライン提供を不可とする機関】
ハローワークにお申し込みいただいた求人は、原則として、職業紹介事業を行う地方自治体・地方版ハローワークや民

間人材ビジネスにオンラインで提供されます（公開範囲にかかわらず事業所名等を含めた求人情報を提供）。オンライン
提供を希望しない場合は、不可とする機関を選択してください。

【オンライン自主応募受付の可否】
求職者がマイページを通じて行う直接応募（オンライン自主応募）の受付可否を選択してください。（詳細は６頁参照）
また、「補足事項」欄（４頁）に応募書類の受付方法を必ず記載してください。

【公開希望】
ハローワークインターネットサービスでの求人情報や事業所名の公開について、該当するものに○を記入してください。
なお、ハローワークインターネットサービスは、民間の人材ビジネス企業のサイトなどに求人情報の転載を認めている

ため、公開すると事業所に対して各種の問い合わせがくる場合があります。あらかじめご了承ください。

求人区分

【仕事の内容】
・学生が最も重要視する項目の一つです。詳しく説明することで、求職者の方の疑問やとまどいを解消し、応募者が増える
ことにつながります。応募者の目線に立って詳細かつ分かりやすい内容で記入して下さい。
・将来の配置転換など今後の見込みも含めた、従事すべき業務の変更範囲を明示してください。

【就業形態・雇用形態】
・該当する数字に○を記入してください。
・雇用形態の「２．正社員以外」を選んだ場合は、「正社員以外の名称」に準社員、期間社員などの具体的な名称を記入
してください。

【雇用期間】
定めありの場合は期間を明示してください。

仕事内容

【契約更新の可能性の有無】
・「雇用期間」欄で「あり」と回答した場合に記入してください。
・契約更新の可能性「あり」の場合には、「原則更新」か「条件付きで更新あり」のいずれかを選択し、更新の際の具体
的な更新条件、通算契約期間または更新回数の上限（設けている場合）などについて「補足事項」欄（４頁）に詳しく記
入してください。

【試用期間】
試用期間がある場合はその期間を「補足事項」欄（４頁）に記入するとともに、期間中の条件について、変更がある場

合はその内容も記載してください。

【就業場所】
本社で採用事務を一括処理する等により、求人申込み時にその就業場所が特定できない場合は、就業可能性のある工

場・支店等を記入し、 「補足事項」欄（４頁）に就業場所決定の方法・時期等を記入してください。

【受動喫煙対策】
・受動喫煙対策の有無を選択してください。
なお、「その他」を選択した場合は、「受動喫煙対策に関する特記事項」欄に記入してください。

・「受動喫煙対策」で「喫煙室設置」を選択した場合は、「喫煙のみを行う室がある」、「喫煙できる室（飲食サービス
提供あり）がある」、「加熱式たばこのみの喫煙ができる室がある」等を「受動喫煙対策に関する特記事項」欄に記入し
てください。

「マイカー通勤」
「可」の場合は駐車場の有無や有料か無料等の情報を「求人条件にかかる特記事項」欄（４頁）に記入してください。

【転勤の可能性】
転勤の可能性がある場合は、「あり」を選択するとともに、 「補足事項」欄（４頁）に転勤範囲を明示してください。

年 月 日

 1．オンライン自主応募を受け付ける

 ２．オンライン自主応募を受け付けない

　　 　

☑

普通自動車免許（AT限定可）

１．可　　２．不可

卒業後概ね（　　３  　）年以内

必要な免許・資格
詳細：(全角90文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な免許・資格の詳細：

既卒者・中退者の
応募可否

既卒応募： １．可　　２．不可 中退者応募：

転勤の可能性 １．あり　２．なし

履修科目
詳細：(全角90文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

履修科目の詳細：

理工学部（電子関係）

従業員数：就業場所（　　　　　105 　人）  うち女性（　　   42　人）  うちパート（　　　 　 6 　人）

受動喫煙対策

１．あり（　受動喫煙対策の内容：　屋内禁煙　・　喫煙室設置　）　２．なし（喫煙可）　３．その他

受動喫煙対策に関する特記事項：

　　　　　　　　　　喫煙できる部屋がある

マイカー通勤
（全角18文字以内）

　１．可
　２．不可

特記事項 駐車場あり（有料）月額3千円

試用期間
１．あり　　２．なし

試用期間中の労働条件： 同条件　　　　　・　　　　　異なる

　

　   　 　就業場所
     (所在地・名称等)

所在地(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

受動喫煙対策に関する

特記事項（全角60文字以内）

　☑ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

〒　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　○○線△△        　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　 10　分）

雇用期間

１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

オンライン自主応募に関する注意文（別紙）を確認し、
内容に同意します。 ４．求人情報を公開しない

仕事
内容

職種：(全角40文字以内）

　　　　　　営業（自動車用の電子部品）
仕事の内容：(全角300文字以内）
自社で製造している電子部品（主に自動車用部品）の法人向け営業

・受注計画に基づき新製品開発に合わせた製品の提案・見積り　・受注から納品までのフォロー・代金回収等

※顧客は主に国内の自動車メーカー（関東・東海地域）です。　※既存顧客へのルート営業が中心です。

※目標はありますが、ノルマはありません。　※入社後は、集合研修・現場OJTにより必要な知識・スキルが学べます。　※変更範囲：なし

就業

形態

１．派遣・請負ではない　　２．派遣

３．紹介予定派遣　　４．請負

雇用

形態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．専修学校　　６．能開校　　　　　　※１つ以上選択 □ 地方自治体（地方版ハローワーク）

求人の対象年度 　（　　　　　　　）年３月卒業の求人

オンライン
自主応募
の受付

公
開
希
望

 １．事業所名等を含む求人情報を公開

 ２．ハローワークの求職者に限定し、事業所名等を含む求人情報を公開 （ハローワーク紹介に限る）

 ３．事業所名等を含まない求人情報を公開

求求人人申申込込書書（（大大卒卒等等）） 受付年月日 《令和》

求人
区分

事業所名：

霞ヶ関電子工業　株式会社
事業所番号：
１３０７－９４０６２１－１

区
分

１．大学院　　２．大学　　３．短大　　４．高専 オンライン提供を
不可とする機関

□ 民間人材ビジネス
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あらかじめ事業所の住所を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。（２／６）

賃金・手当

【賃金形態等】
該当する数字に○を記入してください。
・月給･･･月額を決めて支給
・日給･･･日額を決めて、勤務日数に応じて支給
・時給･･･時間額を決めて勤務時間数に応じて支給
・年俸制･･･年額を決めて、各月に配分して支給
・その他･･･具体的に明示してください。
※月給制において欠勤した場合に賃金控除がある場合は、「補足事項」欄（４頁）に具体的に記入してください。

【基本給】
・「基本給」欄には、初任給の額を記入してください（固定残業代や各種手当は含めないでください）。
・基本給は、月給制の場合にはその額を、月給制以外の場合には１日の所定労働時間、月平均労働日数等から算出した月
額を記入してください。

【固定残業代】
固定残業代がある場合は「あり」を選択し、額を記入します。
その上で、「固定残業代に関する特記事項」欄に「時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として
支給し、●時間を超える時間外労働は追加で支給」と記入してください。

【手当】
「定額的に支払われる手当」とは、毎賃金支払時に全員に決まって支給される賃金をいいます。
定額的に支払われる手当の他、家族手当、皆勤手当等、個人の状態・実績に応じて支払われる手当等がある場合は、
「求人条件にかかる特記事項」欄（４頁）にその内容を記入してください。

【昇給】
・新規学卒者で最初の１年間に昇給（採用された年度の翌年度の４月１日までの昇給を含む）する制度がある場合は「あ
り」を選択してください。

・前年度実績（採用された年度の翌年度の４月１日までの昇給を含む）がある場合は、ベースアップ込みの月あたりの額
又は月額に対する割合（％）を記入し、昇給しない場合は「なし」を選択してください。

【賞与】
・賞与を支給する制度の有無を選択します。
・新規学卒者の賞与制度の有無については、新規学卒者に対して初年度（採用された年度の３月 日まで）に賞与を支給
する制度がある場合、「あり」を選択し、前年度において新規学卒者で賞与の支給があった場合は、新規学卒者の前年
度支給実績の支給回数及び年間の支給合計月数又は支給合計額（新規学校卒業者の平均）を記入してください。

・一般労働者の賞与制度の有無については、新規学卒者に限らず一般労働者に賞与を支給する制度がある場合は、「あ
り」を選択し、前年度において賞与の支給があった場合は、前年度支給実績の支給回数及び年間の支給合計月数又は支
給合計額（一般労働者の平均）を記入してください。

　

円

1 円 3

2 円 5

3 円
　

円

　

円

1 円 4

2 円 5

3 円
　

円

1 4

2 5

3

1 4

2 5

3

1 4

2 5

3

1 4

2 5

3

円

日 日

円 ％

1 回 賞与月数： ヶ月分 賞与額： 円 ～ 円

2 回 賞与額： 円 ～ 円

１．制度あり ※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 回数 賞与月数：　　  4.0　ヶ月分 又は

回数 2.0 又は

一般労働者の賞与制度の有無

2,500 又は 昇給率：

賞与

新規学卒者の賞与制度の有無

１．制度あり ※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし

25
２．固定（月末） ２．固定（月末）      当月・翌月

３．その他 ３．その他

昇給
１．制度あり 　※新規学卒者の前年度実績《ベースアップ込み》がある場合は記入

２．制度なし 金額：

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月

固定残業代

に関する特

記事項：
(全角120文字

以内)

時間外手当は、時間外労働時間の有無に
かかわらず、固定残業代として支給し、10時
間を超える時間外労働は追加で支給。

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

２．実費支給（上限なし）

３．一定額 50,000

４．なし

手当 円 手当 円

手当 円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円 ２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

定額的に支

払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

手当 円 手当 円

円 手当 円

手当 円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円 ２．なし

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

定額的に支

払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

手当 円 手当 円

手当

円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円 ２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

定額的に支

払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

手当 円 手当 円

手当 円 手当 円

手当

２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

円

手当 円 手当 円

手当 円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円

賃金・
手当

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

定額的に支

払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

手当 円 手当

円

手当 固定残業代（ｃ） １．あり 25,000 ２．なし

定額的に支

払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

営業 手当 30,000 手当 円

手当 手当

２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 180,000

手当 固定残業代（ｃ） １．あり 26,000

手当 30,000 手当 円

手当 手当 円

賃金・
手当

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 190,000

定額的に支

払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

営業
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あらかじめ事業所の住所を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。（２／６）

賃金・手当

【賃金形態等】
該当する数字に○を記入してください。
・月給･･･月額を決めて支給
・日給･･･日額を決めて、勤務日数に応じて支給
・時給･･･時間額を決めて勤務時間数に応じて支給
・年俸制･･･年額を決めて、各月に配分して支給
・その他･･･具体的に明示してください。
※月給制において欠勤した場合に賃金控除がある場合は、「補足事項」欄（４頁）に具体的に記入してください。

【基本給】
・「基本給」欄には、初任給の額を記入してください（固定残業代や各種手当は含めないでください）。
・基本給は、月給制の場合にはその額を、月給制以外の場合には１日の所定労働時間、月平均労働日数等から算出した月
額を記入してください。

【固定残業代】
固定残業代がある場合は「あり」を選択し、額を記入します。
その上で、「固定残業代に関する特記事項」欄に「時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として
支給し、●時間を超える時間外労働は追加で支給」と記入してください。

【手当】
「定額的に支払われる手当」とは、毎賃金支払時に全員に決まって支給される賃金をいいます。
定額的に支払われる手当の他、家族手当、皆勤手当等、個人の状態・実績に応じて支払われる手当等がある場合は、
「求人条件にかかる特記事項」欄（４頁）にその内容を記入してください。

【昇給】
・新規学卒者で最初の１年間に昇給（採用された年度の翌年度の４月１日までの昇給を含む）する制度がある場合は「あ
り」を選択してください。

・前年度実績（採用された年度の翌年度の４月１日までの昇給を含む）がある場合は、ベースアップ込みの月あたりの額
又は月額に対する割合（％）を記入し、昇給しない場合は「なし」を選択してください。

【賞与】
・賞与を支給する制度の有無を選択します。
・新規学卒者の賞与制度の有無については、新規学卒者に対して初年度（採用された年度の３月 日まで）に賞与を支給
する制度がある場合、「あり」を選択し、前年度において新規学卒者で賞与の支給があった場合は、新規学卒者の前年
度支給実績の支給回数及び年間の支給合計月数又は支給合計額（新規学校卒業者の平均）を記入してください。

・一般労働者の賞与制度の有無については、新規学卒者に限らず一般労働者に賞与を支給する制度がある場合は、「あ
り」を選択し、前年度において賞与の支給があった場合は、前年度支給実績の支給回数及び年間の支給合計月数又は支
給合計額（一般労働者の平均）を記入してください。

　

円

1 円 3

2 円 5

3 円
　

円

　

円

1 円 4

2 円 5

3 円
　

円

1 4

2 5

3

1 4

2 5

3

1 4

2 5

3

1 4

2 5

3

円

日 日

円 ％

1 回 賞与月数： ヶ月分 賞与額： 円 ～ 円

2 回 賞与額： 円 ～ 円

１．制度あり ※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 回数 賞与月数：　　  4.0　ヶ月分 又は

回数 2.0 又は

一般労働者の賞与制度の有無

2,500 又は 昇給率：

賞与

新規学卒者の賞与制度の有無

１．制度あり ※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし

25
２．固定（月末） ２．固定（月末）      当月・翌月

３．その他 ３．その他

昇給
１．制度あり 　※新規学卒者の前年度実績《ベースアップ込み》がある場合は記入

２．制度なし 金額：

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月

固定残業代

に関する特

記事項：
(全角120文字

以内)

時間外手当は、時間外労働時間の有無に
かかわらず、固定残業代として支給し、10時
間を超える時間外労働は追加で支給。

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

２．実費支給（上限なし）

３．一定額 50,000

４．なし

手当 円 手当 円

手当 円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円 ２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

定額的に支

払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

手当 円 手当 円

円 手当 円

手当 円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円 ２．なし

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

定額的に支

払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

手当 円 手当 円

手当

円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円 ２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

定額的に支

払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

手当 円 手当 円

手当 円 手当 円

手当

２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

円

手当 円 手当 円

手当 円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円

賃金・
手当

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

定額的に支

払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

手当 円 手当

円

手当 固定残業代（ｃ） １．あり 25,000 ２．なし

定額的に支

払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

営業 手当 30,000 手当 円

手当 手当

２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 180,000

手当 固定残業代（ｃ） １．あり 26,000

手当 30,000 手当 円

手当 手当 円

賃金・
手当

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 190,000

定額的に支

払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

営業
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あらかじめ事業所の住所を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。（３／６）

労働時間

【就業時間】
※法定労働時間にご注意ください。必要に応じて就業規則や各種届出の内容を確認させていただく場合があります。

・１ 交替制（シフト制）について
交代制により就業時間が異なる場合に選択し、「就業時間１」～「就業時間３」にそれぞれの就業時間帯を入力してください。
一定期間（ 週間や ヶ月など）ごとに作成される勤務割りなどにおいて労働時間が確定されるような場合は、「補足事項」欄（４頁）
にシフト作成・変更の手続き・ルール、労働日、労働時間などの設定に関する基本的な考え方を具体的に入力してください。

・ フレックスタイム制について
「就業時間１」に標準となる一日の就業時間を記入し、
「補足事項」欄（４頁）にフレキシブルタイム・コアタイムの就業時間帯を記入してください。

・３ 裁量労働制について
特に指定がなければ「就業時間１」に記入する必要はありませんが、「補足事項」欄（４頁）に詳細を記入して下さい。
例：「裁量労働制（○○業務型）により、出退社の時刻は自由であり、○時間勤務したものとみなす」

※「就業時間１」に記入する場合は、実態・目安であることを、「補足事項」欄（４頁）に明示してください。

・４ 変形労働時間制について
特に指定がなければ「就業時間１」に記入する必要はありませんが、「補足事項」欄（４頁）に具体的に記入してください。

例：「変形労働制により始業は●時～●時、終業は●時～●時とし、シフト制で決定する」（一ヶ月単位の場合）

【時間外労働の有無】
・時間外労働の有無を選択してください。
・時間外労働を行わせる場合には、過半数労働組合等との労働基準法第 条に基づく時間外及び休日労働に関する労使協
定（３６協定）の締結、労働基準監督署への届出が必要です。

・時間外労働【あり】の場合は、月平均残業時間数を記入して下さい。
・事業場外労働のみなし労働時間制の場合であって、所定労働時間を超えるみなし時間を設定している場合、その時間数
を記入して下さい。

【３６協定における特別条項あり】
特別条項付きの３６協定を締結している場合は「あり」を選択し、「特別な事情・期間等」欄に特別な事情や延長時間

などについて具体的に記入してください。
例：「○○のとき（特別な事情）は、 日○時間まで、○回を限度として１ヶ月○時間まで、年に○時間できる」

【休日等】
「週休二日制」欄には、下記の該当する数字に○を記入してください。

１．毎週 完全週休二日制を実施している場合
２．その他 それ以外の形態で週休二日制を実施している場合
３．なし 週休二日制を実施していない場合

年末年始休暇や夏季休暇など特別休暇がある場合は、「その他」欄に記入してください。
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あらかじめ事業所の住所を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。（３／６）

労働時間

【就業時間】
※法定労働時間にご注意ください。必要に応じて就業規則や各種届出の内容を確認させていただく場合があります。

・１ 交替制（シフト制）について
交代制により就業時間が異なる場合に選択し、「就業時間１」～「就業時間３」にそれぞれの就業時間帯を入力してください。
一定期間（ 週間や ヶ月など）ごとに作成される勤務割りなどにおいて労働時間が確定されるような場合は、「補足事項」欄（４頁）
にシフト作成・変更の手続き・ルール、労働日、労働時間などの設定に関する基本的な考え方を具体的に入力してください。

・ フレックスタイム制について
「就業時間１」に標準となる一日の就業時間を記入し、
「補足事項」欄（４頁）にフレキシブルタイム・コアタイムの就業時間帯を記入してください。

・３ 裁量労働制について
特に指定がなければ「就業時間１」に記入する必要はありませんが、「補足事項」欄（４頁）に詳細を記入して下さい。
例：「裁量労働制（○○業務型）により、出退社の時刻は自由であり、○時間勤務したものとみなす」

※「就業時間１」に記入する場合は、実態・目安であることを、「補足事項」欄（４頁）に明示してください。

・４ 変形労働時間制について
特に指定がなければ「就業時間１」に記入する必要はありませんが、「補足事項」欄（４頁）に具体的に記入してください。

例：「変形労働制により始業は●時～●時、終業は●時～●時とし、シフト制で決定する」（一ヶ月単位の場合）

【時間外労働の有無】
・時間外労働の有無を選択してください。
・時間外労働を行わせる場合には、過半数労働組合等との労働基準法第 条に基づく時間外及び休日労働に関する労使協
定（３６協定）の締結、労働基準監督署への届出が必要です。

・時間外労働【あり】の場合は、月平均残業時間数を記入して下さい。
・事業場外労働のみなし労働時間制の場合であって、所定労働時間を超えるみなし時間を設定している場合、その時間数
を記入して下さい。

【３６協定における特別条項あり】
特別条項付きの３６協定を締結している場合は「あり」を選択し、「特別な事情・期間等」欄に特別な事情や延長時間

などについて具体的に記入してください。
例：「○○のとき（特別な事情）は、 日○時間まで、○回を限度として１ヶ月○時間まで、年に○時間できる」

【休日等】
「週休二日制」欄には、下記の該当する数字に○を記入してください。

１．毎週 完全週休二日制を実施している場合
２．その他 それ以外の形態で週休二日制を実施している場合
３．なし 週休二日制を実施していない場合

年末年始休暇や夏季休暇など特別休暇がある場合は、「その他」欄に記入してください。
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あらかじめ事業所の住所を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。（４／６）

選考方法

【求人数】
求人者が用意した住宅に入居することを条件とするときは□住込にチェックしてください。

【既卒者等の入社日】
応募可の場合、「既卒者等の入社日」欄に入社日の詳細を記入してください。

【選考方法】
・選考方法において、その他を選択した場合は、詳細を「補足事項」欄に記入してください。
・応募書類の受付方法について、郵送、電話、 、 メール、求職者マイページからの登録の可否を「補足事項」欄に記
入してください。
・面接や選考試験を複数回実施する場合は、選考の流れを「補足事項」欄に記入してください。

【応募書類の返却】
応募書類は重要な個人情報ですので、応募者に返却してください。「求人者の責任で廃棄」を選択する場合にも、焼

却・裁断・溶解処理等により個人情報を読みとることができない形での廃棄を徹底してください。

【補足事項】【求人条件にかかる特記事項】
各欄に書ききれなかった内容や応募上の注意事項などを記入してください。

【受付期間】
受付期間は採用選考活動の開始時期以降の月日を記入してください。

お申し込みいただいた求人について、
法令に違反する内容が含まれているもの、必要な労働条件が明示さ
れていないものは、ハローワークで受理することができません！

ごご注注意意下下ささいい！！

★★求求人人票票にに記記さされれたた労労働働条条件件はは、、そそののまままま採採用用後後のの労労働働条条件件ととななるるここととがが期期
待待さされれてていいまますす。。求求人人票票にに記記載載ししたた条条件件をを遵遵守守ししててくくだだささいい。。

★★ややむむをを得得ずず、、条条件件をを変変更更ししななけけれればばななららなないい場場合合はは、、求求職職者者がが労労働働契契約約をを
締締結結すするるかかどどううかか考考ええるる時時間間がが確確保保さされれるるよようう、、求求職職者者にに対対しし、、可可能能なな限限りり速速
ややかかにに変変更更内内容容をを明明示示ししななけけれればばななりりまませせんん。。
ままたた、、ハハロローーワワーーククににももごご連連絡絡くくだだささいい。。

★★求求職職者者かからら変変更更すするる理理由由ななどどににつついいてて質質問問さされれたた場場合合ににはは、、適適切切にに説説明明しし
ててくくだだささいい。。

6 月 1 日 ～ 月 日

１．日時：日時： 4 月 １．期間　　２．開始日のみ指定日 10 時 0 分 場所： 東京本社（所在地と同じ）

２．日時：日時： 月 日 時 分 場所：

３．日時：日時： 月 日 時 分 場所：

- -

- -

選考
方法

補足事項
(全角300文字以内）

試用期間：3ヶ月
転勤の範囲：○○支社、△△支社
受付方法：郵送、Eメール
オンライン自主応募で応募する場合には、求職者マイページからアップロードし、提出可

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

手当は他に以下のものがあります。
資格手当：当社の定める資格の保有者に対し、10,000円支給

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

Eメールアドレス

留学生採用実績の有無 １．あり　　２．なし 外国人雇用状況届実績の有無 １．あり　　２．なし

担当者

課係名、役職名 人事総務課　リーダー

担当者 厚労　安子

担当者（カタカナ） コウロウ　ヤスコ

電話番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

応募書類等
(応募書類6その他:

全角30文字以内）

(郵送の送付場所:

全角60文字以内）

応募
書類

１．ハローワーク紹介状 　２．履歴書  　３．ジョブ・カード　  ４．卒業見込証明書    ５．成績証明書

６．その他

郵送
の

送付
場所

☑ 事業所所在地と同じ　□ 就業場所と同じ　□ 選考場所と同じ　□ その他

応募書類の返却：　１．あり　　　・　　　２．求人者の責任で破棄

選考方法
☑ 書類選考　　☑ 面接　　□ 適性検査　　□ その他

☑ 筆記試験（☑ 一般常識　□ 英語　□ 作文　□ 専門　□ その他 ）

選考日 ☑ 別途通知　　　□　　　　　月　　　　　日　又は　　　　　月　　　　　日以降随時

選考場所
(全角90文字以内）

☑ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

既卒者等の入社日
１．日にちを指定　　２．随時　　３．応募者の相談に応じる　　４．応募　不可　　５．その他

　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

説明会

説明会開催 １．あり　２．なし

選考
方法

求

人

数

４人

□住込

受付期間

１．期間　　２．開始日のみ指定
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あらかじめ事業所の住所を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。（４／６）

選考方法

【求人数】
求人者が用意した住宅に入居することを条件とするときは□住込にチェックしてください。

【既卒者等の入社日】
応募可の場合、「既卒者等の入社日」欄に入社日の詳細を記入してください。

【選考方法】
・選考方法において、その他を選択した場合は、詳細を「補足事項」欄に記入してください。
・応募書類の受付方法について、郵送、電話、 、 メール、求職者マイページからの登録の可否を「補足事項」欄に記
入してください。
・面接や選考試験を複数回実施する場合は、選考の流れを「補足事項」欄に記入してください。

【応募書類の返却】
応募書類は重要な個人情報ですので、応募者に返却してください。「求人者の責任で廃棄」を選択する場合にも、焼

却・裁断・溶解処理等により個人情報を読みとることができない形での廃棄を徹底してください。

【補足事項】【求人条件にかかる特記事項】
各欄に書ききれなかった内容や応募上の注意事項などを記入してください。

【受付期間】
受付期間は採用選考活動の開始時期以降の月日を記入してください。

お申し込みいただいた求人について、
法令に違反する内容が含まれているもの、必要な労働条件が明示さ
れていないものは、ハローワークで受理することができません！

ごご注注意意下下ささいい！！

★★求求人人票票にに記記さされれたた労労働働条条件件はは、、そそののまままま採採用用後後のの労労働働条条件件ととななるるここととがが期期
待待さされれてていいまますす。。求求人人票票にに記記載載ししたた条条件件をを遵遵守守ししててくくだだささいい。。

★★ややむむをを得得ずず、、条条件件をを変変更更ししななけけれればばななららなないい場場合合はは、、求求職職者者がが労労働働契契約約をを
締締結結すするるかかどどううかか考考ええるる時時間間がが確確保保さされれるるよようう、、求求職職者者にに対対しし、、可可能能なな限限りり速速
ややかかにに変変更更内内容容をを明明示示ししななけけれればばななりりまませせんん。。
ままたた、、ハハロローーワワーーククににももごご連連絡絡くくだだささいい。。

★★求求職職者者かからら変変更更すするる理理由由ななどどににつついいてて質質問問さされれたた場場合合ににはは、、適適切切にに説説明明しし
ててくくだだささいい。。

6 月 1 日 ～ 月 日

１．日時：日時： 4 月 １．期間　　２．開始日のみ指定日 10 時 0 分 場所： 東京本社（所在地と同じ）

２．日時：日時： 月 日 時 分 場所：

３．日時：日時： 月 日 時 分 場所：

- -

- -

選考
方法

補足事項
(全角300文字以内）

試用期間：3ヶ月
転勤の範囲：○○支社、△△支社
受付方法：郵送、Eメール
オンライン自主応募で応募する場合には、求職者マイページからアップロードし、提出可

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

手当は他に以下のものがあります。
資格手当：当社の定める資格の保有者に対し、10,000円支給

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

Eメールアドレス

留学生採用実績の有無 １．あり　　２．なし 外国人雇用状況届実績の有無 １．あり　　２．なし

担当者

課係名、役職名 人事総務課　リーダー

担当者 厚労　安子

担当者（カタカナ） コウロウ　ヤスコ

電話番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

応募書類等
(応募書類6その他:

全角30文字以内）

(郵送の送付場所:

全角60文字以内）

応募
書類

１．ハローワーク紹介状 　２．履歴書  　３．ジョブ・カード　  ４．卒業見込証明書    ５．成績証明書

６．その他

郵送
の

送付
場所

☑ 事業所所在地と同じ　□ 就業場所と同じ　□ 選考場所と同じ　□ その他

応募書類の返却：　１．あり　　　・　　　２．求人者の責任で破棄

選考方法
☑ 書類選考　　☑ 面接　　□ 適性検査　　□ その他

☑ 筆記試験（☑ 一般常識　□ 英語　□ 作文　□ 専門　□ その他 ）

選考日 ☑ 別途通知　　　□　　　　　月　　　　　日　又は　　　　　月　　　　　日以降随時

選考場所
(全角90文字以内）

☑ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

既卒者等の入社日
１．日にちを指定　　２．随時　　３．応募者の相談に応じる　　４．応募　不可　　５．その他

　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

説明会

説明会開催 １．あり　２．なし

選考
方法

求

人

数

４人

□住込

受付期間

１．期間　　２．開始日のみ指定
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青少年雇用情報欄
※青少年雇用情報は、可能な限り全ての項目を記入していただくようお願いいたします※
・全ての項目を記入することが難しい場合でも、情報提供の義務にとどまらない積極的な情報提供をお願いします。
（情報提供の義務：「企業全体の募集・採用に関する情報」、「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況」、
「企業全体の職場への定着の促進に関する取組の実施状況」の欄において、それぞれで１項目以上）
・数値を算出して記入する項目については、小数点第２位を切り捨て、小数点第１位まで記入してください。
・「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況」については、制度として就業規則や労働協約に規定されてい
なくても、継続的に実施しており、かつそのことが従業員に周知されていれば「あり」と記入してください。

【新卒者等の採用者数 離職者数】
・新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠で採用した既卒者など、新卒者と同等の処遇を行うものを含みます。直近で終了している
事業年度を含む３年度間についての状況を記入してください。
・離職者数は、各年度の採用者数のうち、３年度間における離職者数を記入してください。

【平均継続勤務年数】
労働者ごとの雇い入れられてから記入日の時点までに勤続した年数を合計した値を、労働者数で割って算出します。

【従業員の平均年数】（参考値）
若者雇用促進法に基づく青少年雇用情報の項目ではありませんが、参考値として、記入日時点での平均年齢も可能な限り記入

してください。
平均勤続勤務年数及び平均年齢は、事業年度末時点、事業年度当初等、求人申込書記入日直近の数値としても構いません。

【研修の有無及びその内容】
具体的な対象者、内容を示してください。全ての研修の内容を書き切れない場合は、主な研修の内容のみ記入してください。

【自己啓発支援の有無及びその内容】
・教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度がある場合は、その情報を含めて記入してください。

他には、配置等についての配慮、始終業時刻の変更、資格取得の費用補助等もこの欄に記入してください。

【メンター制度の有無】
メンター制度とは、新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並

びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度のことです。

【キャリアコンサルティング（※１）制度の有無及びその内容】
セルフ・キャリアドック（※2）を実施している場合は、その情報を含めて記入してください。

キャリアコンサルティングを実施する者が企業に雇用されているかどうか、また資格の有無は問いませんが、企業内の仕組みと
してキャリアコンサルティングが実施されていることが必要です。

※１ キャリアコンサルティング
労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発や向上に関する相談に応じ、助言や指導を行う。

※２ セルフ・キャリアドック
労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知識・能力等を確認することを通じて主体的なキャリア形成を行うことを支援す
るため、年齢、就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み。

【前事業年度の月平均所定外労働時間・有給休暇の平均取得日数】
算出方法は左記をご覧ください。

【役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合】
求人区分に関わらず、企業全体に雇用される全ての労働者に関する情報としてください。

※「管理的地位にある者」とは、原則としていわゆる課長級以上が該当します。

【前事業年度の育児休業取得者数／出産者数】
・育児休業取得者数及び出産者数について、いずれも記載してください。
・男性については、配偶者の出産者数を記載してください。

【区分毎の情報】（本求人に対する追加の情報提供）
・企業全体の情報のほか、求人申込みを行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学歴別（大卒／高卒）や事業所別、職種
別などの情報についても、追加情報として極力記入してください。
※追加の情報については、 貴社の任意の区分の情報で構いません。

【記載する情報についての留意事項】
・「企業（⇔区分毎）」の情報については、求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
・グループ会社等別法人の情報は含めません。
・海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。
・原則として、求人申込書の記入日時点の最新の状況について記載してください。

前事業年度の月平均所定外労働時間の算出方法
前事業年度の労働者毎の一月あたりの所定外労働時間の平均値を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある
者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の月平均所定外労働時間＝

労働者ごとの一月あたりの
所定外労働時間の平均値の合計

前事業年度の労働者数
※月平均所定外労働時間は以下の計算方法で算出しても差し支えありません。

前事業年度の月平均所定外労働時間＝
前事業年度の所定外労働時間の合計

各月１日に在籍している労働者の延べ人数

前事業年度の有給休暇の平均取得日数の算出方法
労働者ごとの年次有給休暇の取得日数を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある者、有給休暇が付与され
ていない者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の有給休暇の平均取得日数＝

前事業年度の労働者ごとの
年次有給休暇の取得日数の合計

前事業年度の労働者数

情報の範囲
求人区分に応じて、企業全体の正社員又は正社員以外※の情報を提供してください。
※ 正社員以外の情報は、 期間雇用者やパート、短時間労働者等、いわゆる正社員以外の直接雇用の労働者全てに関する情報として

ください。

（５／６）

【社内検定等の制度の有無及びその内容】
労働者に対し、企業が実施する職業に必要な知識・技能に関する検定制度の有無、内容を記入してください。自ら実施する社

内検定のほか、業界団体が実施する検定を活用する場合も含みます。
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青少年雇用情報欄
※青少年雇用情報は、可能な限り全ての項目を記入していただくようお願いいたします※
・全ての項目を記入することが難しい場合でも、情報提供の義務にとどまらない積極的な情報提供をお願いします。
（情報提供の義務：「企業全体の募集・採用に関する情報」、「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況」、
「企業全体の職場への定着の促進に関する取組の実施状況」の欄において、それぞれで１項目以上）
・数値を算出して記入する項目については、小数点第２位を切り捨て、小数点第１位まで記入してください。
・「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況」については、制度として就業規則や労働協約に規定されてい
なくても、継続的に実施しており、かつそのことが従業員に周知されていれば「あり」と記入してください。

【新卒者等の採用者数 離職者数】
・新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠で採用した既卒者など、新卒者と同等の処遇を行うものを含みます。直近で終了している
事業年度を含む３年度間についての状況を記入してください。
・離職者数は、各年度の採用者数のうち、３年度間における離職者数を記入してください。

【平均継続勤務年数】
労働者ごとの雇い入れられてから記入日の時点までに勤続した年数を合計した値を、労働者数で割って算出します。

【従業員の平均年数】（参考値）
若者雇用促進法に基づく青少年雇用情報の項目ではありませんが、参考値として、記入日時点での平均年齢も可能な限り記入

してください。
平均勤続勤務年数及び平均年齢は、事業年度末時点、事業年度当初等、求人申込書記入日直近の数値としても構いません。

【研修の有無及びその内容】
具体的な対象者、内容を示してください。全ての研修の内容を書き切れない場合は、主な研修の内容のみ記入してください。

【自己啓発支援の有無及びその内容】
・教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度がある場合は、その情報を含めて記入してください。

他には、配置等についての配慮、始終業時刻の変更、資格取得の費用補助等もこの欄に記入してください。

【メンター制度の有無】
メンター制度とは、新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並

びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度のことです。

【キャリアコンサルティング（※１）制度の有無及びその内容】
セルフ・キャリアドック（※2）を実施している場合は、その情報を含めて記入してください。

キャリアコンサルティングを実施する者が企業に雇用されているかどうか、また資格の有無は問いませんが、企業内の仕組みと
してキャリアコンサルティングが実施されていることが必要です。

※１ キャリアコンサルティング
労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発や向上に関する相談に応じ、助言や指導を行う。

※２ セルフ・キャリアドック
労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知識・能力等を確認することを通じて主体的なキャリア形成を行うことを支援す
るため、年齢、就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み。

【前事業年度の月平均所定外労働時間・有給休暇の平均取得日数】
算出方法は左記をご覧ください。

【役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合】
求人区分に関わらず、企業全体に雇用される全ての労働者に関する情報としてください。

※「管理的地位にある者」とは、原則としていわゆる課長級以上が該当します。

【前事業年度の育児休業取得者数／出産者数】
・育児休業取得者数及び出産者数について、いずれも記載してください。
・男性については、配偶者の出産者数を記載してください。

【区分毎の情報】（本求人に対する追加の情報提供）
・企業全体の情報のほか、求人申込みを行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学歴別（大卒／高卒）や事業所別、職種
別などの情報についても、追加情報として極力記入してください。
※追加の情報については、 貴社の任意の区分の情報で構いません。

【記載する情報についての留意事項】
・「企業（⇔区分毎）」の情報については、求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
・グループ会社等別法人の情報は含めません。
・海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。
・原則として、求人申込書の記入日時点の最新の状況について記載してください。

前事業年度の月平均所定外労働時間の算出方法
前事業年度の労働者毎の一月あたりの所定外労働時間の平均値を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある
者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の月平均所定外労働時間＝

労働者ごとの一月あたりの
所定外労働時間の平均値の合計

前事業年度の労働者数
※月平均所定外労働時間は以下の計算方法で算出しても差し支えありません。

前事業年度の月平均所定外労働時間＝
前事業年度の所定外労働時間の合計

各月１日に在籍している労働者の延べ人数

前事業年度の有給休暇の平均取得日数の算出方法
労働者ごとの年次有給休暇の取得日数を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある者、有給休暇が付与され
ていない者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の有給休暇の平均取得日数＝

前事業年度の労働者ごとの
年次有給休暇の取得日数の合計

前事業年度の労働者数

情報の範囲
求人区分に応じて、企業全体の正社員又は正社員以外※の情報を提供してください。
※ 正社員以外の情報は、 期間雇用者やパート、短時間労働者等、いわゆる正社員以外の直接雇用の労働者全てに関する情報として

ください。

（５／６）

【社内検定等の制度の有無及びその内容】
労働者に対し、企業が実施する職業に必要な知識・技能に関する検定制度の有無、内容を記入してください。自ら実施する社

内検定のほか、業界団体が実施する検定を活用する場合も含みます。
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※ ｢オンライン自主応募の受付｣は、求人者が「可」とした求人に限られ、求人ごとに設定が可能です。
※ オンライン自主応募を受け付ける場合は、求人者マイページから変更可能です。
※ 労働者派遣事業所や請負事業所からの求人で、就業先事業所を明示できない求人については、

オンライン自主応募を受け付けることができません。
※ 詳しくは、 をご覧ください。

新規大学等卒業・修了予定者については、卒業・修了年度の６月１日以降に採用選考
活動を開始するよう要請しています。オンライン自主応募を受け付ける場合も、この要
請を遵守してください。

「オンライン自主応募」とは、求職者マイページを開設する求職者が、求職者マイペー
ジから求人者マイページを通じて直接応募する方法をいいます。

「オンライン自主応募」は求職者の自主的な求職活動であり、ハローワークの職業紹介
を介しない応募方法となります。

求職者からのオンライン自主応募は、職業紹介に当たらないため、ハローワーク等の
職業紹介を要件とする特定求職者雇用開発助成金等は対象とはなりません。

オンライン自主応募に伴って生じるトラブル等については当事者同士で対応すること
になります。

求職者からの直接応募を受け付ける
ハローワークインターネットサービス「オンライン自主応募」のご案内
「オンライン自主応募」とは

「オンライン自主応募」は、ハローワークインターネットサービスに掲載した求人に対して、
求職者がハローワークを介さずにマイページを通じて直接応募することをいいます。

オンライン自主応募の注意点

２ オンライン自主応募の受付の設定方法

【公開希望欄】
①以下どちらかを選んだ場合のみ、オンラ
イン自主応募の受付が可能になります。
「１．事業所名等を含む求人情報を公開する」
「２．ハローワークの求職者に限定し、事業所
名等を含む求人情報を公開する」

【オンライン自主応募の受付欄】
②「オンライン自主応募を受け付ける」を選択

③「オンライン自主応募に関する注意文」
を確認し、以下にチェックをします。
「注意文を確認し、内容に同意します。」

★「オンライン自主応募」の受付は、「求人区分等登録」ページの「求人情報・事業所名の公開範囲」にて設定できます。
※本リーフレット 頁に記載の設定方法と同様です。

（６／６）

求人者マイページから求職者への ｢直接リクエスト｣ のご案内

〇 求人者マイページから求職情報検索を行い、自社求人に応募してほしい求職者に、マイページを
通じてメッセージと応募を検討して欲しい求人の情報を直接送付できる機能※です。

〇 直接リクエストは、求人者マイページを開設し、応募受付方法について｢オンライン自主応募の
受付｣を可とする有効中の求人がある場合に行うことができます。

※ 対象となる求職者が求職者マイページを開設している場合に限ります。開設していない求職者へのリクエスト
は、求職情報詳細画面に表示されている問い合わせ先ハローワークへご連絡ください。

「直接リクエスト」とは

10000-9999999

【マイページ上の表示画面イメージ】

直接リクエストをする場合、
【リクエスト】ボタンを押し
ます。

新規大学等卒業・修了予定者については、卒業・修了年度の６月１日以降に採用選考活動を開
始するよう要請しています。直接リクエストを行う場合も、この要請を遵守してください。

求人者からの直接リクエストを受けて求職者がハローワークを介さず求人へ直接応募した場合
（オンライン自主応募）、ハローワークによる職業紹介に該当しないため、ハローワーク等の職
業紹介を要件とする助成金※の対象外です。求職者の応募方法は指定できないため、助成金の対
象とならない前提で直接リクエストを行ってください。

※特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金

公開されている求職者情報は求職者自身が公開内容に責任を持って作成したものです。
ハローワークが確認していない内容を含む場合もあります。

直接リクエストおよびオンライン自主応募に伴って生じるトラブル等は当事者同士で対応する
ことが基本です。ハローワークがトラブル等に対応することはできません。

労働者派遣事業所や請負事業所からの求人で、就業先事業所を明示できない求人は、オンライ
ン自主応募の対象とすることができず、直接リクエストの機能は使用できません。

直接リクエストの注意点

｢直接リクエスト｣の詳しい方法は、下記 ・ コードからご覧ください。
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※ ｢オンライン自主応募の受付｣は、求人者が「可」とした求人に限られ、求人ごとに設定が可能です。
※ オンライン自主応募を受け付ける場合は、求人者マイページから変更可能です。
※ 労働者派遣事業所や請負事業所からの求人で、就業先事業所を明示できない求人については、

オンライン自主応募を受け付けることができません。
※ 詳しくは、 をご覧ください。

新規大学等卒業・修了予定者については、卒業・修了年度の６月１日以降に採用選考
活動を開始するよう要請しています。オンライン自主応募を受け付ける場合も、この要
請を遵守してください。

「オンライン自主応募」とは、求職者マイページを開設する求職者が、求職者マイペー
ジから求人者マイページを通じて直接応募する方法をいいます。

「オンライン自主応募」は求職者の自主的な求職活動であり、ハローワークの職業紹介
を介しない応募方法となります。

求職者からのオンライン自主応募は、職業紹介に当たらないため、ハローワーク等の
職業紹介を要件とする特定求職者雇用開発助成金等は対象とはなりません。

オンライン自主応募に伴って生じるトラブル等については当事者同士で対応すること
になります。

求職者からの直接応募を受け付ける
ハローワークインターネットサービス「オンライン自主応募」のご案内
「オンライン自主応募」とは

「オンライン自主応募」は、ハローワークインターネットサービスに掲載した求人に対して、
求職者がハローワークを介さずにマイページを通じて直接応募することをいいます。

オンライン自主応募の注意点

２ オンライン自主応募の受付の設定方法

【公開希望欄】
①以下どちらかを選んだ場合のみ、オンラ
イン自主応募の受付が可能になります。
「１．事業所名等を含む求人情報を公開する」
「２．ハローワークの求職者に限定し、事業所
名等を含む求人情報を公開する」

【オンライン自主応募の受付欄】
②「オンライン自主応募を受け付ける」を選択

③「オンライン自主応募に関する注意文」
を確認し、以下にチェックをします。
「注意文を確認し、内容に同意します。」

★「オンライン自主応募」の受付は、「求人区分等登録」ページの「求人情報・事業所名の公開範囲」にて設定できます。
※本リーフレット 頁に記載の設定方法と同様です。

（６／６）

求人者マイページから求職者への ｢直接リクエスト｣ のご案内

〇 求人者マイページから求職情報検索を行い、自社求人に応募してほしい求職者に、マイページを
通じてメッセージと応募を検討して欲しい求人の情報を直接送付できる機能※です。

〇 直接リクエストは、求人者マイページを開設し、応募受付方法について｢オンライン自主応募の
受付｣を可とする有効中の求人がある場合に行うことができます。

※ 対象となる求職者が求職者マイページを開設している場合に限ります。開設していない求職者へのリクエスト
は、求職情報詳細画面に表示されている問い合わせ先ハローワークへご連絡ください。

「直接リクエスト」とは

10000-9999999

【マイページ上の表示画面イメージ】

直接リクエストをする場合、
【リクエスト】ボタンを押し
ます。

新規大学等卒業・修了予定者については、卒業・修了年度の６月１日以降に採用選考活動を開
始するよう要請しています。直接リクエストを行う場合も、この要請を遵守してください。

求人者からの直接リクエストを受けて求職者がハローワークを介さず求人へ直接応募した場合
（オンライン自主応募）、ハローワークによる職業紹介に該当しないため、ハローワーク等の職
業紹介を要件とする助成金※の対象外です。求職者の応募方法は指定できないため、助成金の対
象とならない前提で直接リクエストを行ってください。

※特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金

公開されている求職者情報は求職者自身が公開内容に責任を持って作成したものです。
ハローワークが確認していない内容を含む場合もあります。

直接リクエストおよびオンライン自主応募に伴って生じるトラブル等は当事者同士で対応する
ことが基本です。ハローワークがトラブル等に対応することはできません。

労働者派遣事業所や請負事業所からの求人で、就業先事業所を明示できない求人は、オンライ
ン自主応募の対象とすることができず、直接リクエストの機能は使用できません。

直接リクエストの注意点

｢直接リクエスト｣の詳しい方法は、下記 ・ コードからご覧ください。
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令令和和6年年2月月15日日 令令和和6年年2月月15日日

6月月1日日

令令和和5年年度度 令令和和4年年度度 令令和和3年年度度 令令和和5年年度度 令令和和4年年度度 令令和和3年年度度
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令令和和6年年2月月15日日 令令和和6年年2月月15日日

6月月1日日

令令和和5年年度度 令令和和4年年度度 令令和和3年年度度 令令和和5年年度度 令令和和4年年度度 令令和和3年年度度
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１　社会保険料額 (R6.3～) ３　源泉徴収税額 (R6.1～)

（ 以 上 ） （ 未 満 ） （ 以 上 ） （ 未 満 ）

※健康保険料は、介護保険第2号被保険者に該当しない場合を適用

※料額表より健康保険・厚生年金額を算出

２　雇用保険料 (R5.4～)

(注１）雇用保険料A：一般の事業

(注２）雇用保険料B：農林水産、清酒製造、建設の事業

(注2) １円未満は50銭以下切捨て、50銭超切上げ。

※賃金に雇用保険料率を掛けて算出

※（給与所得の源泉徴収税額表「甲」を適用）

　

55　　賃賃金金かかららのの控控除除額額表表（（学学卒卒求求人人票票用用））

報 酬 月 額 社会保険保険料（労働者負担分）
税額

その月の社会保険控除
後の給与等の金額

厚生年金

税額

合計

雇用保険料（労働者負担分）

（以上） （未満） 健康保険

その月の社会保険控除
後の給与等の金額

社会保険料については… 日本年金機構ホームページ

雇用保険料については… 千葉労働局ホームページ

源泉徴収税額については…国税庁ホームページ

☆なお、各保険料については、変動することがありますので、
詳細につきましては該当官署のホームページを確認下さい。

全国健康保険協会ホームページ
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Ⅲ 関係法令、制度及び公正採用



１１ 知知っってておおききたたいい労労働働基基準準法法等等

区分 事項 

1．労働条件の明

示 

（法 15） 

（則 5） 

労働契約を結ぶに当たっては、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなけれ

ばなりません。明示すべき労働条件としては、下記のとおりです。

① 労働契約の期間に関する事項

② 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項（通算契約期間又は有期労働契約の更新回数

に上限の定めがある場合には当該上限を含む）

③ 就業場所及び従事すべき業務に関する事項（就業場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む）

④ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者

を 組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

⑤ 賃金（退職手当及び⑧に規定する賃金を除く）の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及

び支払いの時期並びに昇給に関する事項

⑥ 退職に関する事項（解雇の事由を含む）

⑦ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退

職手当の支払いの時期に関する事項

⑧ 臨時に支払われる賃金（退職手当を除く）、賞与及び１箇月を超える期間について支給される手

当並びに最低賃金額に関する事項

⑨ 労働者に負担させるべき食費、作業用品、その他に関する事項

⑩ 安全及び衛生に関する事項

⑪ 職業訓練に関する事項

⑫ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

⑬ 表彰及び制裁に関する事項

⑭ 休職に関する事項

なお、①から⑥までの各事項については、書面の交付等により明示しなければならず（昇給に関

する事項を除く）、⑦から⑭までの各事項については、これらに関する制度を設けた場合に明示する

必要があります。

また、有期労働契約が更新されて通算 年を超えたときに労働者の申込みによって無期労働契約

に転換される労働契約法の決まり（無期転換ルール）を踏まえ、有期労働契約から無期労働契約へ

の転換の申込権が発生するタイミングでは、無期労働契約への転換を申込むことができる旨と無期

転換後の労働条件を明示する必要があります。

※上記は 年 月に施行される改正労働基準法施行規則（則）を反映しています。 

2．賃金の支払い 

（法 24） 

 

賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月 1 回以上、一定の期日を定めて支払わなければな

りません。また、賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、

労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との「賃金の一部控除に関する

協定（書）」が必要です。なお、労働者の同意を得た場合には、労働者の指定する金融機関の本人名

義の預貯金口座へ振り込みにより支払うこと等ができます。 

3．休業手当 

（法 26） 

会社側の都合により労働者を休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金の

6 割以上の手当（休業手当）を支払わなければなりません。 

4．貯蓄金の管理 

（法 18） 

（則 5 の 2） 

 

労働契約に附随して、賃金の全部あるいは一部を貯蓄させること並びに貯蓄金を管理することは

できません。 

貯蓄金を使用者が労働者の委託を受けて管理しようとする場合には労働者の過半数で組織する労

働組合か労働者の過半数を代表する者と書面による協定を、労働基準監督署長に届け出ることが必

要です。 
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この貯蓄管理の場合、いわゆる通帳保管と社内預金の場合がありますが、社内預金の場合は、①

預金者の範囲、②預金者の１人当たりの預金額の限度、③預金の利率及び利子の計算方法、④預金

の受入れ及び払戻しの手続き、⑤預金の保全の方法、について書面により協定することが必要です。 

5．最低賃金 

（最賃法 4） 

 

最低賃金法により賃金の最低限度が定められていることから、使用者は、その最低賃金額以上の

賃金を支払わなければなりません。 

実際の賃金が最低賃金額を上回っているかどうかを調べるためには、後述の（1）～（6）の除外

賃金を差し引いた賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。 

① 時間給の場合  … 時間給≧最低賃金 

② 日給の場合  … 日給÷1 日の所定労働時間≧最低賃金 

③ 月給の場合  … 月給÷１か月の平均所定労働時間≧最低賃金 

④ 上記①、②、③が組み合わさっている場合 

…例えば、基本給が日給で各手当（職務手当など）が月給の場合 

❶基本給（日給）→②の計算で時間額を出す 

❷各手当（月給）→③の計算で時間額を出す 

❸❶と❷を合計した額≧最低賃金額（時間額） 

最低賃金額との比較に当たって、次の賃金は算入しません。 

（1） 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

（2） 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

（3） 所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など） 

（4） 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など） 

（5） 午後 10 時から午前 5 時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の

賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など） 

（6） 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 

6．割増賃金 

（法 37） 

 

労働者に法定労働時間を超える時間外、深夜（原則として午後 10 時～午前 5 時）に労働させた場

合には通常の賃金額の 2 割 5 分以上、法定休日（1 週間で 1 日、もしくは 4 週間で 4 日の休日）に

労働させた場合には 3 割 5 分以上の率で計算した割増賃金を支払わなくてはなりません。 

なお、時間外労働が深夜に及んだ場合の割増率は 5 割以上、法定休日労働が深夜に及んだ場合の

割増率は 6 割以上となります。 

また、1 箇月に 60 時間を超えた法定時間外労働については、割増率が 5 割以上に引き上げられま

した。 

この場合、事業場で労使協定を締結すれば、1 箇月に 60時間を超える時間外労働を行った労働者

に対して、法的割増賃金の引き上げ分（（例）25％から 50％に引き上げた差の 25％分）の割増賃金

の支払いに代えて、有給の休暇を付与することができます。 

労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも 25％の割増賃金の支払いは必要です。 

割増賃金の計算に当たっては、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅

手当（住宅に要する費用に応じて算定される手当に限る）、⑥臨時に支払われた賃金、⑦一箇月を超

える期間ごとに支払われる賃金、を除いたほかのすべての諸手当は計算の基礎に含まれます。 

7．労働時間 

（法 32） 

（則 25 条の 2） 

 

原則として、法定労働時間は、1 週 40 時間、1 日 8 時間です。 

ただし、以下の場合は特例措置があります。 

○ 特例措置対象事業場の場合 

常時 10 人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業（映画の製作の事業を除く）、保険衛生業

及び接客娯楽業の事業場（特例措置対象事業場）については、1 週 44 時間、1 日 8 時間まで認めら

れています。 

8．休憩 （1） ある程度労働が継続すると誰しも疲労を覚え能率も低下します。そのため仕事を中断して
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（法 34） 蓄積した疲労を回復させる必要があります。そこで労働時間が、 

① 6 時間を超える場合は、少なくとも 45 分 

② 8 時間を超える場合は、少なくとも 1 時間 

の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。 

（2） 所定労働時間が 8 時間以下で、休憩を 45 分にしている場合、時間外労働でその日の労働時

間が 8 時間を超えるときは、さらに 15 分間の休憩時間を与えることが必要です。 

9．休日 

（法 35） 

（1） 休日は原則として毎週 1 回以上与えなければなりません。（週休制） 

（2） 週休制をとることが困難な場合には、4 週間に 4 日以上の休日を与えれば週休制の原則に

よらなくても差し支えありませんが、4 週間の起算日を明らかにしなければなりません。 

10．時間外及び休

日労働 

（法 36） 

（則 16） 

時間外または休日労働をさせる場合には労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労

働組合、そのような労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前

に所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。 

協定する事項は次のとおりです。なお、2019 年 4 月 1 日施行の改正労働基準法により、延長でき

る労働時間の限度の上限が定められました。（中小企業は 2020 年 4 月 1 日から適用） 

① 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合 

② 労働時間を延長し、または休日に労働させることができる労働者の範囲 

③ 対象期間（1 年間に限る） 

④ 1 年の起算日 

⑤ 対象期間における 1 日、1 箇月、1 年における延長することができる労働時間※、労働させ

ることができる休日の日数 

⑥ 当該時間外・休日労働協定の有効期間 

⑦ 1 年について労働時間を延長して労働させることができる時間の起算日 

⑧ 時間外労働＋休日労働の合計が 

月 100 時間未満 2～6 か月平均 80 時間以内 

を満たすこと 

※1 箇月 45 時間かつ 1 年 360 時間まで。対象期間が 3 か月を超える 1 年単位の変形労働時

間制の場合は、1 箇月 42 時間かつ 1 年 320 時間まで 

臨時的な特別な事情によって原則の限度時間を超えて労働させる必要がある場合には、あらかじ

め特別条項付きの協定を締結していれば、その範囲で限度時間を延長することができます。臨時的

な特別な事情については、できる限り具体的に定める必要があり、「業務の都合上必要な場合」「業

務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。 

特別条項付きの協定で定める必要がある事項は次の通りです。 

① 臨時的に限度時間を超えて労働させることができる労働時間 

・1 年の時間外労働時間数（720 時間以内 時間外労働のみ） 

・1 月の時間外＋休日労働時間数（単月 100 時間未満 時間外労働＋休日労働） 

※2～6 か月平均で時間外労働＋休日労働が 80 時間以内である必要があります。 

② 原則限度である月 45 時間（月 42 時間）を超える回数（年 6 回以内） 

③ 臨時的な特別の事情（できる限り具体的に） 

④ 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 

⑤ 限度時間を超えた労働にかかる割増賃金率※ 

⑥ 限度時間を超えて労働させる場合における手続き 

※2023 年 4 月 1 日以降、月 60時間以上の時間外労働について、すべての企業で 50 パーセン

ト以上の割増賃金率となります。 

なお、自動車運転業務、建設事業、医師、鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業、新技術・
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新商品等の研究開発業務は、限度時間が 年 月 日まで適用猶予・適用除外とされていまし

たが、同年 月 日以降は、鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業は限度時間が適用されます。

建設事業にも適用されますが、災害時における復旧及び復興の事業については限度時間のうち一部

が適用されません。自動車運転業務、医師についてはそれぞれ新たに設けられた限度時間が適用さ

れます。新技術・新商品等の研究開発業務は限度時間が引き続き適用除外になります。

 
11．過重労働によ

る健康障害の防

止 

（労安 66 の 8 ほ

か） 

過重労働による健康障害防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促

進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理にかかる

措置の徹底が重要です。また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対

しては、面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。 

面接指導等の詳細は P.41 を参照ください。 

12．年次有給休暇 

（法 39） 

雇入れの日から起算して６箇月間継続勤務し、所定労働日の８割以上を出勤した労働者には年次

有給休暇を付与しなければなりません。また、付与すべき日数は、労働者の勤続年数や所定労働日

数に応じて以下の表の日数以上でなければなりません。 

○通常の労働者（週所定労働日数が 5 日以上、年間所定労働日数が 217 日以上または週所定労働時

間が 30 時間以上の労働者） 

勤続年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 以上 

付与日数 10 11 12 14 16 18 20 

○上記以外の労働者（週所定労働日数が少ないアルバイトや週所定労働時間が 30 時間未満のパート

タイム労働者など） 

週の所定

労働日数 

1 年間の 

所定労働 

日数 

勤続年数 

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 以上 

4 日 
169～ 

216 日 
7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 

3 日 
121～ 

168 日 
5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 

2 日 
73～ 

120 日 
3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 

1 日 
48～ 

72 日 
1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 

法律による上限（例外） 
・年 720 時間まで 
・月 100 時間未満 

（休日労働含む） 
・2～6 か月平均 80 時間

未満（休日労働含む） 

年間 6 か月まで 

1 年間（12 か月） 

法律による上限（原則） 
・年 360 時間 
・月 45 時間  

法定労働時間 
・週 40 時間 
・1 日 8 時間  
 

時時間間外外休休日日労労働働（（図図））

－ 39 －



また、年次有給休暇の付与に当たっては、以下のことに留意する必要があります。 

（1） 労使協定により年次有給休暇日数の 5 日を限度に時間単位で付与できること。 

（2） 労働者が請求する時季に与えること（時季変更は、事業の正常な運営を妨げる場合に限ら

れる）。 

（3） 労使協定により年次有給休暇日数のうち 5 日を超える分については、計画的に付与できる

こと。 

（4） 年次有給休暇を取得した場合は、平均賃金、通常の賃金など就業規則その他で定める賃金

を支払うこと。 

なお、2019 年 4 月 1 日以降に付与される年次有給休暇について、使用者は、10 日以上の年次有給

休暇が付与される全ての労働者に対し、年 5 日、時季を指定して有給休暇を取得させる必要があり

ます。 

13．最低年齢 

（法 56） 

満 15 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了するまでは、原則、労働者として使用すること

はできません。 

14．年少者の労働

時間及び休日 

（法 60） 

満 18 歳未満の年少者については、次のような制限があります。 

・ 法定労働時間は、週 40 時間、1 日 8 時間で、三六協定は適用されないため時間外労働、休日労

働は行えません。 

・ 満 15 歳以上 18 歳未満の者については、労働時間が週 40 時間を超えない範囲内で 1 週間のうち

1 日の労働時間を 4 時間以内に短縮する場合、他の日を 10時間まで延長できます。また、週 48

時間、1 日 8 時間を超えない範囲内で 1 箇月単位の変形労働時間制、1 年単位の変形労働時間制

によって労働させることができます。なお、1 週間単位の変形労働時間制、フレックスタイム制

を適用することはできません。 

15．深夜業 

（法 61） 

労働基準法第 61 条で、年少者は午後 10 時から午前 5 時までの深夜の労働が禁止されています。

ただし交代制で働く満 16 歳以上の男性の場合は深夜業が可能です。 

16．健康診断 

（労安 66） 

（労安規 44） 

常時使用する労働者については、1 年以内ごとに 1 回定期に所定の項目の定期健康診断を実施す

ることが必要です。 

また、次の業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び 6 月以内ごとに 1

回、定期に健康診断を実施することが必要です。 

① 深夜業を含む業務 

② 有害業務 

17．ストレスチェ

ック 

（労安 66 の

10） 

常時使用する労働者に対しては、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検

査（ストレスチェック）を実施することが必要です。（労働者数 50 人未満は当分の間努力義務） 

18．就業規則 

（法 89） 

（法 90） 

（法 106） 

常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、労働時間、賃金、退職に関する事項等の労働条件や

服務規律に関する事項について就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要

です。変更した場合も同様です。就業規則は、作業場の見やすい場所に提示する等の方法によって

労働者に周知させなければなりません。 

19．解雇手続き 

（法 20） 

（法 21） 

 

 

 

 

労働者を解雇する場合は次の点に注意してください。 

① 少なくとも 30 日前に予告すること。 

② 即時解雇する場合は 30 日分以上の平均賃金（解雇予告手当）を支払うこと。 

●解雇予告の例外 

次の場合は、労働基準監督署長の認定を受ければ、30 日前に予告、または 30 日以上の平均賃金の

支払いを必要としないことになっています。 

① 天災事変、その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合 
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（法 19） 

② 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合（軽微なものは該当しない） 

●解雇制限 

次の場合は、原則として解雇できません。 

① 労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の 30日間 

② 産前産後の女性が休業する期間「産前 6 週間」（多胎妊娠の場合は 14 週間）、「産後 8 週間」

及びその後 30 日間 

※上記の労働基準法の定めに反しなければ事業主が解雇を自由に行い得るというわけではなく、客

観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない解雇は無効とされていることに留意が必要です

（「22．解雇」参照）。 

20．労働契約の変

更 

（労契法 8・9・

10） 

労働者と使用者が合意すれば、労働契約の内容である労働条件を変更することができますが、労

働者の合意がなく、使用者が一方的に就業規則を変更することにより、労働者に不利益に労働契約

の内容である労働条件を変更することは、原則としてできません。 

21．出向及び懲戒 

（労契法 14・

15） 

合理的理由のない出向命令や懲戒は、権利の濫用と認められ無効となります。 

22．解雇 

（労契法 16） 

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、権利を濫用したも

のとして無効となります。 

（注） 

「法」は労働基準法の略 「最賃法」は最低賃金法の略 

「則」は労働基準法施行規則の略 「労安」は労働安全衛生法の略 

「労安規」は労働安全衛生規則の略 「労契法」は労働契約法の略 

長長時時間間労労働働者者にに対対しし面面接接指指導導等等をを実実施施ししままししょょうう

（平成 年 月 日改正労働安全衛生法施行）

○医師の面接指導の対象となる労働者

時間外・休日労働時間が 箇月当たり 時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者（申出による）

（平成 年 月 日より時間外・休日労働が月 時間超から 時間に対象が変更されています。）

※ 事業者は 箇月当たりの時間外・休日労働が 時間を超えた労働者に対し、速やかに、当該超えた労

働時間に関する情報を通知しなければなりません。

○研究開発業務に従事する労働者の場合

時間外・休日労働が 箇月 時間を超えた労働者について、

当該労働者の申出なしに医師による面接指導をしなければなりません。

（※ 月 時間超 時間以下で、当該労働者が申し出た場合にも面接指導の義務はあります。）

○面接指導における確認事項

①当該労働者の勤務状況、②当該労働者の疲労の蓄積の状況、③その他当該労働者の心身の状況
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○労働時間の状況の把握義務（法第 66 条の 8 の 3） 

事業者に対して、面接指導の実施のため、すべての労働者の労働時間の状況を把握する義務が課されてい

ます。 

労働時間の管理の方法は、「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時

間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法」（労安規 52 条の 7 の 3 第 1 項）となります。 
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２２ 採採用用選選考考等等にに関関すするる留留意意点点

採採用用方方針針・・採採用用計計画画

□ 雇用条件、採用基準に適合するすべての人が応募できる原則が確立されていますか。 

□ 次の人（①同和地区出身者 ②障害者 ③ひとり親家庭の子 ④定時制・通信制課程修了者 ⑤外国

籍（留学生等） ⑥特定思想・信条の者 ⑦特定宗教の信仰者）を排除していませんか。 

□ 本人の適性、能力以外のこと（親の職業、家庭状況等）を採用の条件にしていませんか。 

□ 採用方針、採用予定の職種、人員が計画的、合理的に定められていますか。 

□ 性（男性・女性・性同一性障害等のセクシャルマイノリティ）による差別をしていませんか。 

 

なお、外国籍（留学生等）の場合、在留資格によっては卒業後に労働者として雇用できない場合が

ありますのでご留意ください。在留資格による活動範囲は下記のとおりです。 

永住者 

日本国内での活動に制限なく就労活動が認められます。 
日本人の配偶者等 

永住者の配偶者等 

定住者 

留学 大学、短大、高等専門学校の学生（外国で 12 年の就学年数あり） 

この場合は、大学等に履修した学問を生かして就職する場合在留資格の変更可能。 

家族滞在 17 歳までに入国した場合、「定住者」または「特定活動」への在留資格の変更が認められて

います。 

 

在在留留資資格格のの問問いい合合わわせせ  

東京出入国在留管理局 千葉出張所 

〒260-0026 千葉市中央区千葉港 2-1 千葉中央コミュニティセンター 

TEL：043-242-6597 FAX：043-247-5199 

 

「「外外国国人人雇雇用用状状況況のの届届出出」」はは、、すすべべててのの事事業業主主のの義義務務でであありり、、外外国国人人のの雇雇いい入入れれのの場場合合ははももちちろろ

んん、、離離職職のの際際ににもも必必要要でですす。。
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障障害害者者にに対対すするる差差別別のの禁禁止止

労働者の募集・採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければなりま

せん。 

そのため、以下のような取り扱いをすることはできません。 

・ 対象から障害者を排除すること 

・ 障害者に対してのみ不利な条件を付すこと 

・ 障害者でない者を優先すること 

 
また、採用後においても、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、昇進、解雇等の雇用

に関する待遇一切について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別

的取扱いをしてはなりません。 

なお、障害者を有利に取り扱うことは、不当な差別的取扱いには該当しません。 

※「障害者であることを理由として」とは、労働能力等を適正に評価することなく、単に「障害者だか

ら」ということを理由とすることを言います。 

雇雇用用のの分分野野ににおおけけるる障障害害者者とと障障害害者者ででなないい者者ととのの均均等等なな機機会会のの確確保保等等をを図図るるたためめのの措措置置

（（合合理理的的配配慮慮のの提提供供））

障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、募集及び

採用に当たり障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。 

また、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である

労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した施

設の整備、援助を行う者の配置その他の措置を講じなければなりません。 

＜募集・採用時の配慮の例＞ 

・ 視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと 

・ 聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと

＜採用後の配慮の例＞ 

・ 肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと 

・ 知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確

にしてひとりずつ行ったりするなど作業手順をわかりやすく示すこと 

・ 精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること 

◆ 合理的配慮に関する基本的な考え方は以下のとおりです。 

・ 個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のものであること。 

・ 過重な負担にならない範囲で、職場において支障となっている事情等を改善する措置が複数ある

とき、事業主が、障害者との話し合いの下、その意向を十分に尊重した上で、より提供しやすい

措置を講ずることは差し支えないこと。 

・ 障害者が希望する措置が過重な負担であるとき、事業主は、話し合いの下、その意向を十分に尊
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重した上で、過重な負担にならない範囲で措置を講ずること。 

・ 合理的配慮の提供が円滑になされるようにするという観点を踏まえ、障害者も共に働く一人の労

働者であるとの認識の下、事業主や同じ職場で働く者が障害の特性に関する正しい知識の取得や

理解を深めることが重要であること。 

合合理理的的配配慮慮のの手手続続きき

□ 募集及び採用時における合理的配慮の提供 

1. 障害者からの合理的配慮の申出 

2. 合理的配慮に係る措置の内容に関する話合い 

3. 合理的配慮の確定 

□ 採用後における合理的配慮の提供 

1. 職場において支障となっている事情の有無等の確認 

2. 合理的配慮に係る措置の内容に関する話合い 

3. 合理的配慮の確定 

合理的配慮の手続きにおいて、障害者の意向を確認することが困難な場合、就労支援機関の職員等

に当該障害者を補佐することを求めても差し支えありません。 

過過重重なな負負担担

合理的配慮の提供義務については、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は除くこと

としています。 

事業主は、合理的配慮に係る措置が過重な負担に当たるか否かについて、以下の６つの要素を総合的

に勘案しながら、個別に判断してください。 

① 事業活動への影響の程度 ② 実現困難度 ③ 費用負担の程度 

④ 企業の規模 ⑤ 企業の財務状況 ⑥ 公的支援の有無 

事業主は、障害者から申出があった措置が過重な負担に当たると判断した場合には、当該措置を実施

できないことを当該障害者に伝えるとともに、当該障害者の求めに応じて、当該措置が過重な負担に当

たると判断した理由を説明する必要があります。

また、事業主は、障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範

囲で合理的配慮に係る措置を講ずる必要があります。
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選選考考基基準準・・選選考考方方法法

□ 採用職種の職務（仕事）を遂行するために必要な条件を基準とした公平なものとなっていますか。 

身体条件、知識、技能、履修科目等のうち、職務（作業）遂行上必要な条件は何か、明確になってい

ますか。 

□ 選考基準に適合しているか否か、公平に評価する方法がとられていますか。一つの方法だけで評価し

ていませんか。 

□ 過去の慣習、経験のみにとらわれず、潜在的な資質や長所を積極的に見出すような配慮がなされてい

ますか。 

 

募募集集・・応応募募書書類類

□ 求人票、求人要項は、採用方針、採用計画等に基づき正しく記載されていますか。 

□ 中卒者については「職業相談票〔乙〕」、高卒者については「全国高等学校統一応募用紙」以外の応募

書類を要求していませんか。 

□ 戸籍謄（抄）本を要求したり、本籍地等差別につながる事項を調査したりしていませんか。 

□ 新規学卒者以外の応募者から提出させる履歴書は厚生労働省履歴書様式例を参考としたものを使用

していますか。 

 

選選考考のの内内容容

（（ ）） 学学科科試試験験（（作作文文をを含含むむ））

□ 学科試験は、作業を遂行するために必要な知識をもっているかどうかを判断するために実施していま

すか。 

□ 作文のテーマに「私の生い立ち」「私の家族」といった本人の家庭環境に係るものや、思想、信条を

推測するものを課していませんか。 

 

（（ ）） 適適性性検検査査

□ 適性検査をその目的以外に使用していませんか。 

□ 適性検査の実施や判定及びその利用には専門的知識のある人が当たっていますか。 

□ いわゆるテスト業者に依存し、その結果や報告をうのみにしていませんか。 

 

（（ ）） 面面接接

□ 面接によって判断する目標が明らかになっていますか。 

□ 外面的な容姿、態度等にとらわれず、客観的に判断できる方法、基準が確立されていますか。 

□ 質問内容について、十分検討がなされていますか。 

思想、信条、宗教、支持政党を聞き取ることも応募者の適性、能力の判断に誤りをきたすだけでなく、
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基本的人権を侵すことになりますので、質問項目から除外してください。 

□ 被面接者の基本的人権が十分に尊重されていますか。 

□ 面接は適切な人が担当していますか。 

（面接技術、観察力、言葉が明瞭、偏見がない、感情に左右されない。） 

□ 書面から読み取れる内容や印象のみで判断を行いがちになる書類選考のみで、採用選考を行っていま

せんか。 

（中学生・高校生は書類選考のみでなく、面接試験を実施してください。） 

 

（（ ）） 身身元元調調査査

□ 応募者の本籍地、生活状況、家族状況、思想・信条等を調べる調査は就職差別です。 

採用に関する身元調査は絶対に行わないでください。 

 

（（ ）） 健健康康診診断断（（血血液液検検査査等等））

□ 採用選考を目的として、健康診断の検査項目について必要性を検討することなく、画一的に健康診断

を実施することは、応募者の適性を判断するうえで関係のない個人情報を得ることになり、結果とし

て就職差別につながるおそれがあります。 

□ 新規学卒者の採用選考時に、画一的に「血液検査」や「尿検査」等の健康診断を実施する事業所が見

受けられますが、応募者の適性と能力を判断するうえで必要不可欠であるか慎重に検討するとともに、

実施する場合は、誰もが納得できる理由を示すことが必要です。 

□ なお、労働安全衛生法、及び労働安全衛生規則に定められている「雇入れ時の健康診断」は、常用労

働者を雇い入れた際の適正配置、入職後の健康管理に役立てるために実施するものであって、採用選

考時に実施することを義務付けたものではありません。 

 

～～ウウイイルルスス性性肝肝炎炎ににつついいてて～～

ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させたりす

ることは考えられず、また多くの場合肝機能が正常である状態が続くことから、基本的に就業に当たっ

ての問題はありません。肝炎ウイルスの持続感染者等に対する差別は、偏見を基礎にしたものであると

いえます。 

採用選考時において、肝炎ウイルス検査（血液検査）を含む合理的必要性のない「健康診断」を実施す

ることは、結果として肝炎ウイルスの持続感染者等に対する就職差別につながるおそれがあります。 

～～色色覚覚検検査査のの廃廃止止等等ににつついいてて～～

色覚検査において異常と判別された方であっても、大半は支障なく業務を行うことが可能であること

が明らかになってきており、また、色覚検査において異常と判別される方について、業務の特別の支障が
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ない場合にも、事業主が採用を制限する事例も見受けられることから、厚生労働省としては、雇入時健康

診断の健康項目としての色覚検査を廃止しております。 

労働者を雇い入れる際には、「色覚異常は不可」などの求人条件をつけるのではなく、色を使う仕事の

内容を詳細に記述するとともに、採用選考時の色覚検査を含む健康診断については、職務内容との関連

でその必要性を慎重に検討し、就職差別につながらないように注意してください。 

 

採採否否のの決決定定（（内内定定））

□ 公平な採用結果であるか、応募者の能力、適性を総合的に評価しているかどうかの再点検をしていま

すか。 

□ 不採用にする場合は、その理由を明確にしていますか。 

□ 採用した場合は、その理由を明確にしていますか。 

□ 採用した場合の就職承諾書に、企業側の一方的な考え方による取消し、留保条件を付けていませんか。 

□ 性別による理由で、採否を決定していませんか。 

 

採否の決定は、企業にとっても、また応募者にとっても極めて重要な結果をもたらすものですから、そ

の決定に当たっては公平な選考であったか、応募者の能力等を総合的に評価しているかなどの点につい

て慎重に検討してください。 

採否の結果はすみやかに通知されなければなりませんが、不採用にした場合には、その理由を本人や学

校から質問されたとき明確な説明ができるようにしておくことが必要です。 

また、採用通知を行ってから就職（入社）承諾書を求める際、会社側に都合のよいような取り消し、あ

るいは、留保条件をつける例がよく見受けられます。新規学卒者の場合、採用決定から入社に至るまでか

なりの期間がありますので、その間に不測の事態が起こる可能性もありますが、もし、起きた場合には、

会社、本人及び学校の三者で協議して対策を考えればよいことです。事前、また、一方的にこのような条

件をつけることは避けるようにお願いします。 

 

採採用用決決定定（（内内定定））以以後後

□ 入社の際、戸籍謄（抄）本、住民票等の提出を画一的に義務づけていませんか。 

□ 従業員の一人ひとりに至るまで、人権問題を正しく認識し、理解していますか。 

□ 労働者に身元保証書の提出を求め、必要以上にプレッシャーを与えていませんか。 

 

なお、採用後における関係書類の記載については、労働基準法や労働安全衛生法に基づくものについて

も「住民票記載事項の証明書」を備えれば足りることとされていますし、冠婚葬祭等に際して慶弔金など

の支給について確認するため住民票が必要となった場合には、その使用目的を本人に十分説明のうえ提

示を求め、確認後はすみやかに返却するようにしてください。  
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求求職職者者等等のの個個人人情情報報のの取取りり扱扱いいににつついいてて

職業安定法では、労働者の募集業務の目的の達成に必要な範囲内で募集に応じて労働者になろうとす

る者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨を規定しています。 

また、併せて、法に基づく指針が公表され、原則として収集してはならない個人情報等を規定していま

す。 

 

（（ ）） 次次のの個個人人情情報報のの収収集集はは原原則則ととししてて認認めめらられれまませせんん。。

□ 人権、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項 

○ 家族の職業、収入、本人の資産等の情報 

○ 容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報 

□ 思想及び信条 

○ 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書 

□ 労働組合への加入状況 

○ 労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報 

 

（（ ）） 個個人人情情報報のの収収集集はは、、本本人人かからら直直接接又又はは本本人人のの同同意意をを得得てて収収集集すするるここととがが原原則則でですす。。

 

（（ ）） 違違反反ししたたととききはは

□ 違反行為をした場合は、職業安定法に基づく改善命令を発出する場合があります。 

□ 改善命令に違反した場合は、罰則（6 箇月以下の懲役、または 30 万円以下の罰金）が科せられる場合もあ

ります。 

 

労働者の募集を行うものは募集形態の如何（直接募集、文書募集、委託募集）を問わず、法及び指針を

遵守して行わなければなりません。 

しかしながら、就職差別を未然に防止し、公正な採用選考を図るためには、この規定、指針だけを遵守

すればよいというものではありません。 

本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項等本人の適性・能力以外のことを採用基準にするこ

と、不適当な募集・応募書類の使用、身元調査等は就職差別につながるおそれがあるということを十分に

認識いただき、今後とも、公正な採用選考システムの確立を図れるよう、さらに積極的な取り組みをお願

いします。 
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千千葉葉県県ににおおけけるる公公正正採採用用選選考考にに係係るる不不適適正正事事案案通通報報
にに対対すするる事事案案確確認認・・指指導導内内容容（（近近年年発発生生分分））

（高卒求人）

事事業業所所 事事 案案 事事実実確確認認・・指指導導等等

A 応募の事前アンケートに、家族構成、友人
数、尊敬する人物等の項目があった。

今後は「全国高等学校統一応募用紙」以
外のアンケートの提出をもとめないこ
と、質問内容は応募者の適性と能力を
判断するための事項とするよう指導し
た。

B 面接時に家族構成についての質問をした。 面接時は業務を行う上での適性と能力
以外の質問をしないよう指導した。

C
面接時に親族の職業、家族構成、数年前に
引っ越しをしている理由等について質問
された。

応募者の基本的人権を尊重し、適性・能
力を判断する項目のみとするよう指導
した。

D
作文のテーマの一つが「尊敬する人とその
理由」となっていた。また、求人票に記載
されていなかった実技試験が実施された。

作文のテーマは一般的なものであると
深く考えずに設定したもの、実技試験
は採用後の適性を判断するために課し
たものであることを確認し、今後は就
職差別につながるおそれのある内容と
しないこと、また、実技試験について実
施する場合は、求人票にあらかじめ記
載するよう指導した。

E 「全国高等学校統一応募用紙」の他に「自
己紹介カード」の提出を求められた。

今後は「全国高等学校統一応募用紙」以
外の書類の提出を求めないこととする
よう指導した。

F

職場見学の際に「持病がある」との開示
したところ、応募の際、具体的な理由を
伝えられずに診断書の提出を求められ
た。

健康診断や診断書の提出については、
合理的かつ客観的に必要がある場合を
除いて実施しないこと。
また、法令に基づく等真に必要な場合
であっても、応募者にあらかじめ必要
な理由を十分に説明したうえで実施す
ることが求められる。
理由を明確にせずに個人情報を取得す
る行為は、応募者に不信感や動揺を与
え、面接結果に影響を及ぼす可能性や、
無意識のうちに選考側に予断と偏見が
生じる恐れがある。
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３３ 募募集集・・採採用用にに当当たたっってて知知っってておおききたたいい男男女女雇雇用用機機会会均均等等法法

男女雇用機会均等法（以下、「均等法」という。）は、労働者の募集及び採用における性別による差別を

禁止し、男女均等な取扱いを求めています。男女で異なる取り扱いをすることは、原則として禁止されて

います。

また性別以外の事由を要件とするものについては、合理的な理由がない場合には、間接差別として禁

止されています。

１１ 募募集集・・採採用用にに当当たたりり均均等等法法上上留留意意いいたただだききたたいい事事項項

 募募集集・・採採用用にに係係るる性性別別にによよるる差差別別のの具具体体的的なな内内容容

次のような措置を講じることは、均等法第 5条により禁止されます。 

① 募集又は採用に当たって、その対象から男女いずれかを排除することの例 

・ 事務職には女性のみ、営業職には男性のみ等、一定の職種について募集・採用の対象を男女の

いずれかのみとする。 

・ 正社員には男性のみ、パートタイマーには女性のみ等、一定の雇用形態について募集・採用の

対象を男女のいずれかのみとする。 

「ウエイター」「○○レディ」等男女のいずれかを表す職種の名称を用いて募集・採用をする（対

象を男女のいずれかのみとしないことが明らかである場合を除く）。 

・ 募集・採用に当たり、「男性歓迎」「女性向き職種」等の表示を行う。 

・ 男女ともに募集の対象としているが、応募の受付や採用の対象を男女のいずれかのみとする。 

・ 派遣元事業主が、一定の職種について派遣労働者になろうとする者を登録させるに当たって、

その対象を男女のいずれかのみとする。 

② 募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすることの例 

・ 女性のみ未婚であること、子がいないこと、自宅通勤などを条件とし、またはこれらの条件を

満たすものを優先する。 

・ 男性のみ長髪、ピアス不可などの条件をつける。 

③ 採用選考において、能力及び資質の有無等で判断する場合に、その方法や基準について男女で異

なる扱いをすることの例 

・ 採用選考に当たって実施する筆記試験、面接試験の合格基準が男女で異なる。 

・ 男女で異なる採用試験を実施する。 

・ 男女のいずれかのみ採用試験を実施する。 

・ 面接において、女性にだけ出産後の就業継続意思を質問する。 

・ 面接において、男性にだけ幹部候補となる意欲を聞く。 

④ 募集又は採用に当たって男女のいずれかを優先することの例 

・ 採用の基準を満たす者の中から男女いずれかを優先して採用する。 

・ 「男性 5人、女性 5人採用」等男女別の採用予定人数を設定し、募集・採用する。 
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・ 男女いずれかについて採用する最低の人数を設定し、または設定した人数に従って採用する。 

⑤ 求人の内容の説明等募集または採用に係る情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること

の例 

・ 会社説明会やセミナーの開催案内を男女のいずれかのみに送付する。 

・ 会社説明会やセミナーで配付する資料の内容や送付時期等が男女で異なる。 

・ 会社説明会やセミナーの実施日や会場が男女で異なる。 

 

 募募集集・・採採用用にに係係るる間間接接差差別別のの具具体体的的なな内内容容

間接差別とは・・・ 

「性別以外の事由を要件に、一方の性の構成員に他の性の構成員と比較して相当程度の不利益を与え

るものを、合理的な理由がなく講じること」をいいます。 

次の措置は、合理的な理由がない場合、間接差別として禁止されます。 

① 労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。 

（合理的な理由がない場合の例） 

・ 業務に不必要な身長・体重・体力要件を基準に選考を行う。 

② 労働者の募集もしくは採用、昇進または職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることが

できることを要件とすること。 

（合理的な理由がない場合の例） 

・ 広域にわたり展開する支店、支社等がないにもかかわらず、「全国転勤に応じられること」を

要件とする。 

・ 広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、家庭の事情等で本人が転勤を希望した場合を

除き、転居を伴う転勤の実態がほとんどない場合 

（注）上記の例に該当しない事項であっても、男女異なる取扱いは禁止の対象となることがあります。 

  

２２ 均均等等法法ののポポイインントト

（（１１）） 雇雇用用管管理理のの各各スステテーージジににおおけけるる性性別別をを理理由由ととすするる差差別別のの禁禁止止（（均均等等法法第第 条条、、第第 条条））

募集・採用、配置（業務の配分及び権限の付与を含む）・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、

職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について、性別を理由とする差別

をしてはなりません。 

（（２２）） 間間接接差差別別のの禁禁止止（（均均等等法法第第 条条））

上記 1の（2）の他、「労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること」に合理的

な理由がない場合、間接差別として禁止されます。 

（（３３）） 婚婚姻姻・・妊妊娠娠・・出出産産等等をを理理由由ととすするる不不利利益益取取扱扱いいのの禁禁止止（（均均等等法法第第 条条））

・婚姻、妊娠、出産を退職理由とする定めをしてはなりません。 

・婚姻を理由とする解雇をしてはなりません。 
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・妊娠、出産、産前産後休業を取得したこと、労働基準法により母性保護措置を受けたこと、妊 

娠・出産に起因する能率低下などを理由とする解雇、その他不利益取扱いをしてはなりません。 

・妊娠中・産後 1年以内の解雇は、事業主が妊娠等による解雇でないことを証明しない限り無効 

となります。 

 

（（４４）） 職職場場ににおおけけるるセセククシシュュアアルルハハララススメメンントト対対策策（（均均等等法法第第 条条））及及びび妊妊娠娠・・出出産産等等にに関関すするるハハララ

ススメメンントト対対策策（（均均等等法法第第 条条のの ））

・職場におけるセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメントの防止のため

に雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。 

また、就職活動中の学生等の求職者に対する言動についても、必要な注意を払うよう努め、セク

シュアルハラスメントの防止のための対応の徹底をお願いします。  

 

（（５５）） 母母性性健健康康管管理理措措置置（（均均等等法法第第 条条、、第第 条条））

・妊産婦が保健指導・健康診査を受けるために必要な時間を確保しなければなりません。 

・妊産婦が保健指導・健康診査に基づく主治医等の指導事項を守ることができるようにするため 

に必要な措置を講じなければなりません。 

（例）時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業等 

 

（（６６）） ポポジジテティィブブ・・アアククシショョンン（（均均等等法法第第 条条、、第第 条条））

「ポジティブ・アクション」とは、固定的な性別による役割分担意識や過去の経緯から、男女労働 

者の間に事実上生じている差があるとき、それを解消しようと、企業が行う自主的かつ積極的な取 

組みのことです。 

「ポジティブ・アクション」として講じられる具体的措置としては、「女性のみ」又は「女性優遇 
の措置」と男女双方を対象として行う措置の両方がありますが、このうち「女性のみ」又は「女性 
優遇」の措置について事業主が講ずることができるのは、一の雇用管理区分において、男性労働者 
と比して、女性労働者が相当程度少ない状況に限られます。 
相当程度少ないとは、日本の全労働者に占める女性労働者の割合を考慮して、４割を下回っている 
ことをいいます。４割を下回っているかについては、雇用管理区分ごとに判断します。 
単に女性を採用したいという理由だけで女性を「優遇」することは、格差の是正を目的としてい

ないため、均等法違反になります。  

 

男女雇用機会均等法に関するお問い合わせは、 

千千葉葉労労働働局局 雇雇用用環環境境・・均均等等室室 へどうぞ 

〒260-8612 千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第二地方合同庁舎 1階 

TEL 043-221-2307 
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４４ 労労働働者者派派遣遣事事業業ととはは

労働者派遣とは、「派遣元の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労

働に従事させること」をいいます。労働者派遣を業として行うには、厚生労働大臣の許可を受け

なければなりません。

（（１１））労労働働者者派派遣遣事事業業をを行行ううここととががででききなないい業業務務ととはは

以下の業務について、労働者派遣事業を行うことはできません（適用除外業務）。

① 港湾運送業務

② 建設業務

③ 警備業務

④ 病院等において行われる医療関係業務（紹介予定派遣や産前産後休業の場合等は可能） 
また、適用除外業務以外にも労働者派遣を行ってはならない以下の業務があります。

⚫ 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の

締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

⚫ 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務

⚫ 公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務（それぞれ一部の業務

を除きます。）

⚫ 建築士事務所の管理建築士の業務

（（２２））派派遣遣のの期期間間制制限限ととはは

派派遣遣先先事事業業所所単単位位のの期期間間制制限限とと派派遣遣労労働働者者個個人人単単位位のの期期間間制制限限ががあありりまますす。。派遣先は、派

遣先の事業所その他就業場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期

間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。

ただし、※以下の①～⑤は例外として期間制限の対象外となります。

≪≪事事業業所所単単位位≫≫

派遣先の同一の事業所に対して派遣できる期間（派遣可能期間）は原則３年が限度です。

ただし、派遣先が３年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数

労働組合等から意見を聴く必要があります。

≪≪個個人人単単位位のの期期間間制制限限（（組組織織単単位位））≫≫

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位（いわゆる「課」などを想定）

に対し派遣できる期間は、３年が限度です。

派遣元 派遣先

派遣労働者

労働者派遣契約 

雇用関係 指揮命令関係 
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「「事事業業所所」」、、「「組組織織単単位位」」のの定定義義

事事業業所所

・工場、事務所、店舗等、場所的に独立していること

・経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立しているこ

と

・施設として一定期間継続するものであること

などの観点から、実態に即して判断されます。

※※雇雇用用保保険険のの適適用用事事業業所所にに関関すするる考考ええ方方とと基基本本的的ににはは同同一一でですす。。

組組織織

単単位位

いわゆる「課」や「グループ」など、

・業務としての類似性、関連性があり、

・組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有する

ものとして、実態に即して判断されます。

※以下の場合には、派遣受入期間の制限はありません。

① 派遣労働者が無期雇用労働者の場合

② 派遣労働者が 歳以上の者である場合

③ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了するこ

とが予定されているものについて労働者派遣の役務の提供を受ける場合

④ 日数限定業務（ か月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ、月

日以下であるもの）例えば、書店の棚卸し業務等が想定される。

⑤ 産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務

（（３３））不不合合理理なな待待遇遇差差ををななくくすすたためめのの規規定定のの整整備備

派遣元事業主は、以下の①または②の待遇決定方式により公正な待遇を確保しなければなりま

せん。

① 【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇

《「均等待遇」の内容》

イ 職務の内容（※）

ロ 職務の内容・配置の変更範囲 が同じ場合には差別的取扱いを禁止

《「均衡待遇」の内容》

イ 職務の内容（※）

ロ 職務の内容・配置の変更範囲

ハ その他の事情 の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止

（※）職務の内容とは、「業務の内容」＋「責任の程度」をいいます。

② 【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

過半数労働組合又は過半数代表者（過半数労働組合がない場合に限ります）と派遣元事

業主との間で一定の事項を定めた労使協定を書面で締結し、労使協定で定めた事項を遵守

しているときは、一部の待遇を除き、この労使協定で待遇が決定されることになります。

（（４４））日日雇雇派派遣遣はは原原則則禁禁止止
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日雇労働者 派遣元事業主との労働契約が 日以内の労働者 を派遣することはできません。

【以下の①、②のいずれかに該当する「業務」、「場合」は例外】

①派遣労働者の行う「業務」が専門業務（労働者派遣法施行令第 条 項）に限る場合

②派遣労働者自身が次の「場合」、

・ 歳以上の者

・雇用保険の適用を受けない学生

・副業として従事する人（生業収入が 万円以上の人に限る）

・主たる生計者以外の人（世帯収入が 万円以上の人に限る）

（（５５））離離職職ししたた労労働働者者ににつついいててのの労労働働者者派派遣遣のの禁禁止止

派遣元事業主は、離職した労働者（ 歳以上の定年退職者を除く）を離職後１年以内に元の

勤務先へ派遣労働者として派遣することはできません。

（（６６））労労働働契契約約申申込込みみみみななしし制制度度ととはは

労働者派遣の役務の提供を受ける者が以下の違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣

先から派遣元事業主との労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約が申し込まれたもの

とみなされ、派遣労働者が承諾した時点で労働契約が成立します。（労働者派遣法第 条の ）。

≪≪対対象象ととななるる違違法法派派遣遣≫≫

①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合

②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合

③事業所単位または個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合

④いわゆる偽装請負の場合

（（７７））派派遣遣元元事事業業主主ののママーージジンン率率ななどどのの情情報報提提供供ににつついいてて

派遣元事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとに、次の①～⑦に関する事項について、

インターネットなどにより情報の提供を行わなければなりません。

① 派遣労働者の数

② 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数

③ 労働者派遣に関する料金の額の平均額

④ 派遣労働者の賃金の額の平均額

⑤ マージン率

⑥ キャリア形成支援制度に関する事項

⑦ 労働者派遣法第 条の 第 項の労使協定（ の ②の労使協定）を締結しているか

否かの別等

（労働者派遣に関する料金の平均額 － 派遣労働者の賃金額の平均額）

労働者派遣に関する料金額の平均額

ママーージジンン率率＝
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５５ 職職業業紹紹介介事事業業ととはは

職業紹介とは、求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立

をあっせんすることをいいます。

なお、「あっせん」とは、求人者と求職者との間をとりもって雇用関係の成立が円滑に行われる

ように第三者として世話をすることをいいます。

（（１１））職職業業紹紹介介事事業業のの種種類類

①①有有料料職職業業紹紹介介事事業業

営利を目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関し、対価を徴収して行う職業紹介事

業は有料職業紹介事業となり、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

ただし、港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業を求職者に紹介してはなりません。

②②無無料料職職業業紹紹介介事事業業

職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいい、

厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

また、学校、特別の法律により設立された法人のうち一定のものは、厚生労働大臣に届け出

ることにより行うことができます。

（（２２））職職業業紹紹介介事事業業のの実実績績等等のの情情報報提提供供

職業紹介事業者は、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」において、職業紹介の実績に関

する事項（各年度の就職した者の数、手数料に関する事項等）について情報提供が義務付けられ

ています。

求 職 者 求 人 者

紹介事業者

雇用契約 

求人申込 
紹介あっせん 

求職申込 

労働者派遣事業及び職業紹介事業に関するお問い合わせは、 
千葉労働局職業安定部需給調整事業課 へどうぞ 
千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第二地方合同庁舎 3 階 ℡043-221-5500 

 
※労働者派遣事業、職業紹介事業の詳細については、 
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp からご覧になれます。 
 

労働者派遣事業・職業紹介事業 検索 
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Ⅳ 各種様式・参考資料



様式１

（通勤） （住込） （不問）

  無　・ 有（ ）

〒（　　　－　　　　） 仕事の内容

〒（　　　－　　　　）

求人条件にかかる特記事項

億 労働組合

年 万円 就業規則 　勤務先までの時間　　　　分

 有（　　　　　歳）　・無

① ② （交通手段 ）

③ ・無

月 日

月 日以降随時

書類選考・面接選考

その他（　　　　　　　　）

（事業所の特色、労働条件、福利厚生施設など）

通勤 通勤 通勤 （職場見学、職場実習の受入の可否）

住込 住込 住込

年 回

合計 カ月分

皆勤 一般労働者の昨年度実績
精勤

円 年 回

円 合計 カ月分

有（最低資格　　　年）・　無

３

賃

金
（

確
定
・
現
行
賃
金

）

求人連絡総数 所 人

採
用
・

受
理
・
確
認
印

資 本 金

午前　　時　　分～午後　　時　　分　変形労働時間制　有・無

午前　　　　分・昼　　　　分・午後　　　　分・計　　　　　分

安定所 求人連絡数

有 ・無
　時　　分～　時　　分

11赴任 入社日 赴任旅費　　　　年　　月　　日定期的に支払われる賃金 賃金から控除するもの

求

人

連

絡

安定所 求人連絡数安定所 求人連絡数 安定所 求人連絡数

学校名

時間配慮　有（賃金支払　有・無）・　無　　通学時間　　　分

　健康・厚生・雇用・労災・退職金共済・財形

特別に支払われる手当
新規学卒者の昨年度実績

・無有
　独立の宿舎（有・無）入居（可・否）１部屋　 人・一人当たり　　畳

採 否 決 定

可

通学費用の企業負担

所 在 地

就 業 場 所
現 場 ・ 店

応
募
・
選
考

休 日

週 休 ２ 日 制

有 給 休 暇

９
通
学

就 業 時 間

休 憩 時 間

交 替 制

事 業 所 名
（ ま た は 氏 名 ）

人（男　　　　　人・女　　　　　人）

平成14年４月１日改訂

中　卒　用　求　人　票
※応募にあたって提出する書類は「統一応募書類」に限られています。

　

従

業

員

数

常

用

（ふりがな）

生 産 品 目
事 業 内 容

作

業

内

容

等

８
福
利
厚
生
等

加入保険等

宿 舎

定 年 制

創 業

当事業所

企業全体

人（男　　　　　人・女　　　　　人）

５求人数

雇用の期間の定め

職種

１

求

人

者

２

就
業
時
間
・
休
日
等

有・無

有・無

選 考 月 日

選 考 方 法

選 考 旅 費 有　・　無

有　・　無

　時　　分～　時　　分

入社時　　日・6カ月後　　日・最高　　年　　カ月後　　日

賃金形態

（完全・隔週・その他（　　　　　　　　　　　））

食 費

（ 食 分 ）

手取額
①―②

② 控 除 額
合 計

税 金
　

補

　
足
　

事
　

項

円円

円 円

円

宿 舎 費

定期昇給

手当

手当

雇
用
保
険

適
用
事
業
所

手当 円

退職金

通勤手当
全 額

定額(最高　　円まで)

　  月 　 日～　 月 　日

     月 　 日以降随時

　  月 　 日　　

     　　　　　　　 日後　　

円 円

円

円

円

賞 与

日曜・祝日・土曜　　　　曜日・月　　　回

基本給

有 ・無

締 切 日

支 給 日

受 付 期 間

選 考 場 所

①合 計

採用者数

離職者数

特

記

事

項

受
付
番
号

産
業
分
類
番
号

職
業
分
類
番
号

番
号

離
職
状
況

 事　業　所　名
 代　表　者　名

人 人 人

（　   　　　）線（　　　　）駅から・バス・徒歩（　　　）分

（　　   　　）線（　　　　）駅から・バス・徒歩（　　　）分

　時　分～　時　分
・否

社 会 保 険 料 円

採用事務担当者

月　　給
日　　給
日給月給
時　   給
そ  の  他

（日給のとき　　日で換算）

手当 円

手当 円

手当 円

年　　回・合計　　　　　円

有（入学金・教科書代・授業料月額         　　　円・交通費）

年3月卒 年3月卒 年3月卒

日

日

　　　　部　　　　課(役職)        　氏名
  　　　　 電　話  　　（　　　　）　　　　　内線

  　　　  　F A X　　　（　　　　）
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年
月

日

③ ※ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ※
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
大

卒
又

は
高

卒
の

求
人

を
申

し
込

む
場

合
は

、
求

人
申

込
書

（
大

卒
、

高
卒

）
の

該
当

欄
に

記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

人

雇
用
保
険
適
用
事
業
所
番
号

※
　
④
に
つ
い
て
は
、
雇
用
形
態
に
関
わ
ら
ず
企
業
全
体
に

お
け

る
割

合
を

示
し

て
い

ま
す

。

記
入
日
：

令
和

求
人

番
号

有
 
・

 
無

有
 
・

 
無

有
 
・

 
無

有
 
・

 
無

有
 
・

 
無

前
年

度
2
年

度
前

％

３
　
職
場
へ
の
定
着
の

促
進

に
関

す
る

取
組

の
実

施
状

況

時
間

平
均
継
続
勤
務
年

数

従
業
員
の
平
均
年

齢
（

参
考

値
と

し
て

、
可
能
で
あ
れ
ば
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

研
修
の
有
無
及
び

そ
の

内
容

自
己
啓
発
支
援
の

有
無

及
び

そ
の

内
容

年 歳

２
　
職
業
能
力
の
開
発

及
び

向
上

に
関

す
る

取
組

の
実

施
状

況

時
間

日
日

役
員
及
び
管
理
的

地
位

に
あ

る
者

に
占

め
る

女
性

の
割

合

女
性

メ
ン
タ
ー
制
度
の

有
無

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
制

度
の

有
無

及
び

そ
の

内
容

人
人

人
人

企
業

全
体

の
情

報
【
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】
に
関
す
る
情
報

人
2
年

度
前

前
年

度
2
年

度
前

3
年

度
前

人

① ②

直
近
３
事
業
年
度

の
新

卒
者

等
の

採
用

者
数

直
近
３
事
業
年
度

の
新

卒
者

等
の

離
職

者
数

直
近
３
事
業
年
度

の
新

卒
者

等
の

採
用

者
数

（
男

性
）

直
近
３
事
業
年
度

の
新

卒
者

等
の

採
用

者
数

（
女

性
）

企
業

全
体

の
情

報

2
年

度
前

人

3
年

度
前

人

１
　
募
集
・
採
用
に
関

す
る

情
報

前
年

度

人
人

3
年

度
前

前
年

度

前
年

度

青
少

年
雇

用
情

報
シ

ー
ト
（
企
業
全
体
で
の
【
　
正
社
員
 
／
 
正
社
員
以
外
　
】
に
関
す
る
情
報
で
す
）

役
員

％

管
理
職

／
人

男
性

人

人
人

人
人

事
業
所
名

／
人

男
性

／
前
事
業
年
度
の
育

児
休

業
取

得
者

数
／

出
産

者
数

※
海
外
支
店
等
に
勤
務
し
て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
除
外
し
た
情
報
と
な
り
ま
す

／
人

前
年

度

女
性

人

人
3
年

度
前

年 歳

2
年

度
前

2
年

度
前

【
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】
に
関
す
る
情
報

3
年

度
前

人 人

3
年

度
前

3
年

度
前

社
内
検
定
等
の
制

度
の

有
無

及
び

そ
の

内
容

前
事
業
年
度
の
月

平
均

所
定

外
労

働
時

間

前
事
業
年
度
の
有

給
休

暇
の

平
均

取
得

日
数

人
人

前
年

度
2
年

度
前

2
年

度
前

3
年

度
前

前
年

度

人

人人
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中学校

３ ４
２

５

（郵便番号　　　－　　　）

８ ９

６

７

　　　　　年　　　月　　　日 中学校長

（所在地）

（郵便番号） （電話番号） 印

責 任 感 公正･公平

出
席
状
況

備　考

２ 創 意 工 夫

学年 欠席日数 主　な　理　由
聴　力

右

１
左

健康･体力
の 向 上

〔　　　〕段階評価 ３段階評価 左 （　　　）

自主･自律 勤労･奉仕

外 国 語

視　力
右 （　　　）

思いやり･
協 力技 術 ・ 家 庭

身

　
　
体

　
　
状

　
　
況

体　　　重
行
　
　
動
　
　
の
　
　
記
　
　
録

　　　　年　　月　　日 行動の
状　況

保 健 体 育 身　　　長
基 本 的 な
生 活 習 慣

理 科

音 楽

美 術

国 語
特

別

活

動

総
合
的
な
学
習
の
時
間

趣

味

・

特

技

社 会

現
住
所

必 修 教 科 名 ３学年 選 択 教 科 名 ３学年

１　　　学　　校　　名
応　　募　　書　　類 写

真

貼

付

（ 中 職 業 相 談 票 〔乙〕）
ふりがな 性

　
別

生
年
月
日

年 月 日生

公共職業安定所

公 共 心 ･
公 徳 心

３

3　本人の長所・推薦事由等

氏
名 （満 歳）

項　目
行動の
状　況

項　目

学

　
　
業

　
　
成

　
　
績

数 学

　視力欄にＡ～Ｄが記入されている場合、
　Ａ：1.0以上、Ｂ：1.0未満0.7以上、Ｃ：0.7
　未満0.3以上、Ｄ：0.3未満を表す。

本人の特長を示すものに○印を付
けるものとする。

生命尊重･
自 然 愛 護

（担当者印）

※安定所記載欄 受 付 番 号受 付 番 号
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様式１６

１１　　７７月月～～９９月月のの実実施施予予定定日日

○　７月～９月までの実施予定日全てに（①)のように印をつけていってください。

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

２２　　1100月月以以降降のの実実施施予予定定日日

○　該当する項目に印（レ）を入れ、特定予定日に実施する場合は特定予定日を記入して

　　ください。

□　予定なし

□　随　時

□　特定予定日

３３　　そそのの他他

◇　事業所連絡先

応募前職場見学実施予定表

７　月 ８　月 ９　月

電 話 番 号

※安定所記入欄：求人番号

（ 事 業 所 名 ）

（連絡先担当部署）

（ 連 絡 先 担当 者）

担 当 者 氏 名
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様式 17 

 会社名：  

 

職場見学確認書 

 

見学日   年   月   日（   曜日） 

学校名 

 

生徒氏名 希望職種 求人番号 参加 

    

    

    

    

    

 

◇ 上記生徒のうち、参加欄に「○」を付けた生徒は、確かに当社を見学しました。 

担当（役職名） 

ご 氏 名 
 

学校への連絡  

（注） 当日に訪問しました生徒の氏名（同日に複数の職場見学を行ったときは複数

の氏名）を記入してください。 

 特に、学校へ伝える事項がある場合は「学校への連絡」欄に記入してください。 
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（
応

募
書

類
　

　
そ

の
１

）

　
　

　
履

　
　

　
　

　
歴

　
　

　
　

　
書

　
　

　
　

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

現
在

ふ
り

が
な

性
別

氏
　

名

ふ
り

が
な

〒

ふ
り

が
な

〒

　
　

　
　

　

全
国

高
等

学
校

統
一

用
紙

（
文

部
科

学
省

、
厚

生
労

働
省

、
全

国
高

等
学

校
長

協
会

の
協

議
に

よ
り

平
成

1
7
年

度
改

定
）

　
　

写
真

を
は

る
位

置

　
　

　
（
３

０
×

４
０

m
m

）

資 　 　 格 　 　 等

取
　

得
　

年
　

月
資

　
格

　
等

　
の

　
名

　
称

備 考

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
 　

  
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

生
年

月
日

 昭
和

　
・
　

平
成

  
 　

　
  

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

 　
日

 生
  

（
満

　
 　

　
　

歳
）

現
住

所

連
絡

先

（
連

絡
先

欄
は

現
住

所
以

外
に

連
絡

を
希

望
す

る
場

合
の

み
記

入
す

る
こ

と
）

志 　 望 　 の 　 動 　 機

学 　 歴 　 ・ 　 職 　 歴

 平
成

　
　

　
　

 　
　

年
　

  
　

月
 令

和

趣 味 ・ 特 技

 平
成

　
　

　
　

 　
　

年
　

  
　

月
 令

和

校 内 外 の 諸 活 動

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

高
等

学
校

入
学

 平
成

　
　

　
　

 　
　

年
　

  
　

月
 令

和

 平
成

　
　

　
　

 　
　

年
　

  
　

月
 令

和

（
職

歴
に

は
い

わ
ゆ

る
ア

ル
バ

イ
ト
は

含
ま

な
い

）

 平
成

　
　

　
　

 　
　

年
　

  
　

月
 令

和

 平
成

　
　

　
　

 　
　

年
　

  
　

月
 令

和
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（
応

募
書

類
　

　
そ

の
２

）

１
年

２
年

３
年

４
年

性
別

　
入

学

　
（
第

　
　

学
年

）
　

編
入

学
・
転

入
学

教
科

１
年

２
年

３
年

４
年

教
科

１
年

２
年

３
年

４
年

１
年

２
年

３
年

４
年

全
国

高
等

学
校

統
一

用
紙

（
文

部
科

学
省

、
厚

生
労

働
省

、
全

国
高

等
学

校
長

協
会

の
協

議
に

よ
り

平
成

1
7
年

度
改

定
）

　
　

　
調

　
　

　
　

　
査

　
　

　
　

　
書

特 別 活 動 の 記 録

出 　 席 　 状 　 況

欠
　

席
　

日
　

数

欠
　

　
席

　
　

の
主

　
な

　
理

　
由

 昭
和

 ・
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

生

平
成

　
　

　
　

　
　

  
年

　
　

月
令

和

ふ
り

が
な

現 住 所
氏

名
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千葉県高等学校教育研究会進路指導部会の 

「進路指導に関する調査報告」から 

下記の事項は、千葉県高等学校教育研究会進路指導部会が県内公私立高等学校の進路指導担当者

を対象として実施した「進路指導に関するアンケート調査」のうち、就職に関する主なものを抜き

出したものです。 

 高卒者を採用される事業所の皆様におかれましては、「令和 6年度高等学校卒業予定者に係る確

認・申合せ」（66ページ）とともに、下記の事項を参照いただき、高卒者の求人と選考について改

善できる点がありましたら、ご協力くださいますようお願いします。 

〈〈高高等等学学校校よよりり見見たた求求人人者者のの問問題題点点〉〉  

・大卒レベルのものを高卒の形で求人し、実際に受験すると「経験不足」を理由に不合格であっ

た。高校生に「経験」を求めるのは酷だと感じた。

・授業がある日に制服の採寸、研修や入社式を行う企業がある。生徒の入社後を考えると断りづら

い。学習に支障が出るため、3年生が家庭学習期間に入る日以降か休日に統一してほしい。

・選考方法の適性検査の内容について誤解が生じた。企業側は基本的な国英数の問題は適性検査だ

と考え、生徒は学科試験の区分だと捉えていた。求人票に作文の記載がないのに試験があった。

・女性であることを理由に見学の段階で断られた。

・定時制課程という理由で応募前職場見学を断られた。

・採用面接の際、持病について本人が話したところ、「不採用」ではなく、今回の受験は「なかっ

たことに」して欲しいという言い方で連絡を受け困惑している。

・会社見学を終えて履歴書を作成し、面接練習中、会社から不合格の電話が来た。何一つ書類も見

ず試験も行わず見学だけで不合格を出した。企業に怒りを覚えて不信感を募らせた。

・応募から選考結果が出るのに１カ月近くかかり不採用の場合、次の選択肢に不利になる。

・内定後のアルバイト（研修を兼ねて）でパワハラを受ける。必要以上にシフトを入れられるなど

入社前のアルバイトはできればやめてもらいたい。（入社前に辞退になりうる）

・9/16 より前に採用試験日を設定しようとする企業があった。
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（５）採用選考について

生徒の基本的人権を尊重し、「本人の適性と能力」に直接関係のない事項を採否決定の判断基

準とはしないこと。

① 全国高等学校統一用紙制定の趣旨に基づき、「本籍・出生地」「家族」「住宅環境」「家庭環境」

等の就職差別につながるおそれのある質問（社用紙の提出を含む）や調査等は行わないこと。

② 「同和関係者」「障害者」「自認する多様な性」「ひとり親家庭の者」「定時制・通信制在学者」

「外国籍の者」「特定の思想・信条の者」など特定の者を排除することなく、公正な採用選考

を行うこと。

③ 採用選考時における健康診断を実施する場合は、それが応募者の適性と能力を判断する上で

必要不可欠であるか慎重に検討すること。

④ オンラインによる採用選考活動の実施に際しては、生徒や学校等に過度な負担が生じないよ

う個々の事情に配慮し、オンライン対応の可否を選考の基準とする等、不利益な取扱をしな

いこと。

（６）採用選考及び採用結果の通知について

求人者は、採用選考期日、場所、採用結果等を決定次第直ちに学校及び学校を通じて応募者に

文書をもって通知すること（採否については、選考実施後遅くとも７日以内）。

なお、不採用者の応募書類は速やかに学校長あて返送すること。

生徒は、複数社から内定を得た場合、速やかに就職先を決定し、内定の承諾及び辞退を申し出

ること。

（７）採用内定後の提出書類について

求人者は、入社以前に真に必要な書類等を除き提出を求めないこと。

特に戸籍謄本（抄本）等就職差別につながるおそれのある書類は一切提出を求めないこと。

（８）就業開始時期について

就業開始（実習、研修等を含む）時期は、卒業後とすること。

卒業前実習、教育、研修等にあたっては、学校教育に支障をきたすことが考えられるため、入

社後に事業主の指揮命令のもとで実施すること。

なお、事前説明等（※注）でやむを得ず生徒を招集する場合は、学校を通じて確認のうえ、学

事日程に支障のない範囲で宿泊を伴わず、通算３日を超えないものとすること。

※注…企業の行う事前説明のほか、内定式、制服採寸、健康診断等

（９）採用内定取消等の防止について

求人者は、採用内定取消し、入職時期の繰下げ、求人募集の中止及び募集人員の削減を防止す

るため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じること。

なお、やむを得ずこれらの措置を取らざるを得ない事態となった場合には、必ず事前に安定所

及び学校に通知すること。

令和６年３月 日

千葉県高等学校就職問題検討会議

一般社団法人 千葉県経営者協会

千葉県中小企業団体中央会

一般社団法人千葉県商工会議所連合会

千葉県高等学校教育研究会進路指導部会

千葉県職業安定業務研究会職業紹介部会

千葉県総務部学事課

千葉県商工労働部雇用労働課

千葉県教育庁教育振興部学習指導課

千葉労働局職業安定部職業安定課

令令和和６６年年度度高高等等学学校校卒卒業業予予定定者者にに係係るる確確認認・・申申合合せせ

教育機関、経済団体及び行政機関で構成する千葉県高等学校就職問題検討会議は、公平かつ公正な採

用選考の実施を徹底するとともに、就職の機会均等の確保と求人秩序の確立を図り、併せて適切な応

募・推薦が行われるよう下記のとおり確認・申し合わせる。

記

１１ 採採用用選選考考等等のの日日程程ににつついいてて

（１）公共職業安定所（以下「安定所」という。）における求人申込みの受理は６月１日以降とする。

（２）求人者が行う学校への求人申込み（学校訪問等）は７月１日以降とする。

（３）学校が行う求人者への推薦開始（応募書類の到達日）は９月５日以降とする。

（４）求人者による採用選考活動（試験、面接等）は９月 日以降とする。

（５）採用内定の開始は採用選考開始日（９月 日）以降とする。

２２ 採採用用選選考考にに関関すするる留留意意事事項項

（１）求人申込み手続きについて

求人者は、安定所による求人内容等の確認を受け、７月１日以降に安定所から返戻された受

理・確認印の押印のある求人票により学校への求人申込みを行うこと。

なお、求人者がこの手続きによらない場合は、学校は推薦を行わないこと。

（２）文書募集について

文書募集は、７月１日以降に次の条件により行うこと。

① 安定所で確認を受けた求人票の記載内容と異なるものではないこと。

② 広告等への掲載にあたっては、事業所管轄安定所名及び求人番号を記載すること。

③ 応募の受付は、学校または安定所を通じて行うこと。

（３）応募前職場見学について

学校への求人申込み後に実施することとし、実施時期は原則として夏季休業期間中とするなど、

学事日程への影響が少ない時期とすること。オンラインを活用した応募前職場見学を実施する場

合、生徒や学校等に過度な負担が生じないよう個々の事情に配慮すること。

応募前職場見学は採用選考と異なることから、参加の有無を採否の判断基準に含めないことと

し、応募書類をはじめとして生徒に書類を求めることのないようにすること。

また、本人の状況を聴取するなど、採用選考に直接繋がる質問をすることや、採用内定と受け

取られるような発言をしないこと。

（４）求人者への応募について

① 学校は、生徒の推薦にあたっては、「全国高等学校統一用紙（応募書類その１及びその２）」

を使用すること。また、求人者は、全国高等学校統一用紙以外の提出を求めないこと。

② 全国高等学校統一用紙応募書類その１「履歴書」については、生徒が手書き・パソコン等で

の作成を選択するものとし、作成の方法によって不利益な取扱いを行わないようにすること。

パソコン等で作成する様式は、全国統一応募書類（その１）の履歴書の項目やサイズを変更

しないものとする。なお、千葉県内の安定所で受付し確認印が押されている求人票に限る。

③ 推薦開始日から９月末までは、１人１社のみの応募・推薦とすること。

なお、 月１日以降は１人原則２社までの応募・推薦を認めること。

また、他の都道府県の企業に応募・推薦する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申合

せ事項を適用すること。
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（５）採用選考について

生徒の基本的人権を尊重し、「本人の適性と能力」に直接関係のない事項を採否決定の判断基

準とはしないこと。

① 全国高等学校統一用紙制定の趣旨に基づき、「本籍・出生地」「家族」「住宅環境」「家庭環境」

等の就職差別につながるおそれのある質問（社用紙の提出を含む）や調査等は行わないこと。

② 「同和関係者」「障害者」「自認する多様な性」「ひとり親家庭の者」「定時制・通信制在学者」

「外国籍の者」「特定の思想・信条の者」など特定の者を排除することなく、公正な採用選考

を行うこと。

③ 採用選考時における健康診断を実施する場合は、それが応募者の適性と能力を判断する上で

必要不可欠であるか慎重に検討すること。

④ オンラインによる採用選考活動の実施に際しては、生徒や学校等に過度な負担が生じないよ

う個々の事情に配慮し、オンライン対応の可否を選考の基準とする等、不利益な取扱をしな

いこと。

（６）採用選考及び採用結果の通知について

求人者は、採用選考期日、場所、採用結果等を決定次第直ちに学校及び学校を通じて応募者に

文書をもって通知すること（採否については、選考実施後遅くとも７日以内）。

なお、不採用者の応募書類は速やかに学校長あて返送すること。

生徒は、複数社から内定を得た場合、速やかに就職先を決定し、内定の承諾及び辞退を申し出

ること。

（７）採用内定後の提出書類について

求人者は、入社以前に真に必要な書類等を除き提出を求めないこと。

特に戸籍謄本（抄本）等就職差別につながるおそれのある書類は一切提出を求めないこと。

（８）就業開始時期について

就業開始（実習、研修等を含む）時期は、卒業後とすること。

卒業前実習、教育、研修等にあたっては、学校教育に支障をきたすことが考えられるため、入

社後に事業主の指揮命令のもとで実施すること。

なお、事前説明等（※注）でやむを得ず生徒を招集する場合は、学校を通じて確認のうえ、学

事日程に支障のない範囲で宿泊を伴わず、通算３日を超えないものとすること。

※注…企業の行う事前説明のほか、内定式、制服採寸、健康診断等

（９）採用内定取消等の防止について

求人者は、採用内定取消し、入職時期の繰下げ、求人募集の中止及び募集人員の削減を防止す

るため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じること。

なお、やむを得ずこれらの措置を取らざるを得ない事態となった場合には、必ず事前に安定所

及び学校に通知すること。

令和６年３月 日

千葉県高等学校就職問題検討会議

一般社団法人 千葉県経営者協会

千葉県中小企業団体中央会

一般社団法人千葉県商工会議所連合会

千葉県高等学校教育研究会進路指導部会

千葉県職業安定業務研究会職業紹介部会

千葉県総務部学事課

千葉県商工労働部雇用労働課

千葉県教育庁教育振興部学習指導課

千葉労働局職業安定部職業安定課

令令和和６６年年度度高高等等学学校校卒卒業業予予定定者者にに係係るる確確認認・・申申合合せせ

教育機関、経済団体及び行政機関で構成する千葉県高等学校就職問題検討会議は、公平かつ公正な採

用選考の実施を徹底するとともに、就職の機会均等の確保と求人秩序の確立を図り、併せて適切な応

募・推薦が行われるよう下記のとおり確認・申し合わせる。

記

１１ 採採用用選選考考等等のの日日程程ににつついいてて

（１）公共職業安定所（以下「安定所」という。）における求人申込みの受理は６月１日以降とする。

（２）求人者が行う学校への求人申込み（学校訪問等）は７月１日以降とする。

（３）学校が行う求人者への推薦開始（応募書類の到達日）は９月５日以降とする。

（４）求人者による採用選考活動（試験、面接等）は９月 日以降とする。

（５）採用内定の開始は採用選考開始日（９月 日）以降とする。

２２ 採採用用選選考考にに関関すするる留留意意事事項項

（１）求人申込み手続きについて

求人者は、安定所による求人内容等の確認を受け、７月１日以降に安定所から返戻された受

理・確認印の押印のある求人票により学校への求人申込みを行うこと。

なお、求人者がこの手続きによらない場合は、学校は推薦を行わないこと。

（２）文書募集について

文書募集は、７月１日以降に次の条件により行うこと。

① 安定所で確認を受けた求人票の記載内容と異なるものではないこと。

② 広告等への掲載にあたっては、事業所管轄安定所名及び求人番号を記載すること。

③ 応募の受付は、学校または安定所を通じて行うこと。

（３）応募前職場見学について

学校への求人申込み後に実施することとし、実施時期は原則として夏季休業期間中とするなど、

学事日程への影響が少ない時期とすること。オンラインを活用した応募前職場見学を実施する場

合、生徒や学校等に過度な負担が生じないよう個々の事情に配慮すること。
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【用語の定義】 

○ 広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報等を学生

に対して広く発信していく活動をいう。その開始期日の起点は、自社の採用サイト

あるいは求人広告会社や就職支援サービス会社の運営するサイト等で学生の登録を

受け付けるプレエントリーの開始時点とする。 

○ 採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動

をいう。具体的には、選考の意思をもって学生の順位付け又は選抜を行うもの、あ

るいは、当該活動に参加しないと選考のための次のステップに進めないものであり、

こうした活動のうち、時間と場所（オンラインを含む。）を特定して学生を拘束して

行う面接や試験などの活動をいう 8。 

 

２．学事日程等への配慮 

学生の就職活動期間が長期化すると、学修時間等の確保に影響を与えます。採用選考

活動は、広報活動とは異なり、日程や場所等の決定に関して学生に裁量が与えられてい

るものではないため、学生の負担軽減・学修時間の確保・学事日程等に十分に配慮する必

要があります。 

①  面接や試験の実施に際して、土日・祝日、平日の夕方以降の時間帯、長期休暇期

間等を活用するとともに、学生の健康状態に配慮すること 9。 

② 学生の授業、ゼミ、実験、試験、教育実習などの時間と重ならないよう、採用選

考活動の日時を設定すること。 

③ 採用選考活動の対象となる学生に対して、事前に余裕をもって連絡を行うこと。 

④ 学生のクールビズ 10等への配慮を行うとともに、その旨を積極的に学生に対して

周知すること。 

⑤ 上記①～④のほか、学生から個別事情の申し出がある場合、それらに十分配慮し

ながら採用選考活動を実施すること。 

 

３．インターンシップの取扱い 

インターンシップについては、産学協議会 11における 2021年度報告書「産学協働によ

る自律的なキャリア形成の推進」12における整理を踏まえ、政府においても「インターン

                                                   
8 エントリーシートの提出、ウェブテストやテストセンターの受検などによる事前スクリーニングは、日

程・場所等に関して学生に大幅な裁量が与えられていることから、上記の採用選考活動とは区別します。 
9 翌日の学業やレポートの作成等に影響がないように配慮するとともに、働き方改革の観点から、採用担当

者の労務管理についても御留意願います。 
10 政府としては、平成 17年からクールビズ（冷房温度の適正化とその温度に適した軽装や取組など）を推

進しており、各企業においては、業界の実態等に照らして、御協力をお願いいたします。 
11 日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される「採用と大学教育の未来に関する産学協

議会」 
12 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2021年度報告書(2022年４月 18日公表) 
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22002244（（令令和和６６））年年度度卒卒業業・・修修了了予予定定者者等等のの就就職職・・採採用用活活動動にに関関すするる要要請請事事項項  

 

 

 就職・採用活動の円滑な実施に加え、学生が学業に専念できる環境を確保するため、2024( 

令和６)年度（2025（令和７）年３月）に卒業・修了予定の学生 1を対象とした就職・採用

活動について、政府として就職・採用活動を行う主体 2に対し、以下の各項目の枠内の事項

について、広く要請します。 

 

１．就職・採用活動の日程 

我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が不可欠であり、学生が学業等に

専念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくることが重要です。 

しかしながら、通常の学事日程に配慮して定められた広報活動の開始日（卒業・修了年

度に入る直前の３月１日）及び採用選考活動の開始日（卒業・修了年度の６月１日）より

も前に、それらの活動が行われることで、広報活動及び採用選考活動が一部で早期化し、

学生の就職活動期間は長期化する傾向を示しています 3。 

こうした事態は、学生に混乱をもたらすとともに、学生が学修時間等を確保しながら

安心して就職活動に取り組める環境を損なっています。 

 

① 就職・採用活動の日程 

 広報活動開始： 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

 採用選考活動開始： 卒業・修了年度の６月１日以降 

 正式な内定日： 卒業・修了年度の 10月１日以降 

② 広報活動の開始期日より前に行う活動は、不特定多数に向けた一般的なもの 4に

とどめ、学生の個人情報の取得や個人情報を活用した広報・採用選考活動は行わな

いこと 5。 

③ 広報活動の実施に当たっては、その後の採用選考活動に影響を与えるものではな

いことを十分に周知 6すること。 

 

なお、多様な人材の活躍を促進する観点から、通年採用や経験者採用の導入・拡大など、

採用方法の多様化を一層推進していくことを期待します 7。 

                                                   
1 日本国内の大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者が対象であり、大学院博士

課程（後期）に在籍している院生はこの限りではありません。 
2 採用を予定する企業のみならず、学生の就職支援サービスに関わるすべての民間企業・団体も含みます。 
3 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」（2022（令和４）年 11 月） 
4 例えば、ホームページにおける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書や冊子等の文字情報による

ＰＲなどです。 
5 広報活動のスケジュールを事前に公表することは差し支えありません。 
6 例えば、広報活動を行う際の告知・募集の段階と実施時の段階の双方において、当該活動が広報活動として

行われる旨を、ホームページや印刷物への明記、会場での掲示、口頭による説明などの方法によって、学生

に周知徹底するなどです。 
7 日本経済団体連合会「2023 年版経営労働政策特別委員会報告」でも採用方法の多様化が推奨されています。 

（別紙１） 
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【用語の定義】 
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は、募集要項等に「産学協議会基準準拠マーク」の記載が可能になることに留意

すること。（別紙１－２参照） 

・ 広報活動又は採用選考活動の開始日より前に行うインターンシップ等について

は、広報活動や採用選考活動と異なるものであることを明確にすること。 

・ 広報活動又は採用選考活動の開始日以後に、2024（令和６）年度卒業・修了予

定者を含むインターンシップ等を実施する場合には、広報活動又は採用選考活動

の趣旨を含むことも差し支えないが、その場合は、あらかじめ当該活動の趣旨を

含むことを明示すること。 

・ インターンシップを実施する場合は、学生の長期休暇を活用し 17、学事日程に

十分に配慮すること。 

 

４．卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱い 

近年は、留学や課外活動など様々な活動に意欲的に取り組む様々な学生も数多くいま

す。そうした意欲や能力ある有為な若者に、応募の機会を幅広く提供することが重要で

す。 

① 若者雇用促進法に基づく指針 18も踏まえ、卒業・修了後少なくとも３年以内の既

卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できるようにすること。 

② 上記①の既卒者について、通年採用など様々な募集機会を積極的に提供するとと

もに、その場合には、その旨の情報発信を行うこと。 

 

５．日本人海外留学者 19や外国人留学生などに対する多様な採用選考機会の提供 

国際的な人材獲得競争が展開される中で、日本人海外留学者や外国人留学生が、就職

活動で不利になるとの認識が生じることがないよう、多様で公平・公正な採用選考の機

会を提供することが重要です。 

 

① 日本人海外留学者や外国人留学生に対して、一括採用のほか、通年採用など多様

な採用選考機会を設けるなどの取組を、各企業の必要に応じて行うとともに、積極

的に周知すること。 

②  外国人留学生に対して、業種や職種等によって求められる日本語能力が多様であ

ること等も踏まえ、選考時点での一律の日本語能力ではなく、業務で求められる日

本語能力や専門性に応じた採用選考を行うなどの取組を、各企業の必要に応じて行

うこと。 

  また、そうした取組については、外国人留学生の多様性に応じた採用選考や採用

後の柔軟な人材育成・処遇等について政府として策定したチェックリストやベスト

プラクティス 20等を参考に、積極的に周知すること。 

                                                   
17 翌日の学業やレポート作成等に影響がないように配慮するとともに、採用担当者の労務管理についても御

留意願います。 
18 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その

他の関係者が適切に対処するための指針」（平成 27年厚生労働省告示第 406 号） 
19 留学期間が１．の就職・採用活動の日程と重複する者などを指します。 
20 外国人留学生の就職や採用後の活躍に向けたプロジェクトチーム（文部科学省、厚生労働省、経済産業省
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シップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え

方」13を改正し、2024年度以降の卒業・修了予定者については、就職・採用活動開始日 14

以降に限って、一定の要件を満たした質の高いインターンシップで取得した学生情報を

活用できることとなりました。 

一方で、インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組（以下、「インタ

ーンシップ等」という。）を契機として、本要請でお願いしている日程より前に実質的な

採用選考活動が行われる事例、通常の学事日程を考慮しないインターンシップ等が実施

されることにより、学生が学修時間等を確保しながら就職活動に取り組める環境が損な

われる事態も生じています。 

  こうしたことから、産学の共通理解に基づくインターンシップ等を実施することが重

要です。 

 

〇 産学協議会 2021年度報告書「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」に

おけるインターンシップ等の類型や「インターンシップを始めとする学生のキャ

リア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」を踏まえ、適切なイ

ンターンシップ等を行うこと。主な内容は下記のとおり。 

・ キャリア形成支援における産学協働の取組 15のうち、タイプ１（オープン・カ

ンパニー）、タイプ２（キャリア教育）は、「インターンシップ」には該当しない

ため、インターンシップと称して行ったり情報発信したりしないこと。 

・ インターンシップに参加できる学生数は限られており、就職活動予定者の一部

しか参加できないことが想定されるため、インターンシップ参加経験のない者で

あっても、採用選考へのエントリーは可能であることを十分に周知すること。 

・ インターンシップで取得した学生情報を就職・採用活動に活用できるのは、一

定の要件 16を満たしたタイプ３のものに限られ、そのようなインターンシップに
                                                   
13 文部科学省・厚生労働省・経済産業省の連名、平成９年９月 18 日策定。令和４年６月 13 日最終改正。 
14 広報活動は卒業・修了年度に入る直前の３月１日、採用選考活動は卒業・修了年度の６月１日 
15 以下の 4 つのタイプに分類。 

①タイプ１（オープン・カンパニー）：企業・就職情報会社や大学キャリアセンターが主催するイベン

ト・説明会、セミナー・職場見学会等 
②タイプ２（キャリア教育）：大学等が主導する授業・産学協働プログラム（正課・正課外を問わない）、

企業がＣＳＲとして実施するプログラム等。 
③タイプ３（汎用的能力・専門活用型インターンシップ）：一定の期間（汎用的能力活用型では５日間以

上、専門活用型では２週間以上）、就業体験を伴うもので、学生にとってはその仕事に就く能力が自ら

に備わっているか見極め、企業にとっては学生の評価材料を取得するもの。 
④タイプ４（高度専門型インターンシップ）：就業体験を通じて、学生にとっては実践力を向上させ、企

業にとっては学生の評価材料を取得するもので、ジョブ型研究インターンシップ（試行中）、高度な専

門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ(検討中) が該当。 
16 以下の５つの要件。 

①インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験（テレワークが常態化している場合

はテレワークも含む。）に充てること 

②職場の社員が学生を指導し、終了後にフィードバックを行うこと 

③汎用的能力活用型では５日間以上、専門能力活用型では２週間以上をかけて実施すること 

④学業との両立の観点から、学部３年・４年ないし修士１年・2年の長期休暇期間に実施すること（但

し、大学正課および大学院博士課程（後期）はこの限りでありません。） 

⑤プログラムの趣旨・内容・就業体験を行う際に必要な能力・採用選考活動等開始日以降に学生情報を活

用する旨・採用選考活動等の実績概要など、産学協議会が設けた項目をＨＰ等で公表すること 
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は、募集要項等に「産学協議会基準準拠マーク」の記載が可能になることに留意

すること。（別紙１－２参照） 

・ 広報活動又は採用選考活動の開始日より前に行うインターンシップ等について

は、広報活動や採用選考活動と異なるものであることを明確にすること。 

・ 広報活動又は採用選考活動の開始日以後に、2024（令和６）年度卒業・修了予

定者を含むインターンシップ等を実施する場合には、広報活動又は採用選考活動

の趣旨を含むことも差し支えないが、その場合は、あらかじめ当該活動の趣旨を

含むことを明示すること。 

・ インターンシップを実施する場合は、学生の長期休暇を活用し 17、学事日程に

十分に配慮すること。 

 

４．卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱い 

近年は、留学や課外活動など様々な活動に意欲的に取り組む様々な学生も数多くいま

す。そうした意欲や能力ある有為な若者に、応募の機会を幅広く提供することが重要で

す。 

① 若者雇用促進法に基づく指針 18も踏まえ、卒業・修了後少なくとも３年以内の既

卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できるようにすること。 

② 上記①の既卒者について、通年採用など様々な募集機会を積極的に提供するとと

もに、その場合には、その旨の情報発信を行うこと。 

 

５．日本人海外留学者 19や外国人留学生などに対する多様な採用選考機会の提供 

国際的な人材獲得競争が展開される中で、日本人海外留学者や外国人留学生が、就職

活動で不利になるとの認識が生じることがないよう、多様で公平・公正な採用選考の機

会を提供することが重要です。 

 

① 日本人海外留学者や外国人留学生に対して、一括採用のほか、通年採用など多様

な採用選考機会を設けるなどの取組を、各企業の必要に応じて行うとともに、積極

的に周知すること。 

②  外国人留学生に対して、業種や職種等によって求められる日本語能力が多様であ

ること等も踏まえ、選考時点での一律の日本語能力ではなく、業務で求められる日

本語能力や専門性に応じた採用選考を行うなどの取組を、各企業の必要に応じて行

うこと。 

  また、そうした取組については、外国人留学生の多様性に応じた採用選考や採用

後の柔軟な人材育成・処遇等について政府として策定したチェックリストやベスト

プラクティス 20等を参考に、積極的に周知すること。 

                                                   
17 翌日の学業やレポート作成等に影響がないように配慮するとともに、採用担当者の労務管理についても御

留意願います。 
18 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その

他の関係者が適切に対処するための指針」（平成 27年厚生労働省告示第 406 号） 
19 留学期間が１．の就職・採用活動の日程と重複する者などを指します。 
20 外国人留学生の就職や採用後の活躍に向けたプロジェクトチーム（文部科学省、厚生労働省、経済産業省
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シップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え

方」13を改正し、2024年度以降の卒業・修了予定者については、就職・採用活動開始日 14

以降に限って、一定の要件を満たした質の高いインターンシップで取得した学生情報を

活用できることとなりました。 

一方で、インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組（以下、「インタ

ーンシップ等」という。）を契機として、本要請でお願いしている日程より前に実質的な

採用選考活動が行われる事例、通常の学事日程を考慮しないインターンシップ等が実施

されることにより、学生が学修時間等を確保しながら就職活動に取り組める環境が損な

われる事態も生じています。 

  こうしたことから、産学の共通理解に基づくインターンシップ等を実施することが重

要です。 

 

〇 産学協議会 2021年度報告書「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」に

おけるインターンシップ等の類型や「インターンシップを始めとする学生のキャ

リア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」を踏まえ、適切なイ

ンターンシップ等を行うこと。主な内容は下記のとおり。 

・ キャリア形成支援における産学協働の取組 15のうち、タイプ１（オープン・カ

ンパニー）、タイプ２（キャリア教育）は、「インターンシップ」には該当しない

ため、インターンシップと称して行ったり情報発信したりしないこと。 

・ インターンシップに参加できる学生数は限られており、就職活動予定者の一部

しか参加できないことが想定されるため、インターンシップ参加経験のない者で

あっても、採用選考へのエントリーは可能であることを十分に周知すること。 

・ インターンシップで取得した学生情報を就職・採用活動に活用できるのは、一

定の要件 16を満たしたタイプ３のものに限られ、そのようなインターンシップに
                                                   
13 文部科学省・厚生労働省・経済産業省の連名、平成９年９月 18 日策定。令和４年６月 13 日最終改正。 
14 広報活動は卒業・修了年度に入る直前の３月１日、採用選考活動は卒業・修了年度の６月１日 
15 以下の 4 つのタイプに分類。 

①タイプ１（オープン・カンパニー）：企業・就職情報会社や大学キャリアセンターが主催するイベン

ト・説明会、セミナー・職場見学会等 
②タイプ２（キャリア教育）：大学等が主導する授業・産学協働プログラム（正課・正課外を問わない）、

企業がＣＳＲとして実施するプログラム等。 
③タイプ３（汎用的能力・専門活用型インターンシップ）：一定の期間（汎用的能力活用型では５日間以

上、専門活用型では２週間以上）、就業体験を伴うもので、学生にとってはその仕事に就く能力が自ら

に備わっているか見極め、企業にとっては学生の評価材料を取得するもの。 
④タイプ４（高度専門型インターンシップ）：就業体験を通じて、学生にとっては実践力を向上させ、企

業にとっては学生の評価材料を取得するもので、ジョブ型研究インターンシップ（試行中）、高度な専

門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ(検討中) が該当。 
16 以下の５つの要件。 

①インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験（テレワークが常態化している場合

はテレワークも含む。）に充てること 

②職場の社員が学生を指導し、終了後にフィードバックを行うこと 

③汎用的能力活用型では５日間以上、専門能力活用型では２週間以上をかけて実施すること 

④学業との両立の観点から、学部３年・４年ないし修士１年・2年の長期休暇期間に実施すること（但

し、大学正課および大学院博士課程（後期）はこの限りでありません。） 

⑤プログラムの趣旨・内容・就業体験を行う際に必要な能力・採用選考活動等開始日以降に学生情報を活

用する旨・採用選考活動等の実績概要など、産学協議会が設けた項目をＨＰ等で公表すること 
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の個人情報の取扱い等を適切に行うこと。 

 

９．セクシュアルハラスメントの防止の徹底  

  就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生に対するセクシュアルハラスメン

トが確認されています 23。 

 

〇 採用選考活動や OB・OG訪問対応時等において、性的な冗談やからかい、身体に接

触するなどセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨を社員に対して周知を

するほか、学生からの相談に対して適切な対応を行う 24など、セクシュアルハラス

メントの防止のための対応を徹底すること。 

 

10．採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為の防止の徹底  

  就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生の職業選択の自由を妨げる行為（い

わゆる「オワハラ」）が確認されています。 

 

〇 正式な内定前に他社への就職活動の終了を迫ったり、誓約書等を要求したりする

ことや、内（々）定期間中に行われた業務性が強い研修について、内（々）定辞退後

に研修費用の返還を求めたり、事前にその誓約書を要求したりすることなど、採用

選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為を行わないよう徹底すること。 

 

11．学生からの苦情・相談への対応  

  上記のようなハラスメント行為への対応も含め、学生が安心して就職活動に取り組め

るような環境づくりのため、大学・企業・政府等の関係者が学生からの苦情・相談に対

応することが重要であり、企業の皆様におかれては、下記の対応をお願いします。 

 

〇 若者雇用促進法に基づく指針等も踏まえ、職業安定機関（ハローワーク等）等と

連携を図りつつ、相談窓口の設置など、学生からの苦情・相談を迅速、適切に処理す

るための体制の整備及び改善向上に努めること。 

 

 

 

以 上 

                                                   
る法律」（昭和 35年法律第 123号）、「職業安定法」（昭和 22 年法律第 141 号）、「職業紹介事業者、求人

者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給

を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の

責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切

に対処するための指針」（平成 11年労働省告示第 141 号）及び「個人情報の保護に関する法律」（平成 15

年法律第 57 号） 
23 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」（令和４年 11月） 
24 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

（平成 18年厚生労働省告示第 615 号）」等 
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③ 2025（令和７）年３月とは卒業・修了の時期が異なるなど何らかの理由により一

括採用の採用選考時期に就職活動を行わなかった学生に対して、通年採用や秋季採

用の導入を始めとした様々な募集機会を設けることについて、積極的に検討するこ

と。また、そうした機会を提供している場合には、積極的に周知すること。 

 

６．オンラインの活用 

学生がオンラインであっても対面と同様に不公平・不公正な扱いを受けることなく、

安心して就職活動に取り組める環境を整えることが重要です。また、大学等の所在地に

より、学生の就職活動に不利が生じないよう、配慮する必要があります。 

 

① オンラインによる企業説明会や面接・試験を実施する場合には、その旨を積極的

に情報発信すること。特に、遠隔地の学生に対して、オンラインでの実施を積極的

に検討し、そうした機会を提供している場合には、積極的に周知すること。 

② 通信手段や使用ツールなど、どのような条件で実施するかについて事前に明示

し、学生が準備する時間を確保すること。 

③ 通信環境により、音声・映像が途切れる場合には、学生が不安にならないよう対

応すること。 

④ オンライン環境にアクセスすることが困難な学生に対しては、対面や他の通信手

段による企業説明会や面接・試験等も併せて実施すること。 

 

７．成績証明等の一層の活用 

採用選考活動では、学生の学業に対する取組状況が適切に評価されることが重要です 21 。 

 

○ 採用選考活動に当たっては、大学等における成績証明等を取得して一層活用する

こと（例えば、面接時にそれらに基づいた質問を行うなど）等により、学修成果や

学業への取組状況を適切に評価すること。 

 

８．公平・公正で透明な採用、個人情報の不適切な取扱いの防止の徹底 

学生が安心して就職活動に取り組むためには、応募者に広く門戸を開き、応募者の適

性・能力に基づいた公平・公正で透明な採用選考を行っていただくことが必要です。ま

た、学生の個人情報の不適切な取扱いにより、就職活動に不利に働くようなサービスが

提供され、利用される事案などが発生しました。 

 

○ 関係法令等 22を踏まえ、公平・公正で透明な採用選考活動を行うとともに、学生

                                                   
の３省共同事務局）において「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」を策定（令和

２年２月）。 
21 日本経済団体連合会「2023 年版経営労働政策特別委員会報告」では、「学修成果の評価や保有しているス

キル・職能に基づいた採用基準による採用枠の拡大を検討する」旨が記載されています。 
22 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」（昭和 41 年法

律第 132 号）、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和 47 年法律第

113号）、「青少年の雇用の促進等に関する法律」（昭和 45 年法律第 98号）、「障害者の雇用の促進等に関す
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の個人情報の取扱い等を適切に行うこと。 

 

９．セクシュアルハラスメントの防止の徹底  

  就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生に対するセクシュアルハラスメン

トが確認されています 23。 

 

〇 採用選考活動や OB・OG訪問対応時等において、性的な冗談やからかい、身体に接

触するなどセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨を社員に対して周知を

するほか、学生からの相談に対して適切な対応を行う 24など、セクシュアルハラス

メントの防止のための対応を徹底すること。 

 

10．採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為の防止の徹底  

  就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生の職業選択の自由を妨げる行為（い

わゆる「オワハラ」）が確認されています。 

 

〇 正式な内定前に他社への就職活動の終了を迫ったり、誓約書等を要求したりする

ことや、内（々）定期間中に行われた業務性が強い研修について、内（々）定辞退後

に研修費用の返還を求めたり、事前にその誓約書を要求したりすることなど、採用

選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為を行わないよう徹底すること。 

 

11．学生からの苦情・相談への対応  

  上記のようなハラスメント行為への対応も含め、学生が安心して就職活動に取り組め

るような環境づくりのため、大学・企業・政府等の関係者が学生からの苦情・相談に対

応することが重要であり、企業の皆様におかれては、下記の対応をお願いします。 

 

〇 若者雇用促進法に基づく指針等も踏まえ、職業安定機関（ハローワーク等）等と

連携を図りつつ、相談窓口の設置など、学生からの苦情・相談を迅速、適切に処理す

るための体制の整備及び改善向上に努めること。 

 

 

 

以 上 

                                                   
る法律」（昭和 35年法律第 123号）、「職業安定法」（昭和 22 年法律第 141 号）、「職業紹介事業者、求人

者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給

を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の

責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切

に対処するための指針」（平成 11年労働省告示第 141 号）及び「個人情報の保護に関する法律」（平成 15

年法律第 57 号） 
23 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」（令和４年 11月） 
24 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

（平成 18年厚生労働省告示第 615 号）」等 

5 
 

③ 2025（令和７）年３月とは卒業・修了の時期が異なるなど何らかの理由により一

括採用の採用選考時期に就職活動を行わなかった学生に対して、通年採用や秋季採

用の導入を始めとした様々な募集機会を設けることについて、積極的に検討するこ

と。また、そうした機会を提供している場合には、積極的に周知すること。 

 

６．オンラインの活用 

学生がオンラインであっても対面と同様に不公平・不公正な扱いを受けることなく、

安心して就職活動に取り組める環境を整えることが重要です。また、大学等の所在地に

より、学生の就職活動に不利が生じないよう、配慮する必要があります。 

 

① オンラインによる企業説明会や面接・試験を実施する場合には、その旨を積極的

に情報発信すること。特に、遠隔地の学生に対して、オンラインでの実施を積極的

に検討し、そうした機会を提供している場合には、積極的に周知すること。 

② 通信手段や使用ツールなど、どのような条件で実施するかについて事前に明示

し、学生が準備する時間を確保すること。 

③ 通信環境により、音声・映像が途切れる場合には、学生が不安にならないよう対

応すること。 

④ オンライン環境にアクセスすることが困難な学生に対しては、対面や他の通信手

段による企業説明会や面接・試験等も併せて実施すること。 

 

７．成績証明等の一層の活用 

採用選考活動では、学生の学業に対する取組状況が適切に評価されることが重要です 21 。 

 

○ 採用選考活動に当たっては、大学等における成績証明等を取得して一層活用する

こと（例えば、面接時にそれらに基づいた質問を行うなど）等により、学修成果や

学業への取組状況を適切に評価すること。 

 

８．公平・公正で透明な採用、個人情報の不適切な取扱いの防止の徹底 

学生が安心して就職活動に取り組むためには、応募者に広く門戸を開き、応募者の適

性・能力に基づいた公平・公正で透明な採用選考を行っていただくことが必要です。ま

た、学生の個人情報の不適切な取扱いにより、就職活動に不利に働くようなサービスが

提供され、利用される事案などが発生しました。 

 

○ 関係法令等 22を踏まえ、公平・公正で透明な採用選考活動を行うとともに、学生

                                                   
の３省共同事務局）において「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」を策定（令和

２年２月）。 
21 日本経済団体連合会「2023 年版経営労働政策特別委員会報告」では、「学修成果の評価や保有しているス

キル・職能に基づいた採用基準による採用枠の拡大を検討する」旨が記載されています。 
22 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」（昭和 41 年法

律第 132 号）、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和 47 年法律第

113号）、「青少年の雇用の促進等に関する法律」（昭和 45 年法律第 98号）、「障害者の雇用の促進等に関す
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新卒者に対する採用内定の取消しは、学生・生徒とそのご家族に大きな
失望を与えるものであり、できる限り防止することが必要です。
「青少年の雇用の促進等に関する法律」第７条に基づき厚生労働大臣が
定める指針では、事業主の皆さまに対し、以下の努力を求めています。

開若

採用内定取消しの防止について
～事業主の皆さま、労働局・ハローワークまでご相談ください～

事業主の皆さまへ

１

採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努
力を行う等、あらゆる手段を講じること。
※ 新卒の採用内定者について労働契約が成立したと認められる
場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であ
ると認められない採用内定の取消し（解雇）は無効とされます。

２

やむを得ない事情により、採用内定の取消し、また
は入職時期の繰り下げを行う場合には、対象者の就
職先の確保について最大限の努力を行うとともに、
対象者からの補償等の要求には、誠意を持って対応
すること。

３

採用内定の取消しを行う前に、まずは、お近くの
労働局・ハローワークまでご相談ください。
※ また、既に内定取消しを行った場合、労働局・ハローワークへご連
絡いただく必要がありますので、ご連絡をお願いします。

厚厚生生労労働働省省・・都都道道府府県県労労働働局局・・ハハロローーワワーークク
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若者の募集・採用等に関する指針
ご対応いただきたい５つのポイントを紹介します

若者雇用促進法に基づく指針とは
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針

• 「青少年の雇用の促進等に関する法律」（若者雇用促進法）に基づき、
若者を募集・採用等する事業主などが講ずべき措置をまとめた指針です。

• 職業安定法の改正（令和４年 月１日施行）に伴い、青少年の募集を行う
際のルールが変わります。

 青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができるように、労働条件などの明示などに関す
る事項を遵守すること。

 広告等により提供する青少年の募集に関する情報等は、青少年に誤解を生じさせるような表示としない
こと。また、当該情報を正確かつ最新の内容に保つこと。

 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽または誇大な内容としないこと。

 固定残業代を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法などを明示すること。

 職業安定法に基づく職業紹介事業者等指針※第５を踏まえ、求職者等の個人情報を適切に取り扱うこと

新規学卒者などを募集する事業主の皆さまへ

 労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相
当であると認められない採用内定取消しは無効とされることに十分に留意し、採用内定取
消しを防止するため、最大限の経営努力などを行うこと。やむを得ない事情により採用内
定取消しなどを行う場合には、就職先の確保について最大限の努力を行うこと。
※ 職業安定法施行規則第 条第 項では、採用内定取消しなどを行おうとする事業主は、所定の様式に
より、あらかじめ、公共職業安定所等に通知することとなっています。

 採用内定または採用内々定と引き替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう
強要することなどの職業選択の自由を妨げる行為などは、青少年に対する公平・公正な就
職機会の提供の観点から行わないこと。

 労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定者に対して、自由な意思決定を妨げ
るような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないこと。

固定残業代の詳細

指針の全体版も
ご覧ください

労働関係法令の留意点

新規

１ 募集にあたっての労働条件の明示などの対応が必要です

２ 内定取消しは無効になることもあります

※ 「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募
集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けよ
うとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」
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 既卒者が卒業後少なくとも 年間は「新卒枠」に応募できるようにすることや、できる限
り上限年齢を設けないように努めること。

 通年採用や秋季採用の導入等の個々の事情に配慮した柔軟な対応を積極的に検討するよう
努めること。

需

 ホームページでの公表などで、青少年雇用情報の全ての項目について情報提供することが望まし
いこと。

厚生労働省・都道府県労働局

青少年雇用情報とは
若者雇用促進法により、事業主は、応募者などに対して、平均勤続年数や研

修の有無と内容といった就労実態等の職場情報を提供する仕組みがあります。
職場情報は、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、
ⅰ 幅広い情報提供を努力義務
ⅱ 応募者等から求めがあった場合は、以下の３類型（ア～ウ）ごとに

１つ以上の情報提供を義務
としています。
ア 募集・採用に関する状況
イ 職業能力の開発・向上に関する状況
ウ 企業における雇用管理に関する状況

 事業主は、雇用する労働者が就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等に対す
る言動について、必要な注意を払うよう配慮することが望ましいこと。

特に就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント等は、正式な採用活
動のみならず、 ・ 訪問等の場でも問題化しています。
企業としての責任を自覚し、 ・ 訪問等の際も含めて、セクシュアルハラ

スメント等は行ってはならないものであり厳正な対応を行う旨などを、研修など
を実施し社員に対して周知徹底すること、 ・ 訪問等を含めて学生と接する
際のルールをあらかじめ定めること等により、未然の防止に努めましょう。

青少年雇用情報の詳細

通年採用・秋季採用の詳細既卒者の応募の詳細

都道府県労働局 ハローワーク

３ 就活生などに対するハラスメントにも注意してください

ハラスメントの詳細

４ 「青少年雇用情報」の情報提供が必要です

５ 卒業後３年以内の者も「新卒枠」での応募受付ができるよう努めてください

開若
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固定残業代制を採用する場合は、募集要項や求人票などに、
次の①～③の内容すべてを明示してください。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

近年、募集要項や求人票の「固定残業代」を含めた賃金表示をめぐるトラブル
が見受けられます。若者が就職先の企業を選択する際には、正確な労働条件の表
示が重要であり、「若者雇用促進法」に基づく指針でも、「固定残業代」につい
て適切な表示をするよう定めています。
事業主の皆さまには、求人・募集の段階で、指針を踏まえた「固定残業代」の

明示をしっかり行っていただき、また、職業紹介事業者の皆さまも、求人を受け
付ける際は明示が適切になされるように働きかけをお願いいたします。

若者の募集・求人の申込みをお考えの事業主の皆さまへ
職業紹介事業者の皆さまへ

固定残業代 を賃金に含める場合は、
適切な表示をお願いします。

① 固定残業代を除いた基本給の額
② 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
③ 固定残業時間を超える時間外労働、

休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

LL310329開若01

第二の一（一）ハ（ハ）
賃金に関しては、賃金形態（月給、日給、時給等の区分）、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給に

関する事項等について明示すること。また、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定
額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間
外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金（以下この（ハ）において｢固定残業代｣とい
う。）に係る計算方法（固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数（以下この（ハ）において「固定残業時
間」という。）及び金額を明らかにするものに限る。）、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える
時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。

※※

※「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に
対して定額で支払われる割増賃金のことです。

青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針（抜粋）

※「□□」には、固定残業代に該当する手当の名称を記載します。
※「□□手当」に固定残業代以外の手当を含む場合には、固定残業代分を分けて記載してください。
※ 深夜労働や休日労働について固定残業代制を採用する場合も、同様の記載が必要です。

▶ 時間外労働について固定残業代制を採用している場合の記載例
① 基本給（××円）（②の手当を除く額）
② □□手当（時間外労働の有無にかかわらず､○時間分の時間外手当として△△円を支給）
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

【注意点】

【参考】
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時間外割増賃金をめぐるトラブルには、次のような裁判例があります。
【Ｔ事件（平成 年３月８日 最高裁第一小法廷判決）】
本件雇用契約は、 略 基本給を月額 万円とした上で、月間総労働時間が 時間を超
えた場合には、その超えた時間につき１時間当たり一定額を別途支払い、 略 月間
時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、基本給自体の金額が増額されることはな
い。 略 基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法第 条第１
項の規定する時間外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないものというべき
である。これらによれば、 略 時間外労働をした場合に、月額 万円の基本給の支払を
受けたとしても、その支払によって、月間 時間以内の労働時間中の時間外労働につい
て労働基準法第 条第 項の規定する割増賃金が支払われたとすることはできない 略 。
【Ｕ事件（平成 年 月７日 東京地裁判決）】
販売手当 略 は、いずれも各店舗の売上等に応じて支給されるものであり、これが従業
員が時間外労働や深夜労働をした場合に支給される割増賃金と同様の性質を有するものと
はいい難い。 略 販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたとま
では述べていないのであるし、他に販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという
説明をしたことを認めるに足りる証拠はないから、 略 販売手当の支払をもって時間外
及び深夜の割増賃金の支払ということはできない。
【Ｆ事件（平成 年３月 日 東京地裁判決）】
少なくとも労働者が自分が当月働いた分についてどれだけの時間外労働がなされ、それに
対していくらの割増賃金が出ているのかを概算的にでも有効・適切に知ることができなけ
れば、労使の合意に基づいた労働条件の中身としての賃金なり給与条件の合意が成立した
ことにはならない。

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

社会保険・労働保険に関すること

雇用形態に関すること

休日に関すること

選考方法・応募書類に関すること

職種・仕事の内容に関すること

就業時間に関すること

賃金に関すること（固定残業代を含む）

0% 20% 40% 60% 80%

就業時間に関すること

社会保険・労働保険に関すること

雇用形態に関すること

休日に関すること

職種・仕事の内容に関すること

賃金に関すること（固定残業代を含む） 出典：民間人材ビジネス実
態把握調査（厚生労働省
平成28年８月）

※複数回答

出典：厚生労働省職業安定
局調べ （平成29年度）

※１件の申出等で複数の内容
を含むものは、それぞれの
内訳に計上

参考資料 賃金・固定残業代に関する申出･苦情等

ハローワークにおける、求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に対する申出・苦情
で、一番多い内容は「賃金に関すること（固定残業代を含む）」です。

民間職業紹介機関を利用して就職活動した方の「求人条件と採用条件が異なっていた」
という不満で、一番多い内容は「賃金に関すること（固定残業代を含む）」です。
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厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

求人企業の皆さまへ

年（令和２年）３月 日から、改正職業安定法の一部や関連する政令・
省令・指針が施行され、ハローワークは、一定の労働関係法令違反のある求人者
からの求人の申し込みなどを受理しないことが可能となります。
このリーフレットでは、求人企業の皆さまが、ハローワークに求人を申し込む
際に留意していただきたい点をお知らせします。
※ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正により、違反した場合に
求人不受理となる規定が追加になります（施行日：令和４年４月１日）。

ハローワークは、原則として、全ての求人の申し込みを受理しなければならないとされてい

ます。たただだしし、、以以下下ののいいずずれれかかのの要要件件にに該該当当すするる場場合合ににはは、、求求人人のの申申しし込込みみをを受受理理ししなないいこことと

ががででききまますす。。（（④④～～⑥⑥のの要要件件がが、、改改正正職職業業安安定定法法にによよりり追追加加さされれままししたた。。））

○ ハローワークは、求人の申し込みが上記の要件に該当するか否か、求人者に対して報告を

求めることができるとされており、職業安定法では、求求人人者者はは、、ハハロローーワワーーククかかららそそのの求求めめ

ががああっったたととききはは、、正正当当なな理理由由ががなないい限限りり、、応応じじななけけれればばななららなないいとされています。

① 内容が法令に違反する求人
② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人
③ 求人者が労働条件を明示しない求人
④ 一定の労働関係法令違反のある求人者による求人
⑤ 暴力団員など（※）による求人

（※）暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者
⑥ 職業紹介事業者からの自己申告の求めに応じなかった求人者による求人

【参考：職業安定法】

第五条の五 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。

一～六 （上記①～⑥のとおりであるため省略）

２ 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必

要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

３ 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

○ 正当な理由なく、ハローワークからの報告の求めに応じなかった場合は、求人
の申し込みが受理されないことになりますので、報告にご協力ください。

○ また、報告の際に、事実に相違する報告をした場合には、都道府県労働局によ
る勧告や公表などの対象となる可能性があるので、正しい内容の自己申告をお願
いします。

改正職業安定法（求人不受理）について

LL040331 首04
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法法律律 対対象象条条項項

労働基準法

＜男女同一賃金＞第４条、＜強制労働の禁止＞第５条、＜労働条件明示＞第 条第１項及び

第３項、＜賃金＞第 条、第 条第１項及び第４項、＜労働時間＞第 条、第 条第６

項（第２号及び第３号に係る部分に限る）、第 条第３項、＜休日・休暇等＞第 条、

第 条第１項、第 条第１項、第２項、第５項、第７項及び第９項、＜年少者関係＞第

条第１項、第 条第１項、第 条第１項及び第２項、第 条、＜妊産婦関係＞第 条の

２（第１号に係る部分に限る）、第 条の３第１項、第 条、第 条、第 条第２項

（※）労働者派遣法第44条（第４項を除く）の規定により適用する場合を含む。

職業安定法

＜労働条件等の明示＞第５条の３第１項（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）、第２

項及び第３項、＜求職者等の個人情報の取扱い＞第５条の４（労働者の募集を行う者に係る

部分に限る）、＜求人の申込み時の報告＞第５条の５第３項、＜委託募集＞第 条、＜労働

者募集に係る報酬受領・供与の禁止＞第 条（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）、

第 条、＜労働争議への不介入＞第 条の３において読み替えて準用する法第 条（労働

者の募集を行う者に係る部分に限る）、＜秘密を守る義務＞第 条（労働者の募集を行う者

に係る部分に限る）

最低賃金法 第４条第１項

労働施策総
合推進法

第 条の２第１項及び第２項（第 条の５第２項及び第 条の６第２項において準用する
場合を含む）
（※）第30条の２第１項の規定を労働者派遣法第47条の４の規定により適用する場合を含む。

男女雇用機
会均等法

第５条から第７条、第９条第１項から第３項、第 条第１項及び第２項（第 条の３第２

項、第 条第２項及び第 条第２項において準用する場合を含む）、第 条の３第１項、

第 条及び第 条第１項

（※）労働者派遣法第47条の２の規定により適用する場合を含む。

育児・介護
休業法

＜令和４年４月１日～＞

第６条第１項、第 条（第 条、第 条の４及び第 条の７において準用する場合を含
む）、第 条第１項、第 条の３第１項、第 条の６第１項、第 条の８第１項（第
条の９第１項において準用する場合を含む）、第 条の 、第 条第１項（第 条第１
項において準用する場合を含む）、第 条の２、第 条第１項（第 条第１項において準
用する場合を含む）、第 条の２、第 条第 項、第 条第１項から第３項まで、第 条
の２、第 条第１項、第 条第２項（第 条の４第２項及び第 条の５第２項において
準用する場合を含む）及び第 条
（※）労働者派遣法第47条の３の規定により適用する場合を含む。

違違反反ししたた場場合合にに求求人人のの申申込込みみがが受受理理さされれなないいここととととななるる法法律律のの規規定定

対対象象ととななるる主主ななケケーースス 基基本本ととななるる不不受受理理期期間間

労働基準法及び
最低賃金法に関する規定

１年間に２回以上、同一の対象条項違
反により是正指導を受けた場合

法違反の是正後６か月経過する
まで

対象条項違反により送検され、公表さ
れた場合

送検された日から１年経過する
まで

職業安定法、労働施策総
合推進法、男女雇用機会
均等法及び育児・介護休

業法に関する規定

対象条項に違反し、法違反の是正を求
める勧告に従わず、公表された場合

法違反の是正後６か月経過する
まで

以以下下にに該該当当すするる場場合合ににはは、、求求人人のの申申込込みみがが受受理理さされれまませせんん
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若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小
企業（常時雇用する労働者が 人以下の事業主）を、若者雇用促進法に
基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定しています。

認定した企業の情報発信を後押しすることなどで、企業が求める人材の
円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向上を図ります。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

若者の採用・育成に積極的で
雇用管理の優良な中小企業を応援します！

若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆さまへ

ＡＡ

１ ハローワークなどで
重点的ＰＲを実施

「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で
認定企業を積極的にＰＲすることで、若者からの応募増が期待できます。
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに
関するポータルサイト「若者雇用促進総合サイト」などにも認定企業として
企業情報を掲載しますので、貴社の魅力を広くアピールすることができます。

認定企業限定の就職面接会
などへの参加が可能

各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて
積極的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者
と接する機会が増え、より適した人材の採用を期待できます。

自社の商品、広告などに
認定マークの使用が可能

認定企業は、ユースエール認定マーク（右）を、商品や広告
などに付けることができます。認定マークを使用することに
より、ユースエール認定を受けた優良企業であるということ
を対外的にアピールすることができます。

４ 日本政策金融公庫による
融資制度

株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業）において実施している「働き方
改革推進支援資金」を利用する際、基準利率から－ ％での融資を受ける
ことができます。

※ 基準利率は、貸付期間、担保の有無などに応じて異なります。
詳細は以下のＵＲＬをご覧ください。

※ 働き方改革推進支援資金の詳細は、以下のＵＲＬをご覧ください。

５ 公共調達における加点評価

公共調達のうち、価格以外の要素を評価する調達（総合評価落札方式・企画
競争方式）を行う場合は、契約内容に応じて、ユースエール認定企業を加点
評価するよう、国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の
活用に関する取組指針」において示されています。

※ 加点評価の詳細は、公共調達を行う行政機関によって定められています。

開若

ユースエール認定企業になると、以下の支援を受けることができるようになり、
企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待されます。

ＱＱ「ユースエール認定企業」として認定を受けると、どんなメリットがありますか？

ご存じですか？
｢ユースエール認定制度｣

＜認定マーク＞
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１ 学卒求人※１など、若者対象の正社員※２の求人申込みまたは募集を行っていること

２ 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

３ 右の要件をすべて
満たしていること

・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること

・直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が ％以下※３

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が 時間以下かつ、月平均の法定時間外労
働 時間以上の正社員が１人もいないこと

・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均 ％以上又は年間
取得日数が平均 日以上※４

・直近３事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上又は女性労働者の育児休業等
取得率が ％以上※５

４
右の青少年雇用情報
について公表してい
ること

・直近 事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数

・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検
定等の制度の有無とその内容

・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者
数・取得者数（男女別）、役員・管理職の女性割合

５ 過去３年間に認定企業の取消を受けていないこと

６ 過去３年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと※６

７ 過去３年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと

８ 過去１年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※７

９ 暴力団関係事業主でないこと

風俗営業等関係事業主でないこと

各種助成金の不支給措置を受けていないこと

重大な労働関係等法令違反を行っていないこと

【 認定基準 】

認定企業となるためには、各都道府県労働局へ申請が必要です。上記の認定基準を満たし
ていることを確認した後、各都道府県労働局から認定通知書を交付します。
※申請書などの提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。また、認定基準を満たしてい

るかどうかを確認するための書類をご提出いただきます。詳細は、各都道府県労働局へお問い合わせください。

ＡＡ

ＱＱ 認定企業になるには、どうすればよいですか？

※１ 少なくとも卒業後３年以内の既卒者が応募可であることが必要です。
※２ 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者（役員を除く）に比べて高い責任を負いな

がら業務に従事する労働者をいい、派遣契約で業務に従事する者は除きます。
※３ 直近３事業年度の採用者数が３人または４人の場合は、離職者数が１人以下であれば、可とします。
※４ 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という３つの条件を満た

す休暇について、労働者１人あたり５日を上限として加算することができます。
※５ 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」

子育てサポート企業として厚生労働省が定める一定の基準を満たした企業。プラチナくるみん、トライくるみん、プラス
を含みます。 を取得している企業については、認定を受けた年度を含む３年度間はこの要件を不問とします。

※６ ３、４の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から３年以内であっても再申請が可能です。
※７ 離職理由に虚偽があることが判明した場合 実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど は取り消します。

2

本リーフレットの内容について詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。
（融資制度の詳細は、株式会社日本政策金融公庫へお問い合わせください）

電子申請も利用できます！

ユースエールの認定申請は、持参又は郵送によるほか、 ポータルサイトから、電子申請
の利用が可能です。ぜひご利用ください。（ ）
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厚生労働省・千葉労働局・ハローワーク

「新卒応援ハローワーク」及び「ハロー
ワーク学卒コーナー」のご案内について

学生・学校卒業後おおむね3年以内の皆さまへ

学生及び既卒者の就職を支援するために、「新卒応援ハローワーク」及び「ハローワーク学卒コ
ーナー」等を設置し、職業経験豊富な専門の相談員による就職支援を行っています。
仕事探しに関する相談や、エントリーシート・履歴書の作成相談など、様々なサービスをご用意
してお待ちしております。

・高校・大学等（大学院･大学･短大･高専･専修学校など）の学生
・学校卒業後おおむね3年以内の方

新卒応援ハローワーク・ハローワーク学卒コーナー

対象

新卒応援ハローワーク等の主な特徴

【特徴１】就職活動・仕事探しに関する相談を随時受付けています

若者支援の専門の相談員が学生等の就職活動・仕事探しに関する相談にのります。職業適性検査やエント
リーシート・履歴書の作成相談、面接指導などの支援も行います。

【特徴２】全国各地の求人情報（仕事情報・企業情報）が検索できます

千葉県内の求人や全国の求人を探すことができます。求人は、ハローワークインターネットサービスでも
公開しています。

【特徴３】臨床心理士による心理的サポートを行っています（※新卒応援ハローワークのみ）

就職活動中の疲れや焦り、モヤモヤした気分などの不安や心の悩みについて、臨床心理士が相談にのりま
す。相談スケジュール等については、各新卒応援ハローワークまで直接お問い合わせください。

【特徴４】企業との出会いの場を提供します

就職面接会や企業説明会など、企業との出会いの場を提供するイベントを随時開催しています。イベント
情報は、ハローワークインターネットサービスや千葉労働局LINE公式アカウント等でも提供しています。

【特徴５】就職活動に役立つセミナーを行っています

就職活動において欠かせない「自己分析」や「ビジネスマナー」、「面接対策」等のセミナーを開催して
います。セミナー情報は、千葉労働局HPや千葉労働局LINE公式アカウント等でも提供しています。

【特徴６】在職者向けの相談、就職後のフォロー・職場定着支援を行っています

就職後の人間関係、困りごと、悩みなど、在職者の方でも相談に応じています。労働条件や求人条件に関
する相談も行っています。

学生等の就職支援窓口のご案内
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厚生労働省・千葉労働局・ハローワーク

名称 住所 時間 TEL

千葉新卒応援ハローワーク
千葉市中央区新町3-13
日本生命千葉駅前ビル1階

月・水・金
10:15～19:00
火・木
10:15～17:45

043-307-4888

まつど新卒応援ハローワーク
松戸市松戸1307-1 松戸ビル3階
（ハローワーク松戸3階）

平日 8:30～17:15
047-367-8609
(48#)

ふなばし新卒応援ハローワーク
船橋市本町1-3-1フェイスビル9階
（ジョブカフェちば 併設）

平日 9:00～17:00 047-426-8474

千葉県内の新卒応援ハローワーク・ハローワーク学卒コーナー等

新卒応援ハローワーク

名称 住所 時間 TEL

ハローワーク市川 市川市南八幡5-11-21

平日 8:30～17:15

047-370-8609
（43＃）

ハローワーク銚子
銚子市中央町8-16
銚子労働総合庁舎内

0479-22-7406

ハローワーク館山 館山市八幡815-2 0470-22-2236

ハローワーク木更津
木更津市富士見1-2-1
スパークルシティ木更津ビル5階

0438-25-8609
（31＃）

ハローワーク佐原 香取市北1-3-2 0478-55-1132

ハローワーク茂原
茂原市高師台1-5-1
茂原地方合同庁舎1階

0475-25-8609

ハローワーク成田 成田市加良部3-4-2
0476-27-8609
（33＃）

ハローワーク千葉南
千葉市中央区南町2-16-3
海気館蘇我駅前ビル3階

043-300-8609
（43＃）

ジョブカフェちば

千葉県が設置する若者の就職活動のサポート施設
https://www.jobcafe-chiba.jp/

求人・イベントを探す

ハローワークインターネットサービス

全国の求人情報の検索
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

地域若者サポートステーション（サポステ）

働くことに悩みを抱えている15歳～39歳までの
若者に対しての就労むけた支援
http://saposute-net.mhlw.go.jp/

その他の支援窓口

千葉労働局LINE公式アカウント

千葉県の若者向け就職情報を
LINEでお届けします！
ID：＠waka86-chiba

学生等の就職支援窓口

県内ハローワーク（学卒コーナー等）
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○○公公共共職職業業能能力力開開発発施施設設
【【応応募募資資格格】】

高等学校を卒業した者（卒業見込み者を含む）又は同等以上の学力を有すると認められる者。

１１ 独独立立行行政政法法人人 高高齢齢・・障障害害・・求求職職者者雇雇用用支支援援機機構構 千千葉葉支支部部

訓練校名 所在地 電話 訓練科名 定員 期間

千葉職業能力開発短期大学校

千葉校

（ポリテクカレッジ千葉）

〒

千葉市中央

区問屋町

－

電気エネルギー制御科

電子情報技術科

住居環境科

メカトロニクス技術科

年

〃

〃

〃

千葉職業能力開発短期大学校

成田校

（ポリテクカレッジ成田）

〒

成田市並木

町

生産技術科

航空機整備科

年

〃

注）令和 年度学生募集概要です。※メカトロニクス技術科は令和 年 月入校の募集概要です。

◎訓練内容

●電気エネルギー制御科

電気エネルギー制御科では、「電気・電子技術」、「環境・エネルギー技術」、「制御技術」の３つを

柱として、クリーンエネルギーとして注目されている太陽光発電や風力発電の電力制御技術を学び

ます。また、電気自動車やロボットなどで利用されるモータの効率的な利用技術、工場の自動化技

術や省エネ化技術を習得し、次世代社会を担う実践的な技術者を育成します。

●電子情報技術科

電子情報技術科ではエレクトロニクス（電子工学）と情報通信技術の分野について、電子回路設

計、ソフトウェア設計・開発、ネットワーク通信技術などの基礎理論を重点に学びます。また、エ

レクトロニクスと情報通信技術の融合分野を担うことができ、将来、電子回路の設計開発、組込み

ソフトウェア設計開発及び工場の自動化設備の構築・保守などの分野で活躍できる実践技術者を育

成します。

●住居環境科

住居環境科では、建築計画、建築構造及び建築施工について基礎から応用まで学びます。科目は

から構造力学、測量、施工方法、さらには 製作やインテリア設計まで幅広く、その知識や理

論を学び、木造やコンクリートの強度を確かめる構造実験や実際に家を設計し施工する実習など実

践的なカリキュラムにより、インテリアから施工技術まで幅広い分野で活躍できる実践技術者を育

成します。また、修了時に国家資格である一級・二級建築士、木造建築士の受験資格が取得可能で

す。

●メカトロニクス技術科

メカトロニクス技術科では、企業における実習（ ）と大学校における学習（ ）を組み合

わせて職業人を育成する日本版デュアルシステムを取り入れ、メカニクス（機械工学）やエレクト

ロニクス（電子工学）、コントロール（制御工学）、プログラミング（情報工学）などの技術を習得

します。また、これら技術を融合し、工場におけるオートメーションシステムの設計製作や保守点

検ができる実践技術者を育成します。

●生産技術科

生産技術科では金属加工技術を柱とし、“機械分野のものづくり”を体得しながら、その設計から

実製作までの流れを習得することを目標に掲げています。製品の高付加価値化が進む中、 システ
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ムを使った設計技術や、コンピューター制御の工作機械を主とした加工など、実際のマシンや機器

を使用して複雑で高い精度を要求される部品作りなど生産技術の進展にも適応できる実践技術者を

育成します。

●航空機整備科

航空機整備科は、国土交通大臣指定の航空従事者養成施設として、二等航空運航整備士の国家資

格取得を目指したカリキュラムにより、昭和 年開講以来、高い専門知識と確かな技術を身につけ

た航空整備士を世に送り出しています。授業では実際に小型機を使って実習を行い、そこで培った

知識と技術を活かして、大型機整備やエンジン等の装備品の整備・修理を行うことができる実践技

術者を育成します。

２２ 千千葉葉県県立立テテククノノススククーールル

訓練校名 所在地 電話 訓練科名 定員 期間

市原テクノスクール

（ちばテク市原校）

〒

市原市平田
自動車整備科

電気工事科

年

年

船橋テクノスクール

（ちばテク船橋校）

〒

船橋市高瀬町

機械技術科

システム設計科

システム科

冷凍空調設備科

年

年

年

年

我孫子テクノスクール

（ちばテク我孫子校）

〒

我孫子市久寺

家

造園科

〇事務実務科

年

年

旭テクノスクール

（ちばテク旭校）

〒

旭市鎌数 自動車整備科 年

東金テクノスクール

（ちばテク東金校）

〒

東金市油井 空間デザイン科 年

障害者テクノスクール

（ちばテク障害者校）

〒

千葉市緑区

大金沢町

〇 ・ デザインコース

〇福祉住環境・ コース

〇 ビジネスコース

〇職域開拓コース

〇基礎実務コース

〇短期実務コース※ 各

年

年

年

年

年

カ月

注）表は令和６年４月に校名が「千葉県立高等技術専門校」から「千葉県立テクノスクール」に変

わりました。

注）表は令和７年度訓練生募集概要です。〇は障害のある方を対象とした訓練科で、学歴は問いま

せん。

※ ７月・１月入校

◎訓練内容

●自動車整備科

１年生では、工具、各種工作機械の使い方から始まり、自動車部品の分解、組立て方法など、「自

動車の基礎的な構造や各装置の働き」を学びます。２年生からは、車検などの法定定期点検のやり

方や故障時の原因探求のやり方など、「自動車の応用的な構造や各装置の働き」を学び、車社会を支
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えるメカニック（自動車整備士）を目指します。

●電気工事科

住宅、工場、事務所等の電気設備の設計、工事、保守管理技術はもとより、工場等の電気機器に

利用される自動制御、コンピュータを使っての電気図面作製を行うＣＡＤ等の技術を習得します。

電気工事士以外にも、幅広い分野の資格を取得しながら実践に必要なことを学び、電気のスペシャ

リストを目指します。

●機械技術科

スマホや化粧品の容器から、自動車のボディに至るまで私たちの身近な製品を高精度で作り出す

機械加工の基礎技術を学びます。また、あらゆる製品は設計によってその形状・品質・性能が決ま

るため、 ソフトを利用してモデリングを行い、求められる機能・構造を実現するためのスキ

ルを身に付け、工業界で活躍するエンジニアを目指します。

●システム設計科

１年生では、タイピングやオフィスソフトの操作練習を通じてコンピュータの基本操作を身に付

け、更に サイト作成やプログラミング、データベース操作等、情報処理の基礎となる技能を幅

広く学びます。

２年生からは、 アプリ・スマホアプリの開発、ネットワーク・各種サーバの構築、普及の進む

（人工知能）・ （モノとインターネットの連携）等、より実践的な技能を習得し、デジタル社

会の第一線で活躍できるエンジニアを目指します。

● システム科

１年生では、情報処理、電子回路、プログラミングについて幅広く習得します。２年生からは、

ＩｏＴ技術についての実践的なカリキュラムの中で、ＩｏＴシステムの企画・構築・運用・保守な

どができるエンジニアを目指します。

●冷凍空調設備科

空調関係の仕事で使用する基本工具の使い方や空気が冷える仕組み、空調機を構成する部品の分

解・組立、業務用エアコンの制御を主体とした電気回路の習得、電気器具の配線・取付けなどの基

本作業を行います。

修了前には習得した技術を使って－ ℃まで冷やせる冷凍機を施工します。基礎理論から応用ま

で知り尽くし、あらゆる場面で活躍できる空調エンジニアを目指します。

●造園科

日本庭園は世界に誇る日本の美です。日本庭園の歴史から作庭における匠の技を学びます。また、

日本庭園だけでなく、洋風の庭園や植栽工事等、様々な造園工事に携われる技能者を目標に、調査・

分析・計画・設計・施工・管理といった一連の知識と技術を習得することができます。

○事務実務科（対象：知的障害のある方）

パソコン等を活用した事務処理能力を習得するとともに、基本的作業訓練を通して職業人として

必要な社会適応能力や労働習慣を身につけます。

●空間デザイン科

華やかなイベントのブース、街を彩る看板、ショーウィンドウなどの人を惹きつける広告物に

は、それぞれテーマがあり、メッセージを伝える様々な仕掛けが施されています。これらをつく

り出す基礎としてのデザイン、色彩、材料などの知識に加え、製図、グラフィックソフトの操作

による設計技術、木工、看板製作、内装仕上げなどの加工・製作技術を習得します。様々な課題
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に取り組みながら、自ら空間を設計し、つくり上げるクリエイターを目指します。

○ ・ デザインコース（対象：身体障害のある方向け）

コンピュータの基礎知識を基に （印刷物の編集・デザイン・レイアウトを専用ソフトで行う）

での印刷物のデータ作成、ホームページの制作、更新、併せてオフィス系ソフトに関する知識と技

能を習得します。

○福祉住環境・ コース（対象：身体障害のある方向け）

コンピュータの基礎知識を基に、 を活用して福祉住環境デザイン（バリアフリー住宅、リフォ

ーム）に関する知識と技能を習得します。

○ ビジネスコース（対象：身体障害のある方向け）

コンピュータを活用したビジネス文書、表計算、プレゼンテーションや事務処理に必要な簿記会計、

ビジネスマナー等、実践的な事務業務に必要な知識と技能を習得します。

○職域開拓コース（対象：精神障害・発達障害のある方）

作業実務を通じて、職業生活全般についてのセルフマネージメントスキルを習得するとともに、

パソコンを活用した事務処理能力及びビジネスマナー等、社会人として必要な知識と技能を習得し

ます。

○基礎実務コース（対象：知的障害のある方向け）

生産・流通・清掃等の各種作業実務訓練を通じて、集中力や持続性、仕事に必要な体力など、職

場で活用することのできる作業能力を習得すると共に、社会人として必要な対人スキルやビジネス

マナーなどを習得します。

○短期実務コース（対象：知的障害のある方向け）

個々の実態に応じた各種作業実務訓練や （ソーシャルスキルズトレーニング）の実施を通して、

向上させたい作業能力や対人スキル、場に応じた行動の仕方などの社会性を習得し、短期間での就

労と定着を目指します。
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○○関関係係機機関関ののごご案案内内
（（１１））（（独独））高高齢齢・・障障害害・・求求職職者者雇雇用用支支援援機機構構 千千葉葉支支部部

・・千千葉葉障障害害者者職職業業セセンンタターー
【住所】〒 － 千葉市美浜区幸町１－１－３ ハローワーク千葉合同庁舎４階

【電話】０４３（２０４）２０８０ 【 】０４３（２０４）２０８３

【業務内容】

ハローワーク（公共職業安定所）をはじめとする障害者関係の機関や施設と連携を取り

ながら、障害を持つ方々への就職や職場適応の支援、事業主の方々への障害者の採用、雇

用管理、雇用継続の支援を行っています。

・・千千葉葉職職業業能能力力開開発発促促進進セセンンタターー（（ポポリリテテククセセンンタターー千千葉葉））
【住所】〒 － 千葉市稲毛区六方町２７４

【電話】０４３（４２２）２２２４ 【 】０４３（４２２）２７２４

・・千千葉葉職職業業能能力力開開発発促促進進セセンンタターー 君君津津訓訓練練セセンンタターー（（ポポリリテテククセセンンタターー君君津津））
【住所】〒 君津市坂田４２８

【電話】０４３９（５２）０２１９ 【 】０４３９（５２）０２２３

・・千千葉葉職職業業能能力力開開発発促促進進セセンンタターー 高高度度訓訓練練セセンンタターー（（高高度度ポポリリテテククセセンンタターー））
【住所】〒 千葉市美浜区若葉３－１－２

【電話】０４３（２９６）２６６３ 【 】０４３（２９６）２５８９

【業務内容】

離職者及び若年者に対する効果的な職業訓練を実施し、雇用のセーフティネットとして

の役割を果たすほか、在職者に対する高度な向上訓練や企業等に対する各種相談支援業務

を実施するなど、地域のニーズに即応した事業を展開しています。

（（２２））（（財財））産産業業雇雇用用安安定定セセンンタターー 千千葉葉事事務務所所
【住所】〒 千葉市中央区弁天１－１５－３ リードシー千葉駅前ビル６階

【電話】０４３（２１６）３６７０ 【 】０４３（２１６）３６７５

【業務内容】

厚生労働省と経済界、産業界の協力により昭和 年 月に設置された在籍労働者を対象

に、「出向（系列外）移籍・転籍」の無料斡旋・仲介を行う専門機関です。

（（３３））（（財財））介介護護労労働働安安定定セセンンタターー 千千葉葉支支部部
【住所】〒 千葉市中央区中央３－３－１ フジモト第一生命ビル６階

【電話】０４３（２０２）１７１７ 【 】０４３（２０２）１８３３

【業務内容】

「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に基づき厚生労働大臣の指定を受けた

公益法人。高齢社会の急速な進展に伴う介護ニーズの高まり、介護保険制度の利用者の拡

大に対応し、介護労働者の育成・技術の向上を福祉の増進・雇用管理の改善等、介護労働

に対する様々な支援事業を行っています。

（（４４））ジジョョブブカカフフェェちちばば（（ちちばば若若者者キキャャリリアアセセンンタターー））
・・（（企企業業窓窓口口））

【住所】〒 船橋市本町３－３２－２０ 東信船橋ビル３階

【電話】０４７（４６０）５５００ 【 】０４７（４６０）５１００

・・（（求求職職者者窓窓口口））

【住所】〒 船橋市本町１－３－１ 船橋フェイスビル９階

【電話】０４７（４２６）８４７１ 【 】０４７（４２５）２３０８

－ 89 －



【業務内容】

若者を対象とする千葉県の就職支援施設です。若者の採用に向けた求人情報の提供や、

企業と若者との交流イベントの開催のほか、人材採用・育成についての相談や人材定着に

向けたセミナーを実施し、企業の人材確保を支援しています。

－ 90 －



― 100 ―－ 98 －

日本生命千葉駅前ビル１階

－ 91 －



― 101 ―－ 99 －－ 92 －



― 102 ―－ 100 －－ 93 －



― 103 ―－ 101 －－ 94 －



― 104 ―－ 102 －－ 95 －


